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訪問看護管理者養成研修会について 

 本研修会は平成 17、18 年全国訪問看護事業協会の研究事業「訪問看護ステーション管理者

養成プログラムの開発」で開発した研修プログラムをもとに開催するものです。 

 この研究では、有識者と現場のステーション管理者からのヒヤリング、およびこれまでの調

査研究等の文献検討から、訪問看護ステーション管理者に求められる能力を「6 つの機能」（表

1）と「12 のスキル」（表 2）に整理しました。

さらにこれらの管理者としてのコンピテンシーを獲得し、健全なステーション運営を担える

スキルを獲得すべく、具体的な研修プログラムを開発しました。

3 期 9 日間の本研修科目のそれぞれの講義ごとに、シラバスを作成、受講生の到達目標（表

3）を設定しています。

本研修会の全過程を通じて、管理者に必要な能力を取得できることを本研修会のねらいとし

ています。 

表１ 

管理者の機能 

1 訪問看護に関わる最新情報や知識の取得（制度の動向や訪問看護の最新知識・技術） 

2 経営の基本的な知識・ノウハウ 

3 実践的経営能力 

4 人材育成 

5 人材管理 

6 組織の運営管理 

表２ 

管理者に求められるスキル 

1 論理的思考（ロジカルシンキング）の技量 

2 判断力 

3 経済的思考力 

4 先見性 

5 哲学的思考 

6 柔軟性・対応力 

7 交渉・折衝力 

8 行動力 

9 責任感・責任遂行能力 

10 支援力・支援的姿勢 

11 バランス感覚 

12 プレゼンテーション力 
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分類 科目 到達目標 講義内容

(1)訪問看護制度論

①訪問看護を取り巻く制度と政策 訪問看護関連の施策・制度と動向を理解しコンプライアンスに基づいた事業運営が
出来る。

訪問看護が位置づけられている老人保健法・健康保健法・介護保険法・改正介護保険法・医療制
度改革等制度の概要　（診療報酬・介護報酬等含む）、事業展開において準拠すべき法制度内容
とその対応/情報開示／情報公表（制度）

①経営状態の把握・評価（経営に関する基本的技
術）

１．ステーションの適正な経営の実際/事業収入と支出額の把握と採算性を評価でき
る。
２．経営状態を把握し、今後の戦略を考えることができる。

＜１＞経営分析の基礎知識－帳簿類のデータをどう加工し、経営分析に役立てるか？
＜２＞訪問看護ステーションの採算性と経営効率化の考え方

②経理・財務の実際（経営に関する基本的技術） １．毎月の訪問看護の実績と保険請求額の把握と帳簿記載等の管理が出来る。
２．利用料金及び未集金含め財務の管理ができる

＜１＞収入管理と支出管理の基礎知識－日々・月次の帳簿記載のあり方
＜２＞訪問看護ステーションの経理課題－未収金管理はどう行うか？

①管理者の制度的な位置づけと役割・機能 管理者の制度的な位置づけと機能・役割を認識できる。あるべき管理者像を描くこと
ができ、実践モデルにできる。

制度における管理者の位置づけ／管理者の役割と機能／人事と経営のリスクマネジメント/コンプラ
イアンス／個人情報の保護／倫理関連

②看護管理概論（看護管理に必要な知識体系、看
護管理者の役割と活動）

看護管理者に必要な知識体系を学び、看護管理者への活用を理解する。看護管理
者の役割と活動を理解し、看護管理者のあり方を考察できる。

看護管理の概要／看護管理に必要な基礎知識／看護管理者の役割と活動

③リーダーシップ論 リーダーシップが何かを理解できる。ステーションの状況に合わせたリーダーシップ論
が考察できる。

リーダーシップに関する基礎知識や問題解決に不可欠なツールを習得。実践的な問題解決能力を
涵養する

①マーケティング初級編 マーケティング：地域(市場)の分析/利用者確保／地域のネットワーキング／連携　等

②ストラテジィ初級編 ストラテジィ：訪問看護成功の手段/計画／分析/将来展望

③経営マネジメント マネジメント：マネジメントとは/ポリシー／利用者とサービスのマッチング／目標管理／変化への対
応　等

①効率的運営のためのマネジメントシステム システムづくりに必要な視点が理解でき、計画できる。(地域情報・資源のコーディネイ
トを含む)

職員体制／文書化／人員配置／会議運営／職務管理／人事管理／運営基準の遵守／利用者マ
ネジメント／　など

②サービスの品質管理 サービスの質を評価する指標や質評価の多様な方法が理解でき、活用できる。 サービス評価の視点と方法/自己評価/第三者評価/評価をどう使うか

③リスクマネジメント−１ 法的観点から見たリスクマネジメント ステーションにおけるリスクとその分析/リスクマネジメントの手法/判例等からの学び

④リスクマネジメント−２（訪問看護ステーションのリス
クマネジメントの実際）

訪問看護と組織におけるリスクマネジメントが理解でき、実際に活用できる。 訪問看護と訪問看護ステーションにおけるリスクマネジメントの実際

⑤退院支援・退院調整 円滑な退院支援・退院調整について理解でき、実際に活用できる。 退院調整と診療報酬/院内の退院調整/ステーションの事業としての退院支援

⑥グループワーク～課題の整理・分析～ 自訪問看護ステーションの分析と課題を抽出し、次のステップに進む事ができる 課題の整理分析/情報の整理を行い、問題を明確化できる

①人材の確保 ステーションの管理者に必要な人材確保のための方策と留意点に関して具体的に学
ぶ。

人員の確保／個々の能力の有効活用・適正配置

②職場環境づくりとモチベーション管理 スタッフのモチベーションを高めるための取り組みに関して事例を通して学び、実践
できる。

働きやすい体制／人間関係の調整／ストレスマネジメント／モチベーション管理／健康管理（身体
的・精神的)／身体的・精神的支援

③人材の育成 人材育成と人的資源を行かした組織づくりが実際にできる 個々の能力の評価と育成／組織への組込み

④労務管理の基礎知識 訪問看護ステーションの管理者に必要な労務管理の基本を具体的に学び理解でき
る。

労働関係法令について／労務管理の基本（雇用契約・雇用形態・勤務時間・勤務体制・労働時間
管理・健康管理（メンタルヘルス含む）・賃金体系・ワークライフバランス等）／労務管理の具体例

⑤他分野から学ぶ人材管理 他分野（訪問看護とは異なる）の管理者が果たしている役割（人材育成・経理管理・プ
ロデュースなど）の実際を理解し、訪問看護ステーションの管理に活用できる。

他分野の仕組/人材育成のシステム/顧客との関係のとり方/他のサービスとの調整/経営方法/サー
ビスの質の維持

当面している課題の分析、論理的思考力、意思決定、およびプレゼンテーション等を通じて必要な
スキルを学び、実践できる。①管理者の意思決定・マネジメントスキルのケースメ

ソッド

(5)訪問看護マネジメント
論／情報管理論

ステーション管理者のスキルとして重要な、経営や人事管理、業務連携、利用者への
看護提供等、様々な場面で求められる意思決定を具体的なケースを通して学び、管
理者として成長できる。

(7)訪問看護管理技術論

(6)人材管理・育成論

平成29年度訪問看護管理者養成研修会シラバス

(3)運営管理総論

(2)訪問看護経営・経済
論

管理者に求められる経営力として、マーケティング・マネジメント・ストラテジィのあり方
を理解し、実践できる。

(4)実践的経営論
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訪問看護マネジメント論／情報管理論② 
サービスの品質管理 

 

 

ケア・コーディネーション研究所所長 

新津 ふみ子 氏 
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新津 ふみ子（にいつ ふみこ）先生 
 

略歴 

 

１９７０年   国立療養所東京病院附属看護専門学校卒業（看護師免許取得） 

１９９９年   仏教大学通信教育学部社会学部社会福祉学科卒業（社会福祉士免許取得） 

 

新宿区区立区民健康センターで、訪問看護に１６年６ヶ月従事。その後任意団体としてケア・コーディネーション

研究所を設立し、主にケアマネジメントに関する調査、研究、研修をしている。一方２０００年２月にサービスの

第三者評価を実施する NPO 法人メイアイヘルプユーを設立し、代表となる。２００４年４月より、日本社会事業

大学専門職大学院教授に就任、201７年から非常勤講師。 

 

委員会等 

 

東京都「東京都福祉サービス評価推進機構 評価・研究委員会」委員 

全国社会福祉協議会「福祉サービス質の向上推進委員会」委員など 

 

その他・理事等 

 

社会福祉法人うらら  評議員 

社会福祉法人新宿区障害者福祉協会  理事 

一般社団法人全国訪問看護事業協会  監事 

一般社団法人全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会 会長 

日本インターライ・ケア研究会 会長 

 

主な著書 

 

１９９５年   「ケア・コーディネーション入門」 医学書院 

１９９５年   「ホームヘルパー養成研修テキスト１級、２級、３級」（財）長寿社会開発センター（分担執筆） 

１９９７年   「福祉用具プランナーテキスト 福祉用具総論」 （財）テクノエイド協会  （分担執筆） 

１９９８年   「２４時間ホームヘルプサービスの実践」 中央法規出版 （編著） 

１９９９年～２０００年 「MDS 方式によるケアプラン事例集１，２，３」 医学書院 （編著） 

２００１年   「忙しい現場のための MDS－HC 入門」 医学書院 （編著） 

２００２年   「モニタリングの視点と方法」 医学書院 （編著） 

２００８年   「明日の在宅医療、第６巻在宅医療と人材養成・人材確保、第１３章在宅医療とケアマネジャー

の現状と課題」中央法規 

２０１０年   「福祉サービスの組織と経営、第２章３節特定非営利活動法人」中央法規 

２０１０年   「介護保険論、第１１章２節介護サービスの評価方法」第一法規 

２０１３年   「介護福祉基礎、第６章介護における安全確保と危機管理」実教出版株式会社 
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実践的経営論① マーケティング初級編 

実践的経営論② ストラテジィ初級編 

実践的経営論③ 経営マネジメント 
 

 

兵庫県立大学名誉教授・特命教授 

小山 秀夫 氏 
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小山 秀夫（こやま ひでお）先生  
 

 

略歴 

 

１９８０年       上智大学大学院博士後期課程単位修得退学（社会学・社会福祉学専攻） 

１９８０年       厚生省病院管理研究所医療管理部研究員 

１９８７年       厚生省病院管理研究所専攻科・研究科教育主任 

１９８９年       厚生省病院管理研究所医療管理部主任研究官 

                 （所属機関の名称変更に伴い改称） 

１９９０年       国立医療・病院管理研究所マクロ経済研究室長 

１９９２年       国立医療・病院管理研究所医療経済研究部長 

        （所属機関の組織編成に伴い改称） 

２００２年    国立保健医療科学院経営科学部長 

２００６年    静岡県立大学経営情報学部教授 

             静岡県立大学大学院経営情報学研究科教授 

         国立保健医療科学院経営科学部客員研究員 

２００７年    静岡県立大学経営情報学部学部長 

２０１０年    兵庫県立大学大学院経営研究科教授 

２０１７年    兵庫県立大学名誉教授・特命教授 

 

取得学位     

 

医療福祉学博士（川崎医療福祉大学） 

 

最近の著作  

     

高齢者ケアのマネジメント論（厚生科学研究所） 

これからの高齢者の栄養管理サービス（第一出版） 

訪問看護ステーションのマネジメント AtoZ（医学書院） 

病院の DON（医学書院） 等、他多数 
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2017.10.13訪 問看護管理者養成研修会

リスクマネジメントー可

【日次】

1 リスクマネジメントと法的責任

○ リスクマネジメントの意味
○ 訪間看護におけるリスクとその分類
① 法的観点から見たリスクの分類

2 法令違反リスク

○ 介護保険法に基づく運営 (居宅)基準 (厚生省令X抄 )

○ 事例 :東京地方裁判所平成22年 9月 10日 判決
○ 事例 :東京高等裁判所平成23年 6月 1日 判決
○ 事例 :那覇地方裁判所平成24年 12月 26口 判決

3 契約違反リスク

佃)契約書式

についての基礎知識
事項説明書及び契約書の「参考私案」(介護保険 )

(21 利用料未払い

O利 用料未払いについての一般的な留意点

(3)契約の解除

○ 事業者側からの契約解除の際の一般的な留意点
○ 事例 :東京地方裁判所平成21年 9月 4日判決

(4)事故後の対応

○ 事故報告書
O事 故の原因分析表及び再発防止策の立案表
○ 事故調査報告書

弁護士 高 村  浩

約
要

契
重

Ｏ

Ｏ

(5) 事故の裁判例
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○ 事例 :福岡地方裁判所平成25年¬1月 1日 判決
○ 事例 :東京地方裁判所平成20年 1月 25日 判決

4H業 者に対す

O事例 :岡 山地方裁判所平成26年4月 23日判決

5 苦情 (期待違反)リスク

○ 苦情対応についての一般的な留意点

6 個人情報保護法

○ 改正個人情報保護法の概要
○ 事例 :東京地方裁判所平成27年 9月 4日判決

7 高齢者虐待防止法

○  「高齢者虐待」の定義

8 躍課墓縄贔穐蔓薯募尾gち書黙薯遭審ヶ賛含対応の仕組み
○ 事例 :京都地方裁判所平成26年7月 25日 判決

2
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Oリスクマネジメントの意味

①事業者が、その活動の過程で発生する不利益の可能性(リスク)を予測B評

価して、②その回避を図り、③それでも発生した不利益を最小化するとともに、④
二次的な不利益の発生を防止し、さらに⑤発生した不利益のデータを収集B分析

して、できるだけそのパターンを把握して、①の予測日評価にいかす一連の循環

する作業である。

rイ 不利益の発生
‐
ゝ

―夕の収集四分析

予  測

回  避

損害の最小化 次的紛争の防止

∂
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O訪間看護におけるリスクとその分類

【経営全般に係わるリスク】
○経営判断過誤リスク :事業の選択、拡張、縮小などにおける経営判断の過誤等。

○経営環境変化リスク :社会経済状況の変化、法令の変更、利用者ニーズの変化等。

※日本医師会総合政策研究機構HP→「ワーキングペーパー」→高橋泰B江口成美

「地域の医療供給体制の現状と課題―都道府県別口二次医療圏別データ集」(201

4年度版 )(ワ ーキングペーパーNO.323)、 NO,352、 NO.353、 NO.375。

※総務省統計局HP→「平成27年国勢調査」→「人口速報集計、結果表」。市区町村別

の人口の増減等が分かる。

○業 務 過 誤 リスク

○保 守 事 故 リスク

○災  害  リ ス ク

○犯 罪 被 害 リスク

○風  評  リ ス ク

○情報管理過誤リスク

○説 明 過 誤 リスク

○意思確認不足リスク

○訪間看護事故リスク

※個人情報保護委員会 (PPC)(平成28年¬月1日 発足)HPc個人情報に関する法

令、ガイドライン等の入手が可能。

※厚生労働省HP→「テーマ別に探す」→「雇用日労働」のうちの「労働政策全般」→

「施策情報」のうちの「個人情報保護」→「その他の厚生労働分野」のうちの「厚生労

働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」→「医療・介護

関係事業者における個人情報保護の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29

年4月 )等の入手が可能。

【利用者との関係でのリスク】

○表 示 過 誤 リスク :虚偽、誇大広告等の不当表示、情報公表等

※公正取引委員会HP→『審決等データベース」→『審決等データベースシステム」→

「フリーワードによる検索」において「介護サービス」で検索。景品表示法に基づく排

除命令の事例をいくつか見ることができる。但し、訪問看護の事例はなく、ほとんど

が有料老人ホームの事案。なお、消費者庁HP→「テーマ別メニュー」→「行政処分

の状況について知りたい」→「景品表示法に基づく措置等」によつても事例を閲覧で

きるが、現在のところ、看護、介護サービス関係のものは見当たらないようである。

:財務B会計、労務。人事管理、外部取引等における過誤等。

:施設備品の不備、医療機器の故障等。

:火災、地震、風水害の自然災害等。

i盗難、交通事故等。

:社会的評価の低下、利用者離れを招く風説等。

1利用者等の個人情報の漏洩その他不適切取扱等。

:サービス内容、利用料等の重要事項の説明過誤E不足等

:利用者又は家族の同意、意思確認の不足

:転倒、誤疎事故等
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※公益財団法人日本医療機能評価機構HP→「医療事故情報収集等事業」→「公開

データ検索」→「医療事故/ヒヤリHハット報告事例検索画面」→項目を適宜チェック

し、「本文検索」に「訪問看護」等の関係する文字を入力して検索すると、訪問看護

に係る事例が表示される(但し、訪問看護事故以外のものも表示される。)。

○感 染 症 リス ク :職員から利用者又は職員を介した利用者相互間の感染

○高 齢 者 虐 待 リスク :利 用者に対する言葉による心理的虐待等

※認知症介護情報ネットワーク(DCnet)HP→ 学習教材→高齢者虐待防止関連。各

種の報告書その他の資料の入手が可能。

※厚生労働省HP→「テーマ別に探す」→「介護日高齢者福祉」→「施策情報」のうち「高

齢者虐待」。国の調査結果を見ることができる。

※全国抑制廃止研究会HP→「資料集」。身体拘束に関する各種資料の入手が可能。

○苦 情 B訴 訟 リスク :和I用者からの苦情日訴訟

※東京都国民健康保険団体連合会HP→「東京都における介護保険サービスの苦情

相談白書」。平成27年度版から同HP上で閲覧又は電子データをゲウンロードする

ことができるようになつている。

※独立行政法人国民生活センターHP→「本目談事例`判例」→「事故情報データバン

ク」→「訪問看護」で検素。

※介護相談B地域づくり連絡会HP→「今月の相談」→「今月の相談バックナンバー」。

訪問看護の事例は少ないが、2011年 3月 の相談「看護計画書に『死が間近』と書

いてあつた」は訪問看護の事例。

※裁判所HP→「裁判例情報」→検索画面の「全文」欄に「看護」、「介護」等の関係す

る言葉を入れて検索すると看護又は介護に関係する一部の裁判例を見ることがで

きる。しかし、現在までのところ、訪間看護に関係する事故の裁判例はほとんどな

い 。

○債 務 不 履 行 リスク

○迷 惑 行 為 リスク

利用者の利用料不払等

利用者又は家族による暴力行為等

【職員との関係でのリスク】

○労災リスク

○セクハラ、パワハラリスク、マタハラ

※厚生労働省HP→「分野別の政策」のうちの「雇用口労働」の「雇用」→「事業主の方

へ」→「働く人のメンタルヘルスの確保 (こころの耳)」及び「パワハラのない職場づく

り(あかるい職場応援団)」 。セクハラ、パワハラに関する各種情報を入手可能。

タ

○労使紛争リスク
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【他事業者等との関係でのリスク】

○主治医、居宅介護支援事業者その他の事業者との連携不足又は連携困難

O法的観点から見たリスクの分類

前掲のリスクは、何に(どのような基準に)違反するかという観点から、次のように

分類できる。①及び②のリスクが、法的責任を発生させるリスクである。③のリスクも、

①及び②に関する法的責任の判断に影響を与える。【対策88～90頁】

① 法令違反リスク⇒行政処分、刑事罰等の法的責任

② 契約違反リスク⇒損害賠償責任

③ 倫理違反リスク (「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関する

ガイドライン」(平成司9年 5月 、改訂平成27年 3月 )等の各種ガイド

ライン違反)

④ 期待違反リスク⇒苦情

／
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O介護保険法に基づく運営基準 (厚生省令)(抄 )

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成 11年 3月

31日厚令第37号)と 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関

する基準について」(平成 11年 9月 17日老企第25号)(いずれも一部)

※ 以下のゴシック体の部分は介護保険法第 74条第 2項に基づく「指定居宅

サー ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」、明朝体の部分

は同基準に対応する「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等

に関する基準について」 (通知 )。

※ 平成 23年改正介護保険法 (平成 24年 4月 1日 施行)に より、運営 (指

定)の基準は、都道府県 (指定都市にあつては指定都市、中核市にあつ

ては中核市)の条例で定めることになった (法第 74条第 1項、第 2項 )。

条例を定めるに当たつては、以下の基準のうち、実線を引いた基準は「従

うべき |
幸、の とされてセヽ る (基準第 1条第 5号及び第 7号上。但し、実

線により下線を引いた基準の うち、第 69条については、「訪問看護計

画書及び訪問看護報告書の提出に係 る部分は除 く。」 とされている (基

準第 1条第 7号 )。

第 1章 総  則
(指定居宅サービスの事業の一般原則)

第 3条  指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に

利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たつ

ては、地域との結び付きを重視し、市町村 (特別区を含む。以下同じ。)、 他

の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供す

る者との連携に努めなければならない。

第 2章 訪間介護
(内容及び手続の説明及び同意)(第 74条により訪問看護に準用)

第 8条

ついて利用 申込者の 存得なければならない。
2 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があつた場合
には、前項の規定による文書の交付に代えて、第 5項で定めるところにより、

当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの (以下この条において「電磁的方法」という。)により

提供することができる。この場合において、当該指定訪間介護事業者は、当

該文書を交付したものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの

イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家

族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
口 指定訪間介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

今
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3

4

5

6

記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者

又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法 (電磁

的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に

あっては、指定訪間介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

アイルにその旨を記録する方法)

二 磁気ディスク、シー ロディー・ロムその他これらに準ずる方法によリー

定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイル

に前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルヘの記録を出力

することによる文書を作成することができるものでなければならない。

第 2項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定訪間介護事業者の使用に

係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

指定訪問介護事業者は、第 2項の規定により第 1項に規定する重要事項を

提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方

法による承諾を得なければならない。
一 第 2項各号に規定する方法のうち指定訪間介護事業者が使用するもの

ニ フアイルヘの記録の方式
前項の規定による承諾を得た指定訪間介護事業者は、当該利用申込者又は

その家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨

の申出があつたときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第 1項に規定

する重要事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利

用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限り

でない。

3 運営に関する基準

(1)内容及び手続の説明及び同意

居宅基準第 8条は、指定訪問介護事業者は、利用者に封 し適切な指定訪問

介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又は

その家族に対 し、当該指定訪問介護事業所の運営規程の概要、訪問介護員等

の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービス

を選択するために必要な重要事項について、わか りやすい説明書やパンフレ

ット等 (当 該指定訪問介護事業者が、他の介護イ呆険に関する事業を併せて実

施 している場合、当該パンフレット等について、一体的に作成することは差

し支えないものとする。)の文書を交付 して懇切丁寧に説明を行い、当該事業

所か ら指定訪問介護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこ

ととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定訪問介護

事業者双方の保護の立場か ら書面によつて確認することが望ましいものであ

る。

(提供拒否の禁止)(訪間看護に準用)

第9条 指定訪間介護事業者は、正当な理由なく指定訪間介護の提供を拒んで

はな な い 。

(2)提供拒否の禁止

居宅基準第 9条は、指定訪問介護事業者は、原則として、利用申込に姑し

ては応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所

得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。ま

た、利用者が特定のサービス行為以外の訪問介護サービスの利用を希望する

ことを理由にサービス提供を拒否することを禁止するものである。 (ただし、
「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」 (平成 12年 11月 1
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6日 老振第 76号)の 1を除く。)提供を拒むことのできる正当な理由があ

る場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利

用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その

他利用申込者に封し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合で

ある。

(受給者資格等の確認)(訪間看護に準用)

第 11条 指定訪間介護事業者は、指定訪間介護の提供を求められた場合は、

その者の提示する被保険者証によつて、被保険者資格、要介護認定の有無及

び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 指定訪間介護事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第 2項に規定す

る認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、

指定訪間介護を提供するように努めなければならない。

(4)受給者資格等の確認
① 居宅基準第 11条第 1項は、指定訪問介護の利用に係る費用につき保険給

付を受けることができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られる

ものであることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開

始に際し、利用者の提示する被保険者証によつて、被保険者資格、要介護認

定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならないこととしたも

のである。
② 同条第 2項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービスの適切かつ有効

な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載

されているときは、指定訪問介護事業者は、これに配慮して指定訪問介護を

提供するように努めるべきことを規定したものである。

(要介護認定の申請に係る援助)(訪間看護に準用)

第 12条 指定訪間介護事業者は、指定訪間介護の提供の開始に際し、要介護

認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われ

ているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の

意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければ

ならない。
2 指定訪間介護事業者は、居宅介護支援 (これに相当するサービスを含む。)

が利用者に対して行われていない等の場合であつて必要と認めるときは、要

介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有

効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければな

らない。

(5)要介護認定の申請に係る援助
①居宅基準第 12条第 1項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護

認定の効力が申請時に遡ることにより、指定訪問介護の利用に係る費用が保

険給付の対象となりうることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、利用申込者

が要介護認定を受けていないことを確認した場合には、要介護認定の申請が

既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用

申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わ

なければならないこととしたものである。
②同条第 2項は、要介護認定の有効期間が原則として 6か月ごとに終了し、

継続して保険給付を受けるためには要介護更新認定を受ける必要があること

及び当該認定が申請の日から30日 以内に行われることとされていることを

踏まえ、指定訪問介護事業者は、居宅介護支援 (こ れに相当するサービスを

含む)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるとき

は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認

定の有効期間が終了する30日 前にはなされるよう、必要な援助を行わなけ
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ればならないこととしたものである。

(心身の状況等の把握)(訪間看護に準用)

第 13条 指定訪間介護事業者は、指定訪間介護の提供に当たつては、利用者

に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議 (指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関する基準 (平成 11年厚生省令第38号。以

下「指定居宅介護支援等基準」という。)第 13条第九号に規定するサービス

担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)(訪間看護に準用)

第 15条 指定訪間介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申

込者が介護保険法施行規則 (平成 11年厚生省令第36号。以下「施行規則」

という。)第 64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又は

その家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する

旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪間介護の提供を法定代理

受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事

業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うため

に必要な援助を行わなければならない。

(6)法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

居宅基準第 15条は、施行規則第 64条第一号イ又は口に該当する利用

者は、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができ

ることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、施行規則第64条第一号イ又はロ

に該当しない利用申込者又はその家族に対し、指定訪問介護の提供を法定代

理受領サービスとして受けるための要件の説明、居宅介護支援事業者に関す

る情報提供その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わな

ければならないこととしたものである。

(居宅サー ビス計画に沿つたサー ビスの提供)(訪問看護に準用 )

第 16条 指定訪間介護事業者は、居宅サー ビス計画 (施行規則第 64条第一

号ハ及び二に規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当

該計画に沿つた指定訪間介護を提供 しなければならない。

(居宅サービス計画等の変更の援助)(訪間看護に準用)

第 17条 指定訪間介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望す

る場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援

助を行わなければならない。

(7)居宅サービス計画等の変更の援助
居宅基準第 17条は、指定訪問介護を法定代理受領サービスとして提供す

るためには当該指定訪問介護が居宅サービス計画 (法第 8条第21項に規定

する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)に位置付けられている必要がある

ことを踏まえ、指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を

希望する場合 l禾可用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要となり、

当該サービスを法定代理受領サービスとして行う等のために居宅サービス計

画の変更が必要となった場合で、指定訪問介護事業者からの当該変更の必要性

の説明に対し利用者が同意する場合を含む。)は、当該利用者に係る居宅介護

支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該サービスを法定代理受領

サービスとして利用する場合には支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を

変更する必要がある旨の説明その他の必要な援助を行わなければならないこ

ととしたものである。
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(身分を証する書類の携行)(訪間看護に準用)

第 18条 指定訪問介護事業者は、訪間介護員等に身分を証する書類を携行さ

せ、初回訪間時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示

すべき旨を指導しなければならない。

(8)身分を証する書類の携行

居宅基準第 18条は、利用者が安心 して指定訪問介護の提供を受けられる

よう、指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等に身

分を明らかにする証書や名札等を携行 させ、初回訪問時及び利用者又はその

家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導 しなければならない

こととしたものである。この証書等には、当該指定訪問介護事業所の名称、

当該訪問介護員等の氏名を記載するものとし、当該訪問介護員等の写真の貼

付や職能の記載を行 うことが望ましい。

(サービス提供の記録)(訪問看護に準用)

第 19条 指定訪間介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定

訪間介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第 6項の

規定により利用者に代わつて支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必

要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書

面に記載しなければならない。
2 指定訪間介護事業者は、指定訪間介護を提供した際には、提供した具体的

なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があつた場合に

は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供し

なければならない。

(9)サービス提供の記録

①居宅基準第 19条第 1項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での

支給限度額の残額やサービスの利用状況を把握できるようにするために、指

定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供 した際には、当該指定訪問介護の

提供 日、内容 (例 えば身体介護、生活援ユカ、通院等のための乗車又は降車の

介助の別 )、 保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画の

書面又はサー ビス利用票等に記載 しなければならないこととしたものである。

②同条第 2項は、当該指定訪間介護の提供 日、提供 した具体的なサー ビスの

内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス

事業者間の密接な連携等を図るため、利用者からの申出があつた場合には、

文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に封 して提供 しなけ

ればならないこととしたものである。

また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳に記載す

るなどの方法である。
なお、提供 した具体的なサー ビスの内容等の記録は、居宅基準第 39条第

2項の規定に基づき、 2年間保存 しなければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)(訪間看護に準用)

第21条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪

問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪間介護の内容、

費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用

者に対して交付しなければならない。

(11)保険給付の請求のための証明書の交付

居宅基準第 21条は、利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行

えるよう、指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスでない指定訪問介

護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用
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の額その他利用者が保瞼給付を請求する上で必要と認められる事項を記載 し

たサービス提供証明書を利用者に対 して交付 しなければならないこととした

ものである。

(利用者に関する市町村への通知)(訪間看護に準用)

第26条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各

号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に

通知しなければならない。
一 正当な理由なしに指定訪間介護の利用に関する指示に従わないことによ

り、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
二 偽りその他不正な行為によつて保険給付を受け、又は受けようとしたと

き。

(14)利用者に関する市町村への通知

居宅基準第 26条は、偽 りその他不正な行為によつて保険給付を受けた者

及び 自己の故意の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状態又はその原

因となつた事故を生 じさせるなどした者については、市町村が、法第 22条
第 1項に基づく既に支払つた保険給付の徴収又は法第 64条に基づ く保険給

付の制限を行 うことができることに鑑み、指定訪問介護事業者が、その利用

者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村に通知 しなければならない事

由を列記 したものである。

(勤務体制の確保等)(訪問看護に準用)

第30条 指定訪間介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供で

きるよう、指定訪間介護事業所ごとに、訪間介護員等の勤務の体制を定めて

おかなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪間介護事業所ごとに、当該指定訪間介護事

業所の訪間介護員等によつて指定訪間介護を提供しなければならない。

3 指定訪間介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の

機会を確保しなければならない。

(19)勤務体制の確保等

居宅基準第 30条は、利用者に対する適切な指定訪問介護の提供を確保す

るため、職員の勤務体制等について規定 したものであるが、次の点に留意す

る必要がある。

①指定訪問介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、訪問介

護員等については、日々 の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理

者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にすること。

②同条第 2項は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によつて指定訪問

介護を提供するべきことを規定したものであるが、指定訪問介護事業所の訪

問介護員等とは、雇用契約、労働者派遣事業の適正な運営の確イ呆及び派遣労

働者の保護等に関する法律 (昭和 60年法律第88号。以下「労働者派遣法」

という。)に規定する労働者派遣契約その他の契約により、当該事業所の管理

者の指揮命令下にある訪問介護員等を指すものであること。なお、社会福祉

士及び介護福社士法の規定に基づき、同法施行規則 (昭和 61年厚生省令第

49号)第 1条各号に規定する口腔内の喀痰吸引その他の行為を業として行

う訪問介護員等については、労働者派遣法に基づく派遣労働者 (同法に規定

する紹介予定派遣又は同法第40条の 2第 1項第二号又は第四号に該当する

場合を除く。)であつてはならないことに留意すること。

③同条第 3項は、当該指定訪問介護事業所の従業者たる訪問介護員等の質の

向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の

機会を計画的に確保することとしたものであること。

/ユ
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(衛生管理等)(訪問看護に準用)

第31条 指定訪間介護事業者は、訪間介護員等の清潔の保持及び健康状態に

ついて、必要な管理を行わなければならない。
2 指定訪間介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、

衛生的な管理に努めなければならない。

(20)衛生管理等

居宅基準第 31条は、指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持

及び健康状態の管理並びに指定訪問介護事業所の設備及び備品等の衛生的な

管理に努めるべきことを規定 したものである。特に、指定訪問介護事業者は、

訪問介護員等が感染源 となることを予防 し、また訪問介護員等を感染の危険

か ら守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど

対策を講 じる必要がある。

(掲示)(訪間看護に準用)

第32条 指定訪間介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運

営規程の概要、訪間介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)(訪問看護に準用)

第33条
り得た利

2 つ

正当な事 がな くこその業務上知 り 利用者又はその家 を漏らす

い て

(21)秘密保持等
①居宅基準第 33条第 1項は、指定訪問介護事業所の訪問介護員等その他の

従業者に、その業務上矢日り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけ

たものである。
②同条第 2項は、指定訪問介護事業者に対して、過去に当該指定訪問介護事

業所の訪問介護員等その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務

づけたものであり、具体的には、指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護

事業所の訪問介護員等その他の従業者が、従業者でなくなつた後においても

これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違

約金についての定めをおくなどの措置を講ずべきこととするものである。

③同条第 3項は、訪問介護員等がサービス担当者会議等において、課題分析

情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介

護支援専門員や他のサービスの担当者と共有するためには、指定訪問介護事

業者は、あらかじめ、文書により利用者又はその家族から同意を得る必要が

あることを規定したものであるが、この同意は、サービス提供開始時に利用

者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。

(広告)(訪問看護に準用)

第 34条 指定訪間介護事業者は、当該指定訪問介護事業所について広告をす

る場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであつてはならない。

/〕

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)(訪間看護に準用)
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第35条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、

利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、

金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(22)居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

居宅基準第 35条は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定

訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に姑し、利用者に対

して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その

他の財産上の利益を供与してはならないこととしたものである。

(苦情処理)(訪間看護に準用)

第36条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪間介護に係る利用者及びそ

の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等の必要な措置を請じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内

容等を記録しなければならない。
3 指定訪間介護事業者は、提供した指定訪間介護に関し、法第 23条の規定

により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市

町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して

市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場

合においては、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならな

い 。

4 指定訪間介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を市町村に報告しなければならない。
5 指定訪間介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に

関して国民健康保険団体連合会 (国民健康保険法 (昭和33年法律第 192
号)第 45条第 5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)

が行う法第 176条第 1項第 3号の調査に協力するとともに、国民健康保険

団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は

助言に従つて必要な改善を行なわなければならない。
6 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあつた場合

には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならな

い 。

(23)苦情処理

①屋宅基準第 36条第 1項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓

日、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講

ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの

内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載すると

ともに、事業所に掲示すること等である。
②同条第 2項は、利用者及びその家族からの苦情に封し、指定訪問介護事業

者が組織として迅速かつ適切に紺応するため、当該苦情 (指定訪問介護事業

者が提供したサービスとは関係のないものを除く。)の受付日、その内容等を

記録することを義務づけたものである。
また、指定訪問介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重

要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上

に向けた取組を自ら行うべきである。
なお、居宅基準第 39条第 2項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、

2年間保存しなければならない。
③同条第 3項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付

けられている国民健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁

であり、かつ、保険者である市町村が、サービスに関する苦情に対応する必

要が生ずることから、市町村についても国民健康保険団体連合会と同様に、
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指定訪問介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを

運営基準上、明確にしたものである。

(地域との連携)(訪問看護に準用)

第 36条の2 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たつては、提供し

た指定訪間介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が

相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努め

なければならない。

(24)地域 との連携
居宅基準第 36条の 2は、居宅基準第 3条 2項の趣旨に基づき、介護相談

員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村 との密接な連携に努める

ことを規定 したものである。
なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市

町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行 う事業

が含まれるものである。

(事故発生時の対応)(訪問看護に準用 )

第37条

い 。

2 指定訪間介護事業者は、前項の事 の状況及び事故 I 際 して採った処置に

ついて記録 しなけれIずならない。
3 指定訪間介護事業者は、利用者 I る指定訪間介護の提供 I より賠償す
べき事故が発生 た場合は、損害賠償 を速やか I 行 わ ければならない。

(25)事故発生時の封応
居宅基準第 37条は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられる

よう事故発生時の速やかな対応を規定したものである。指定訪問介護事業者
は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市
町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に姑して

連絡を行 う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、当該事故の状

況及び事故に際して採った処置について記録しなければならないこととした

ものである。
また、利用者に姑する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものであ

る。
なお、居宅基準第 39条第 2項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際

して採った処置についての記録は、2年間保存しなければならない。
このほか、以下の点に留意するものとする。

①利用者に封する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合の対応方法

については、あらかじめ指定訪問介護事業者が定めておくことが望ましいこ

と。
②指定訪問介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、

損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。

③指定訪問介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を

防ぐための紺策を講じること。

(会計の区分)(訪間看護に準用)

第38条 指定訪間介護事業者は、指定訪間介護事業所ごとに経理を区分する

とともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなけれ

ばならない。
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(26)会計の区分

居宅基準第 38条は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに

経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計 とその他の事業の会計

を区分 しなければならないこととしたものであるが、具体的な会計処理の方

法等については、別に通知するところによるものであること。

(管理者の責務)(訪問看護に準用)

第52条 指定訪間入浴介護事業所の管理者は、指定訪間入浴介護事業所の従

業者の管理及び指定訪間入浴介護の利用の申込に係る調整、業務の実施状況

の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定訪間入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業

者にこの節の規定を連守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(4)管理者の責務
居宅基準第52条は、指定訪問入浴介護事業所の管理者の責務を、指定訪

問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係

る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該

指定訪問入浴介護事業所の従業者に居宅基準の第二章第四節の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行 うこととしたものである。

第四章 訪間看護
第一節 基本方針

(基本方針)

第 59条 指定居宅サービスに該当する訪間看護 (以下「指定訪問看護」とい

う。)の事業は、要介護状態となつた場合においても、その利用者が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の

維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する法律

看護師等の員数)(

第 60条
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2項に規定する 邑 t 関する基準を満たす とをもつて 前 2項に規定する

基準を満 しているものとみなす とができる。

か つ

型サー
いて一 て い

指 帝 計 問 室 圭 寿 r+  笛 _頂 雀 _塁 ノ 帝 7ミ竺
~塁

祖 帝 甘 堂 潅 本 韓

のとみ
―ビス

ビス

の

ス
！
して

い

つ

た

四

に よ

号に規定す 基準弁満たしているものとみなされているときを (6)は、当

彰 指 中 許 闇 童 圭 著 は 笙 一 道 笛 _塁 ノ 帝 パ 笛 一塁「 柔日常 す 葉 潅 穿 淋 ■

しているものとみ す とができる。

三 訪問看護
1 人員に関する基準

(1)看護師等の員数 (居宅基準第 60条 )

①指定訪問看護ステーションの場合 (居宅基準第 60条第 1項第一号)

イ 指定訪問看護ステーシヨンにおける保健師、看護師又は准看護師 (以

下 「看護職員」とい う)の員数については、常勤換算方法で 2.5人 以

上 と定められたが、これについては、職員の支援体制等を考慮 した最小

限の員数 として定められたものであり、各地域におけるサービス利用の

状況や利用者数及び指定訪問看護の事業の業務量を考慮 し、適切な員数

の人員を確保するものとする。
口 勤務 日及び勃務時間が不定期な看護師等についての勤務延時間数の算

定については、指定訪問看護の場合 と同様である。
ハ 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、実情に応 じた適

当数を配置するものとする。 (酉己置 しないことも可能である。)。

二 出張所等があるときは、常勤換算を行 う際の事業所の看護職員の勤務

延時間数 とは、出張所等における勤務延時間数も含めるものとする。

②指定訪問看護を担当する医療機関の場合 (居宅基準第 60条第 1項第二号)

指定訪問看護事業所ごとに、指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適

当数置かなければならない。
③指定定期巡回 。随時対応型訪問介護看護又は指定複合型サービスとの一体

的運営について (居宅基準第60条第4項及び第 5項 )

指定訪問看護事業者が、指定定期巡回 。随時対応型訪問介護看護事業者

又は指定複合型サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、当該事業が指

定訪問看護事業所と同じ事業所で一体的に運営されている場合については、

指定定期巡回 。随時対応型訪問介護看護事業者又は指定複合型サービス事

業者 (以下③において「指定定期巡回 。随時対応型訪問介護看護事業等」

という。)の指定を受ける上で必要とされている看護職員の員数 (常勤換算

方法で2.5)を 配置していることをもつて、指定訪問看護の看護職員の

人員基準を満たしているものとみなすことができることとしている。
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なお、指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業等の看護職員の人員配置基準を満た していることにより指定訪問看護の

看護職員の人員配置基準を満た しているものとみなされている場合につい

ては、当該指定訪問看護事業の人員配置基準を満た していることをもつて

別の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業等の看護職員の人員配置

基準を満たしているものとはみなされないので留意すること。

(管理者)

第61条 指定訪間看護事 者は、指定訪間看護ステーション とに専 らその

職務に従事する常勤の管理者 を置か ければならない。ただ し、指定訪間看

_護ステァションの管理上支障がない場合は、当該指定訪間看護ステーシヨン

の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事務所、施設等の職務に従

事することができるものとする。
2 指定読商看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなけ狂ばなL
ない6ただしはやむを得ない理 が ある場合は の限りでない。

3 ―ションの
必要な知識及び技能を有 る者でなけれ な ら な い

(2)指定訪問看護ステーションの管理者 (居宅基準第61条 )

① 指定訪問看護ステーションの管理者は常勤であり、かつ、原則として専
ら 当該指定訪問看護ステーションの管理業務に従事するものとする。た

だし、以下の場合であって、当該指定訪問看護ステーシヨンの管理業務に

支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。
イ 当該指定訪問看護ステーションの看護職員としての職務に従事する場

合
口 当該指定訪問看護ステーションが健康保険法による指定を受けた訪問

看護ステーションである場合に、当該訪問看護ステーションの管理者又
は看護職員としての職務に従事する場合

ハ 同一敷地内にある又は道路を隔てて燐接する等、特に当該指定訪問看

護ステーションの管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業

所、施設等がある場合に、当該他の事業所等の管理者又は従業者として
の職務に従事する場合 (こ の場合の他の事業所、施設等の事業の内容は

問わないが、例えば、併設される入所施設における看護業務 (管理業務
を含む)と の兼務は管理者の業務に支障があると考えられるが、施設に

おける勤務時間が極めて限られている職員の場合には、例外的に認めら

れる場合もありうる。)

② 指定訪問看護ステーションの管理者は、管理者としてふさわしいと認め

られる保健師又は看護師であつて、保健師助産師看護師法 (昭和 23年法律

第203号)第 14条第 3項の規定により保健師又は看護師の業務の停止を

命ぜられ、業務停止の期間終了後 2年を経過しない者に該当しないものであ

る。
③ 管理者の長期間の傷病又は出張等のやむを得ない理由がある場合には、

老人の福社の向上に関し相当の知識、経験及び熱意を有し、過去の経験等
を勘案して指定訪問看護ステーションの管理者としてふさわしいと都道府

県宍日事に認められた者であれば、管理者としてイ呆健師及び看護師以外の者
をあてることができるものとする。ただし、この場合においても、可能な

限り速やかに常勤の保健師又は看護師の管理者が確イ果されるように努めな

ければならないものである。
④ 指定訪問看護ステーションの管理者は、医療機関における看護、訪問看

護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者である必要がある。さらに、

管理者としての資質を確保するために関連機関が提供する研修等を受講し

ていることがのぞましい。
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第二節 設備に関する基準
(設備及び備品等)

第62条 指定訪間看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広

さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪間看護の提供に必要な設備及
び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーシヨン

の同一敷地内に他の事務所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために

必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。
2 指定訪間看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さ

を有する専ら指定訪間看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指
定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

3 指定訪間看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、
かつ、指定訪間看護の事業と指定介護予防訪間看護の事業とが同一の事業所
において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等
基準第65条第 1項又は第 2項に規定する設備に関する基準を満たすことを
もって、第 1項又は前項に規定する基準を満たしているものとみなすことが
できる。

2 設備に関する基準
(1)指定訪問看護ステーションの場合 (居宅基準第 62条第 1項 )

① 指定訪問看護ステーションには、運営に必要な面積を有する専用の事務

室を設ける必要がある。ただし、当該指定訪問看護ステーションが、健康

保険法による指定を受けた訪問看護ステーションである場合には、両者を

共用することは差 し支えない。また、当該指定訪問看護ステーションが、

他の事業の事業所を兼ねる場合には、必要な広 さの専用の区画を有するこ

とで差 し支えないものとする。なお、この場合に、区分 されていなくても

業務に支障がないときは、指定訪問看護の事業を行 うための区画が明確に

特定されていれば足 りるものである。

② 事務室については、利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なス
ペースを確保するものとする。

③ 指定訪問看護に必要な設備及び備品等を確保する必要がある。特に、感
染症予防に必要な設備等に配慮する必要がある。ただし、他の事業所、施
設等と同一敷地内にある場合であつて、指定訪問看護の事業又は当該他の

事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備
え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。

(2)指定訪問看護を担当する医療機関の場合 (居宅基準第62条第 2項 )

① 指定訪問看護を担当する病院又は診療所には、指定訪問看護の事業を行
うために必要な専用の区画を設ける必要がある。なお、業務に支障がない

ときは、指定訪問看護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば
足りるものである。

② 指定訪問看護事業に必要な設備及び備品等を確保する必要がある。ただ
し、設備及び備品等については、当該医療機関における診療用に備え付け
られたものを使用することが出来るものである。

第四節 運営に関する基準
(サービス提供困難時の対応)

第63条 指定訪間看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪間看護事業
所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪間看護を提供する
ことが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への

連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を
速やかに講じなければならない。
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(1)サービス提供困難時の対応

指定訪問看護事業者が、指定訪問看護の提供を拒否する正当な理由として

は、第二の一の 3の (2)に示 した理由のほか、利用申込者の病状等により、

自ら適切な訪問看護の提供が困難 と判断 した場合が該当するが、これ らの場

合には、居宅基準第 63条の規定により、指定訪問看護事業者は、主治医及

び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を

紹介する等の必要な措置を速やかに講 じなければならない。

※「第二の一の3の (2)」

前記第 9条についての通知の部分。

(居宅介護支援事業者との連携)

第64条 指定訪問看護事業者は、指定訪間看護を提供するに当たつては、居
宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と
の密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪間看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又

はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支

援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提
供する者との密接な連携に努めなければならない。

(健康手帳への記載)

第65条 削除

(利用料等の受領)

第66条 指定訪間看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪間

看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問
看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪間看護事業者に支払
われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪間看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護
を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に

係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法 (大正 11年法律第70号 )

第63条第 1項に規定する療養の給付着しくは同法第88条第 1項に規定す
る指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和57年法律第 3
0号)第 64条第 1項に規定する療養の給付若しくは同法第78条第 1項に

規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。
3 指定訪間看護事業者は、前 2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定に

より通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪間看護を行う場
合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪間看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たつて

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用
について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(2)利用料の受領
① 居宅基準第 66条第 1項、第 3項及び第 4項については、第二の一の 3

の (10)の①、③及び④を参照されたいこと。
② 同条第 2項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理

受領サービスでない指定訪間看護を提供した際にその利用者から支払を受
ける利用料の額及び法定代理受領サービスである指定訪問看護に係る費用
の額と、医療保険給付又は老人訪問看護療養費の対象となる健康保険法上

の指定訪問看護の費用の額の間に不合理な差異を設けてはならないことと

したものであること。
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なお、そもそも介護イ呆険給付、医療保険給付又は老人訪問看護療養費の

給付姑象となる訪問看護と明確に区分されるサービスについては、第二の

一の3の (10)の②のなお書きを参照されたいこと。

※「第二の一の3の (10)の①、③及び④」

「① 居宅基準第 20条第 1項は、指定訪問介護事業者は、法定代理受

領サービスとして提供される指定訪問介護についての利用者負担と

して、居宅介護サービス費用基額の 1割又は 2害1(法第50条若し

くは第60条又は第69条第 3項の規定の適用により保険給付の適

用率が 9割又は 8害1でない場合については、それに応じた割合)の
支払を受けなければならないことを規定したものである。

②
③ 同条第 3項は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に関

して、前 2項の利用料のほかに、利用者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行 う場合の交通

費 (移動に要する実費)の支払を利用者から受けることができるこ

ととし、保険給付の対象 となっているサービスと明確に区別 されな

いあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないことと

したものである。
④ 同条第 4項は、指定訪問介護事業者は、前項の交通費の支払を受

けるに当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対してその

額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならないこと

としたものである。」

※「第二の一の 3の (10)の②のなお書き」

「。・ 。なお、そもそも介護保険給付の封象となる指定訪問介護のサー

ビスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により

別の利用料金を設定して差し支えない。
イ 利用者に、当該事業が指定訪問介護の事業とは別事業であり、当

該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを

説明し、理解を得ること。
口 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問介護事業所の

運営規程とは別に定められていること。
ハ 会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されていること。」

(指定訪問看護の基本取扱方針)

第67条 指定訪間看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪間看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問看護の具体的取扱方針)

第68条 看護師等の行う指定訪間看護の方針は、次に掲げるところによるも

のとする。
一 指定訪問看護の提供に当たつては、主治の医師との密接な連携及び第7

0条第 1項に規定する訪間看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維

持回復を図るよう妥当適切に行う。
二 指定訪間看護の提供に当たつては、懇切T寧に行うことを旨とし、利用

者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように

指導又は説明を行う。
三 指定訪問看護の提供に当たつては、医学の進歩に対応し、適切な看護技
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四

術をもって、これを行う。
指定訪間看護の提供に当たつては、常に利用者の病状、心身の状況及び

その置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、

適切な指導を行う。
特殊な看護等については、これを行つてはならない。五

(3)指定訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

居宅基準第 67条及び第 68条にいう指定訪問看護の取扱方針において、

特に留意すべきことは、次のとおりであること。

① 指定訪問看護は、利用者の心身の状態を踏まえ、妥当適切に行うとと

もにその生活の質の確イ呆を図るよう、主治医との密接な連携のもとに訪

問看護計画に沿つて行うこととしたものであること。

② 指定訪問看護の提供については、目標達成の度合いやその効果等につ

いて評価を行うとともに、訪問看護計画の修正を行い改善を図る等に努

めなければならないものであること。
③ 利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、具体的な方法その他療

養上必要な事項について利用者及び家族に理解しやすいよう指導又は説

明を行うこと。
④ 指定訪問看護の提供に当たつては、医学の進歩に沿つた適切な看護技

術をもつて姑応できるよう、新しい技術の習得等、研鑽を積むことを定

めたものであること。
⑤ 医学の立場を堅持し、広く一般に認められていない看護等については

行つてはならないこと。

(主治の医師との関係)

第69条 指定訪間看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な

2 にかか :D 2 のの

並

の診療に す る記録 (以下「診療記 1と いう。)への記載をもつて代えるこ

とができる。

(4)主治医との関係 (居宅基準第 69条 )

① 指定訪問看護事業所の管理者は、利用者の主治医が発行する訪問看護指

示の文書 (以下、第二の三において 「指示書」とい う。)に基づき指定訪問

看護が行われるよう、主治医との連絡調整、指定訪問看護の提供を担当す

る看護師等の監督等必要な管理を行わなければならないこと。なお、主治

医とは、利用申込者の選定により加療している医師をいい、主治医以外の

複数の医師から指示書の交付を受けることはできないものであること。

② 居宅基準第 69条第 2項は、指定訪問看護の利用対象者は、その主治医

が指定訪問看護の必要性を認めたものに限られるものであることを踏まえ、

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際しては、指示書の

交付を受けなければならないこととしたものであること。

③ 指定訪問看護事業所の管理者は、主治医と連携を図り、適切な指定訪問

看護を提供するため、定期的に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を主治

医に提出しなければならないこと。
④ 指定訪問看護の実施に当たつては、特に医療施設内の場合と異なり、看
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護師等が単独で行うことに十分留意するとともに慎重な状況判断等が要求

されることを踏まえ、主治医との密接かつ適切な連携を図ること。

⑤ 保険医療機関が指定訪問看護事業者である場合には、主治医の指示は診

療録に記載されるもので差し支えないこと。また、訪問看護計画書及び訪

問看護報告書についても看護記録等の診療記録に記載されるもので差し支

えないこと。

※ 「第二の三」

訪問看護に係 る本通知の部分を指 している。

(訪間看護計画書及び訪問看護報告書の作成)

第70条 看護師等 (准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者

の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当

該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪間看護計画

書を作成しなければならない。
2 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画

の内容に沿つて訪間看護計画書を作成しなければならない。
3 看護師等は、訪間看護計画書の作成に当たつては、その主要な事項につい

て利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 看護師等は、訪間看護計画書を作成した際には、当該訪間看護計画書を利

用者に交付しなければならない。
5 看護師等は、訪間日、提供した看護内容等を記載した訪間看護報告書を作

成しなければならない。
6 指定訪間看護事業所の管理者は、訪間看護計画書及び訪問看護報告書の作

成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
7 前条第4項の規定は、訪問看護計画書及び訪間看護報告書の作成について

準用する。

(5)訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成
① 居宅基準第 70条は、看護師等 (准看護師を除く。)が利用者ごとに、訪

問看護計画書及び訪問看護報告書を作成することとしたものである。

② 看護師等は、訪問看護計画書には、利用者の希望、主治医の指示及び看

護目標、具体的なサービス内容等を記載する。なお、既に居宅サービス計

画等が作成されている場合には、当該計画に沿つて訪問看護の計画を立案

する。
③ 看護師等は、訪問看護計画書の目標や内容等について、利用者及びその

家族に理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価につ

いても説明を行う必要がある。
④ 訪問看護計画書は、居宅サービス計画に沿つて作成されなければならな

いこととしたものである。
なお、訪問看護計画書を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、

当該訪問看護計画書が居宅サービス計画に沿つたものであるか確認し、必

要に応じて変更するものとする。
⑤ 訪問看護計画書は、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏ま

えて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の

意向の反映の機会を保障するため、看護師等は、訪問看護計画書の作成に

当たつては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、

また、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。
なお、交付した訪問看護計画書は、居宅基準第 73条の2第 2項の規定

に基づき、 2年間保存しなければならない。

⑥ 指定訪問看護事業所が保険医療機関である場合は、居宅基準第 69条第
4項により、主治の医師への訪問看護計画書の提出は、診療記録への記載
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をもつて代えることができることとされているため、居宅基準第 70条第

4項に基づく訪問看護計画書の交付については、「訪問看護計画書及び訪

間看護報告書等の取扱いについて」 (平成 12年 3月 30日 老企第55量)

に定める訪問看護計画書を参考に各事業所ごとに定めるものを交付するこ

とで差し支えない。
⑦ 看護師等は、訪問看護報告書には、訪間を行つた日、提供した看護内容、

サービス提供結果等を記載する。なお、居宅基準第 70条に規定する報告

書は、訪間の都度記載する記録とは異なり、主治医に定期的に提出するも

のをいい、 当該報告書の記載と先に主治医に提出した訪問看護計画書 (当

該計画書を居宅基準第69条第 4項において診療記録の記載をもつて代え

た場合を含む。)の記載において重複する箇所がある場合は、当該報告書に

おける重複箇所の記載を省略しても差し支えないこととする。

③ 管理者にあっては、訪問看護計画に沿つた実施状況を把握し、計画書及

び報告書に関し、助言、指導等必要な管理を行わなければならない。

③ 指定訪問看護事業者は、主治医との連携を図り、適切な指定訪問看護を

提供するため、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を定期的に主治医に提

出しなければならない。
⑩ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定訪問看護事業者

については、第二の一の 3のは9の⑥を準用する。この場合においては、「訪

問介護計画」とあるのは「訪問看護計画」と読み替える。

※「第二の一の3のは9の⑥」

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 (平成 11年
厚生省令第 38号)第 13条第 12号において、「介護支援専門員は、居宅

サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に紺して、指定居宅

サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとす

る」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画に基づきサービスを

提供している指定訪問介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成してい

る指定居宅介護支援事業者から訪問介護計画の提供の求めがあつた際には、

当該訪問介護計画を提供することに協力するよう努めるものとする。」

(同居家族に対する訪間看護の禁止)

第71条 指定訪間看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に

対す る指 訪間看誇 の操供 弁 させて な らない

(緊急時の対応)

第72条 看護師等は、現に指定訪間看護の提供を行なつているときに利用者

に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当てを行うと

ともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を

講じなければならない。

(運営規程)

第73条 指定訪間看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程 (以下この章において「運営規程」

という。)を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定訪間看護の内容及び利用料その他の費用の額

五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
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七 その他運営に関する重要事項

(記録の整備)

第73条の2 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪間看護事業者は、利用者に対する指定訪間看護の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならな

い 。

四

第 69条第 2項に規定する主治の医師による指示の文書

訪問看護計画書
訪問看護報告書
次条において準用する第 19条第 2項に規定する提供した具体的なサー

ビスの内容等の記録
次条において準用する第 26条に規定する市町村への通知に係る記録

次条において準用する第36条第 2項に規定する苦情の内容の記録

次条において準用する第37条第 2項に規定する事故の状況及び事故

に際して採つた処置についての記録

五

ハ

七

(6)記録の整備

指定訪問看護事業所が保険医療機関である場合は、居宅基準第 73条の 2

により整備すべき記録の うち、指示書、訪問看護計画書及び訪問看護報告書

については、診療録及び診療記録の保存でも差 し支えない。

(準用)

第74条 第8条、第 9条、第 1呵 条から第 13条まで、第 15条から第 19
条まで、第21条、第26条、第30条から第38条まで及び第52条の規

は、指定訪間看護の事業について準用する。この場合において、これらの規

定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第 8条中「第29条」と

あるのは「第73条」と、第 13条中「心身の状況」とあるのは「心身の状

況、病歴」と読み替えるものとする。

(7)準用
居宅基準第 74条の規定により、居宅基準第 8条、第 9条、第 11条から

第 13条まで、第 15条から第 19条まで、第 21条、第 26条、第 30条
から第38条まで及び第 52条の規定は、指定訪問看護の事業について準用

されるものであるため、第二の-3の (1)、 (2)、 (4)か ら (9)まで、(1

1)、 (14)及び (19)から (26)まで並びに第二の二の 3の (4)を
参照されたい。この場合において、次の点に留意するものとする。

① 居宅基準第 13条 (心身の状況等の把握)中 「′泌身の状況」とあるのは、
「,い身の状況、病歴」と読み替えられること。

② 準用される居宅基準第 30条については、指定訪問看護ステーシヨンに

おいては、原則として月ごとの勤務表を作成し、看護師等については、日々

の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明

確にすること。指定訪問看護を担当する医療機関においては、指定訪問看

護事業所ごとに、指定訪問看護に従事する看護師等を明確にし、原則とし

て月ごとの勤務表を作成し、それらの者の職務の内容、常勤・非常勤の別

等を明確にすること。なお、指定訪問看護事業所の看護師等については、

労働者派遣法に規定する派遣労働者 (紹介予定派遣に係る者を除く。)であ

ってはならないものであること。
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O東京地方裁判所平成22年9月 10日 判決

主 文

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1請 求

1 処分行政庁が原告に対して平成21年 1月 19日 付けでした介護保険法に基づく指定居宅

サービス事業者の指定及び指定介護予防サービス事業者の指定を取り消す処分並びに生

活保護法に基づく指定介護機関の指定を取り消す処分をいずれも取り消す。

2 被告は,原告に対し,7000万円及びこれに対する平成21年 7月 28日 から支払済みまで

年5分の割合による金員を支払え。

第2事案の概要

本件は,介護保険法に基づく①指定居宅サービス事業者の指定及び②指定介護予防サ

ービス事業者の指定並びに生活保護法に基づく③指定介護機関の指定 (以下これらの各指

定を併せて「本件各指定」という。)を受けていた原告が, 処分行政庁から,運営基準違尾

及び介護報酬の不正請求を理由として,本件各指定を取り消す旨の処分 (以下「本件各処分」

という。)を受けたが,本件各処分には法令適用を誤るなどの違法があると主張して,本件各

処分の取消しを求めるとともに,原告が違法な本件各処分を受けたことにより事実上の倒産

に追い込 たと主 B長 して , 家 1条 1項に基づき.被告に対し,損害の一部の賠償

請求として_糧姜:目菩催雪
=釜
7000万円及びこれ I 対する訴状扶華 日の翠日である 成 21 年

7月 28日 から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めてい

る事案である。

可 前提事実 (争いのない事実,顕者な事実並びに末尾記載の証拠及び弁論の金趣旨により

容易に認められる事実 )

(1)指定居宅サービス事業者の指定等

ア 原告は,介護保険法及び健康保険法日老人保健法等による訪問看護口介護予防訪問看護

に関する事業等を目的とする株式会社である。

イ 処分行政庁は,次のとおり,原告経営のPl(以下「本件事業所」という。)につき,原告を指

定居宅サービス事業者,指定介護予防サービス事業者及び指定介護機関にそれぞれ指定し

た。

(ア)平成12年 8月 1日 ,介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定

(イ)平成15年 11月 1日 ,生活保護法に基づく芋旨定介護機関の指定

(ウ )平成18年 4月 1日 ,平成20年法律第42号による改正前の介護保険法 (以下単に「介護保

険法」という。)に基づく指定介護予防サービス事業者の指定

(2)原告に対する実地指導検査の実施

ア 平成15年 11月 26日 ,処分行政庁の担当者は,本件事業所に対して実地指導を実施した

(以下「平 15年の実地指導」という6)6

平成 1 月12日 .処分行政庁は.本件事業所につしヽて.主治医の交付する 示書に関

して指示のない期間が一部あつたこと等を指摘する旨の実地指導結果通知書を送付した (な

お,上記の「主治医」とは,介護保険法74条 2項に基づき厚生労働大臣が定めた「指定居宅

》ぢ
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サービス等の事業の人員′設備及び運営に関する基準 (平成11年厚生省令第3フ 号。以下

「指定居宅サービス運営基準」という。)」 69条 2項の「主治の医師」をいうが,以下では,同法

115条の3に基づき厚生労働大臣が定めた「指定介護予防サービス等の事業の人員,設備

及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準 (平 成18年厚生労働省令第35号。以下「1旨 定介護予防サービス運営基準」とい

う。)」 77条 2項所定の「主治の医師」を含め,「 主治医」という。また,上記の「主治医の交付す

る指示書」とは,指定居宅サービス運営基準69条 2項の主治の医師による指示を文書で受け

たものを指すが,以下では,指定介護予防サービス運営基準77条 2項の主治の医師による

指示を文書で受けたものを含め,「 主治医の指示書」という。)

ウ 平成16年 11月 8日 ,原告は,処分行政庁に対し,上記イの実地指導結果通知書での指摘

につき,「数名 キ治医について.再 指示書弁扶り電話で催促等をしてい が,それでも返

送されないため,直接主治医の勤務先に伺い事情を説明し,その場で記入してもらうことで改

善。なた,指示書の管理をするための表を作成し,管理するようになりました。主治医の側に,

指示書についての理解が不充分であることが多く,訪問看護開始時に理解を求める説明を徹

底しています。」などと記載した改善報告書を提出した。

(3)本件各処分に至る経緯

平 成 20年7 日 29 日 及凡ノタ.ヽ行 政 の 相 当者 丈 六件事 F斤 I 対 t´ _今 4 条 基
ア

づく実地指導検査を実施したところ′訪問看護計画書が作成されていないなどの疑義が認め

られた。

イ 平成20年7 月 3 0日 か ら同年 8月 26日 交での F日弓.処 酸芹の担 当者 は,本 業所の

関係者 (医師4名 ,利用者3名 )の聴取調査を実施し, その結果,一部の主治医の指示豊が

訪問看護の実施後に作成されていたことが判明した。

ウ 平成20年 8月 27日 ,処分行政庁は,本件事業所に対し,介護保険法及び生活保護法に基

づく監査を 縮するとともに.同 日から同年12月 2日 までの間.処分行政庁の担当者が本件

事業所から提出された書類の内容精査や医師,管理者,常勤職員,原告経営の居宅介謹支

援事業所との兼務職員から事情聴取をした。

(4)告知聴聞

ア

るとともに,本件事業所に係る指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事茎者

の指定取消処分を予定していることを理由に,聴聞を実施することを通知した。

1生 日 日 _1凡′
,■` 行 芹 I丈 原告 I 対する 闇葬実 怖

イ 平 成 20年 12 日 可7 日及び平 成 2 13

した。その際,原告代表者及び原告代理人弁護士は,原告がサービス提供の開始とこ当たo
て,主治医による指示を文書で受けず,訪問看護計画書についても適正な処理が行われない

など,運営基準を満たしてないことや形式的,手続的ミスがあつたことは認め,原告が数年に

わたり適正な訪問看護を提供することができなかつたこと及び請求できない介護報酬を数年

にわたり請求し受領したことは否認するなどした。

(5)本件各処分

ア 平成 21 年 1 月 19 日 1几 敵 芹 I土 原告 I 対 I´ 求 の喜 窯弁理 由 ),I´て 同年 日 a 1

の満了をもつて,本件事業所に係る指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事

業者の拒定を取り消す旨の処分 (以下「本件処分①」という。)をすることを決定し,原告にそ

の旨を通知した。

(ア)サービス提供の開始に当たつて,主治医の指示書を文書で受けず,訪問看護計画書及び企

1
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護予防訪問看護計画書についても適正な処理が行われないなど,運営基準 (指定居宅サー

ビス運営基準及び指定介護予防サービス運営基準を指す。以下同じ)を満たさず,数年にわ

たり,適正な訪問看護及び介護予防訪問看護を提供することができなかつたこと(介護保険法

77条 1項3号及び115条の8第 1項 3号 )

(イ)報酬算定の要件である!主治医の指示書等に基づく訪問看護又は介護予防訪問介護が行

われておらず,請求できない介護報酬を数年にわたり請求し受領したこと(介護保険法77条 1

項5号及び115条の3第 1項 5号 )

イ 同年1月 19日 ,処分行政青は,屎告に対し,運営基準違反 (介護保険法77条 1項 3号)及

び不正請求 (同項5号)により生活保護法50 緯反したことを理由として,
年 3月 31日 の

満了をもって,本件事業所に係る指定介護機関の指定を取り消す旨の処分 (以下「本件処分

②」という。)をすることを決定し,原告にその旨を通知した。

(6)本件訴訟の提起

原告は,平成21年 7月 10日 ,本件各処分の取消し及び本件各処分により被つたとする損

害の賠償 (国家賠償)を求める本件訴訟を提起した。(顕著な事実)

2争 点

(1)本件各処分の適法性

(2)本件各処分における国家賠償法上の違法性の有無及びその損害額

3 争点に関する当事者の主張の要旨

(1)争点(1)(本 件各処分の適法性)について

(被告の主張の要旨)

ア 原告の違反事実

原告は,平成20年 7月 29日 に行われた実地指導検査及び同年8月 27日 に本件事業所に

対して実施した監査において,次のような違反行為が認められた。

(ア)調査対象となつた利用者167名 中76名 に関して,指定訪間看護及び指定介護予防訪問看

護 (以下,両者を合わせて「指定訪問看護等」という。)の提供の開始に当たり主治医の指示

書を得ず,又は主治医の指示書の指示期間がその交付日より遡及して記載されていた(指定

居宅サービス運営基準73条の2,69条違反,指定介護予防サービス運営基準77条 ,73条

違反)。

(イ)調査対象となつた利用者16フ 名全員に関して,訪間看護計画書及び介護予防訪問看護計

画書 (以下「訪問看護計画書等」という。)の 医師提出用のもの及び利用者交付用のものが事

前に作成されず,そのうち78名 に関して訪問看護計画書等が事後にまとめて交付されるなど,

計画策定が適正にされていなかったと推認された(指定居宅サービス運営基準70条違反,指

定介護予防サービス運営基準76条違反)。

(ウ)調査対象となつた利用者167名 中,①37名 に関して重要事項説明書 (指定居宅サービス

運営基準74条において準用する8条 1項 (宇旨定介護予防サービス運営基準8条)の「利用申

込書のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書」をいう。以下同じ。)が

存在せず,重要事項説明がされていなかつたと推認され,また,②60名 に関して,重要事項

説明書の交付年月日の記載がないなど,適切な重要事項説明がされなかつたものと推認され

た(指定居宅サービス運営基準8条違反,指定介護予防サービス運営基準8条違反)。

イ 本件処分①の適法性

(ア)原告は,① 上記アのとおり,主治医の指示,主治医及び利用者の関与した看護計画の策

定,指示書口計画書 n報告書を通じた主治医との密接な連携を欠いたサービス提供を恒常的

ガ

- 106 -



に行つており,その量口質口態様において重大かつ明白な基準違反を行つていること,② 平成

15年の実地指導後,改善の報告をしたにもかかわらず,今回の実地指導前にも指示期間を

遡及した主治医の指示書の作成依頼等がされていること等から,もはや運営基準に従つた適

正な事業の運営を期待することができないと認められ,介護保険法74条 2項,115条 の3に定

められた運営基準違反として同法77条 1項 3号及び115条の8第 1項 3号に該当する。

(イ)原告は,上記(ア )のとおり,運営基準にのつとつた適切な主治医の指示及び指示書,訪問看

護計画書,介護予防訪問看護計画書を欠くにもかかわらず,介護報酬を請求し受領したから,

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (平成12年 2月 10日 厚生省告示

第19号。以下「指定居宅サービス費用算定基準」という。)及び指定介護予防サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準 (平成18年3月 14日 厚生労働省告示第127号。以下「指定

介護予防サービス費用算定基準」という。),ひいては介護保険法41条4項 1号及び53条2

項1号に違反するものとして,同法77条 1項5号及び115条の8第 1項 5号に該当する。

(ウ )したがって,原告の上記行為は,介護保険法77条 1項3号及び5号 ,115条の8第 1項3号

及び5号に該当し,もはや法令を達守して訪問看護の事業及び指定介護訪問看護の事業を

行うことを期待することができない程度の重大かつ明白な違反に当たることから,指導並びに

勧告及び命令を経るまでもなく,原告の本件事業所に係る指定居宅サービス事業者及び指定

介護予防サービス事業者の指定を取り消すことが相当であり,本件処分①は,裁量権の範囲

を逸脱し,又はその濫用をしておらず,適法である。

ウ 本件処分②の適法性

(ア)前記イのとおり,原告には,介護保険法74条 2項の指定居宅サービス運営基準の違反及

び費用算定基準違反の介護報酬の不正請求が認められた。

(イ)したがつて,原告は生活保護法50条に違反し,その基準違反の程度は重大かつ明白なも

のであるから,同法の規定による原告の指定介護機関の指定を取り消すことが相当であり,

本件処分②は,裁量権の範囲を逸脱し,又はその濫用をしておらず,適法である。

(原告の主張の要旨)

ア 被告主張に係る原告の違反事実について

(ア)原告は,指定訪間看護等の提供に当たり,実情としては,主治医による指示を口頭で受け

ていたが,主治医にはその旨の指示書を発行する意識が希薄であつたため,

書の受領が後日になるなどしたにすぎない(宇旨定訪問看護等の提供開始から終了まで指示書

がなかったケースは,主治医から直接の依頼により実施した1例のみであり,平成15年の実

地指導の際にも,主治医の指示書の指示期間が指定訪問看護等の提供開始日より後になつ

た場合,主治医による指示が全体として全期間なかったことになるとの指摘はなかつた。)。

(イ)また,

盾 冬 l士 計 門 考 整 卦 面 ≧ 「 I、 T手Ⅲ Ⅲ与町Iナ」`宝 由 ぶ オ 配ヽ 切 室 降こつ し r菫前 イ七虚 I´ キ

治 医に標 出していたが 原告の岳九緯いにより 子の 埠 出 日券毎 日 10 日日寝几かいするネ十肉の 事

務作業ルールを策定し,その提出日を作成日として記載したにすぎなし、(この作成日の取扱

いは,平成15年の実地指導の際にも,処分行政庁から問題として指摘されなかつた。)。

イ 法令適用の誤り

原告は,上記アのとおり,指定訪間看護等の提供に当たり,実質的には主治医の指揮監督

の下に行ったが,形式的に主治医の指示書がなかったという手続ミスをした| すぎず, 業の

運営に必要な設備日人員を有し,管理者の交代により適正な運営を期待することができたこと

等から,介護保険法77条¬項3号及び5号,115条の8第 3号及び5号に該当しない。

ウ 裁量権の逸脱・濫用
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(ア)被告は,前記アのような実情に照らすと,良好な指定訪間看護等を提供している原告に対し

ては,手続ミスがないように繰り返し指導すべきであつたにもかかわらず,何らの指導もせず ,

手続ミスを理由として本件各処分をした。

(イ)被告は,本件について,その事案の内容に照らし,介護保険法76条の2所定の業務改善勧

告又は業務改善命令を発し,原告がその命令に違反した場合に初めて本件各処分をすべき

であつたにもかかわらず (平成11年9月 ¬フ日付け厚生省老人保健福祉局企画課長通知時旨

定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」)第 1の 1及び2参

照),業務改善勧告又は業務改善命令を発することなく,本件各処ノ刀`生翅生と

(ウ )以上によれば,本件各処分には,処分行政庁が裁量権の範囲を逸脱し,又はその濫用をし

た違法がある。

(2)争点(2)(本 件各処分による国家賠償法上の違法性の有無及びその損害額)について

(原告の主張の要旨)

ア 国家賠償法上の違法

原告は,処分行政庁から,前記(1)(原 告の主張の要旨)のとおり違法な本件各処分を受け,

その結果,廃業となって事実上倒産したから,被告は,原告に対し,国家賠償法1条 1項の損

害賠償責任を負う。

イ 損害額

原告は,本件各指定を受け,訪問介護を中心として訪問介護,居宅介護支援事業を行い ,

総売上として,平成17年 8月 期に1億5215万 9000円 ,平成¬8年 3月 期に1億3684万 20
00円 ,平成19年 8月 期に1億3155万 2000円 ,平成20年 8月 期に1億2384万 5000円を

計上していたから,違法な本件各処分により原告が被つた損害額は可億円を下らない。した

がつて,原告は,一部請求として,その損害額のうち7000万 円を請求する。

(被告の主張の要旨)

原告の主張を否認し,又は争う。

第3争点に対する判断

可認定事実

前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件各処分に至る経緯等と

して,次の事実を認めることができる。

(1)平成¬5年の実地指導等

原告は,本件事業所について,平成12年 3月 1日 ,介護保険法に基づく指定居宅サービス

事業者の指定を受け,以後指定居宅サービス事業を実施していたところ(なお,平成15年 1¶

月1日 には,生活保護法に基づく指定介護機関の指定も受けた。),同 月26日 ,処分行政庁

の担当者による実地指導を受け,実地指導結果通知書により,主治医の指示書について,指

示のない期間が一部あつたなどと指摘され,上記の点について改善し,報告するよう求められ

た。

これに対し,原告は,平成16年 11月 8日 ,処分行政庁に対し,改善報告書により,上記指

摘事項のうち,主治医の指示書については,「数名の主治医について,再三指示書を送り電

話で催促等をしていたが,それでも返送されないため,直接主治医の勤務先に伺い事情を説

明し,その場で記入してもらうことで改善。また,指示書の管理をするための表を作成し,管理

するようになりました。主治医の側に,指示書についての理解が不充分であることが多く,訪

問看護開始時に理解を求める説明を徹底しています。」などと報告した。

(2)平成15年の実地指導後における原告の指定訪間看護等の提供状況しかしながら,原告は ,

,9
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平成15年の実地指導後も,次の態様による指定訪間看護等の提供 (なお,指定介護予防訪

問看護の提供は,平成18年4月 可日付けで指定介護予防サービス事業者の指定を受けた後

である。)をするなどし,当該指定訪問看護等に応じた介護報酬を請求し受領した。

ア 主治医の指示書

(ア)次の6名 につき,指定訪間看護の提供開始日(以下「初回」という。)において,主治医の指

示書がないまま(あるいは指示書による指示期間前に),次のとおり指定訪問看護を提供した。

a利用者番号12-14につき,平成15年 12月 1日 から同月29日までの全9回

b利用者番号9-19につき,平成20年 5月 2日 の1回

c利用者番号10-15につき,平成可8年 2月 25日 の可回 (主治医の指示書で指定された指示

期間前の指定訪問看護の提供 )

d利用者番号43につき,平成18年 9月 13日 から同月29日 までの全7回

e利用者番号44につき,平成18年4月 28日から同年5月 31日までの金29回

f利用者番号42につき,平成15年 12月 4日 から平成¬7年 3月 31日 までの全170回

(イ)次の64名 につき,実際の交付日以前の日を指示期間として記載した主治医の指示書の交

付を受けた。

a その指示書が初回についてのもの

別紙 1(2)記載の利用者中可6名 (こ のうち13名 については,主治医の指示書の指示期間前

に,現に指定訪問看護等の提供がされ,更に¬名 (利用者番号7)については,平成16年6月

18日 から平成 17年 10月 21日 までの全53回にわたり,主治医の指示書がないまま指定訪

問看護の提供がされた。)

b その指示書が初回及び継続した訪問看護サービスの提供時 (以下「初回以外」という。)の双

方についてのもの

別紙 1(3)記載の利用者中10名 (この全員について,主治医の指示書の指示期間前に,現

に指定訪間看護等の提供がされ,更に2名 について,平成可6年 5月 6日 から平成17年 3月 1

日までの全可80回 (利 用者番号18-3)及び平成15年 12月 1日 から平成16年 2月 23日ま

での全13回 (利用者番号4)にわたり,主治医の指示書がないまま指定訪問看護等の提供が

された。)

c その指示書が初回以外についてのもの

別紙 1(4)記載の利用者中38名 (このうち36名 について,主治医の指示書の指示期間前に,

現に指定訪間看護等の提供がされた。また,次の8名 について,次の期間口回数にわたり主治

医の指示書がないまま指定訪間看護等の提供がされた。)

① 利用者番号9-可 5につき,平成19年2月 1日から同年10月 25日までの全38回

② 利用者番号10-22につき,平成16年 1月 6日から同年12月 28日 までの全106回 (なお,

主治医の指示書がなかったことについては,後記工(ウ )参照。)

③ 利用者番号11-1につき,平成20年 2月 29日の1回

④ 利用者番号12-8につき,平成19年 1月 29日 の可回

⑤ 利用者番号可2-14につき,平成20年 2月 4日 から同年6月 30日 までの全40回 (上記期

間に対応する主治医の指示書が実際に交付された日が平成20年 5月 24日 であることは,後

記工(イ)参照。)

⑥ 利用者番号12-22につき,平成17年¬0月 3可 日の1回

⑦ 利用者番号46につき,平成19年 5月 10日 から同年6月 31日までの全5回

③ 用者番号51につき,平成18年 4月 8日から平成19年 7月 13日 までの全59回

」/
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イ 訪間看護計画書等について

(ア)利用者50名 について,指定訪間看護等の提供後に,主治医に対し,訪問看護計画書等 (医

色
=iコ

里中 国 かヽ 'R か 日 ′_｀か 12か 日 ′_ヽ左 士 二"ム ィ ラ燕 イ=+I十 "

(イ ) 平成 12年 8月 から平成 19年 12月 までの利 者 全 目 つ いて 詰闇看誇計画書等 (利用者

交付用)を作成しておらず,また,平成20年 1月 以降の利用者のうち,17名 についてはそもそ

も作成しておらず,また,28名 については指定訪問看護等の提供後に利用者に対する読闘看

護計画書等(利用者交付用)の交付をした。

ウ 重要事項説明書について

少なくとも利用者10名 について,指定訪問介護等の提供の開始に際し,あらかじめ利用者

又はその家族に対して説明するに当たり,重要事項説明書を交付せず,その他少なくとも24
名について,上記説明時の当該書面の交付を怠つた疑いがある。

工 その他

(ア)なお,P2作成の陳述書記載の東京都目黒区内にクリニックを開設するC医師 (以下「C医師」

という。)は , 本件事業所の管理者 P3(以下「P3管 者 Iと いうハ)が同クリ ックの元職 員 (訪

問看護専従看護師)であつたことから,以前より,本件事業所における指定訪問看護等の提

供に関して,主治医による指示(ただし,その指示の具体的内容は本件全証拠によつても認定

することができない。)を 口頭で行い,本件事業所あての主治医の指示書は後からまとめて作

成日交付すること(しかも,その交付日は,実際に指示書を書いた日ではなく,指示書の必要な

日を記載していた。)を繰り返していたところ,平成20年 6月 30日 には,原告から求められる

ままに,実際に利用者の診察をすることなく,主治医の指示書 (指示期間同年7月 1日 から同

年12月 31日 まで)を発行した。

(イ)原告は,利用者番号12-14につき,平成20年 1月 12日 ,P2作成の陳述書記載のA医師

(以下「A医師」という。)から主治医の指示書 (‡旨示期間同月1日 から同月31日 まで)の 交付

を受け,これに基づき訪問看護の提供をしたが,同 日の経過後同年5月 までの間,主治医の

指示書のないまま訪問看護の提供をし,同 月24日 ,当該利用者をして,A医師から同年2月

から同年5月 までの間の主治医の指示書を入手させた。

(ウ )そして,P3管理者らは,後記(3)の 実地指 数 日前である平成20年 7月 下旬ころ ,

本件事業所の利用者 2名 (利用者番号10-22 51 係るキ治医の指示書 (前者 は平成 1

6年 1月 1日 から同年6月 30日 分及び同年7月 可日から同年12月 31日 分,後者は平成17年

9月 1日 か ら同 月30日 ′フ」`(平 成 17年 8月 31日 本付 ⅢⅢ弁入手するナ́ これ ら丼C医師の面前め

至代筆するなどして作成した。

(3)介護保険法に基づく監査等

ア 処分行政庁は,平成20年 7月 29日 ,本件事業所に対する介護保険法24条に基づく実地

指導検査を実施し,引き続き本件事業所の関係者 (医師4名 ,利用者3名 )の聴取調査を実施

したところ,運営基準違反の疑いがあつたことから,同年8月 27日 ,本件事業所に対する介護

保険法及び生活保護法に基づく監査を実施し,同 日から同年12月 2日 までの間,提出された

書類の精査や関係者の事情聴取等をした。

イ その結果,処分行政庁は,本件事業所における訪問看護サービスに関して,平成18年 4月

から平成20年 3月 末までに終了した利用者54名 及び環存の禾II用 者 1可 3名 (合計可67名 6以

下「本件調査対象者」という。)につき,次の事実 (なお,これは上記(2)の事実を含性とω歪乙

る。)を確認し,P3管理者からその内容に相違ない旨の回答を得た∝

(ア)主治医の指示書につき7

>
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a 初回において主治医の指示書がないものが12名

b 指示書の交付日がその指示期間より後になっているもののうち

① その指示書が初回についてのものが可6名

② その指示書が初回及び初回以外の双方についてのものが10名

③ その指示書が初国以外についてのものが38名

(イ)訪問看護計画書につき,

a 医師提出用のものは,可 67名全員について事前作成がされていない。

b 利用者交付用のものは,

① 平成12年8月 から19年 12月 までの分は全員について作成されていない。

② 平成20年以降の分は17名 について作成されていない。

(ウ)重要事項説明書につき,

a 交付していないものが3名 ,交付したか否かが不明のものが34名

b サービス提供開始後に交付したものが23名 (うち,交付年月日の記載が利用者の字でない

ものが3名 )

c 交付年月日の記載がないものが18名

d 交付年月日の記載が利用者の字でないものが19名

(4)監査の実施結果

処分行政庁は,平成20年 12月 9日 ,原告に対し,上記(3)の 事実を踏まえ,監査の実施結

果として,原告には,①サービス提供の開始に当たつて,主治医による指示を文書で受けず ,

訪間看護計画書等についても適正な処理が行われないなど,運営基準を満たさず,数年にわ

たり,適正な訪問看護等を提供することができなかつた(介護保険法77条 1項3号,115条の

3第 1項 3号),②報酬算定の要件である,主治医の指示書及び訪間看護計画書等に基づく

訪問看護等が行われておらず,目 黒区を含む特別区4区及び横浜市に対して,請求できない

介護報酬を数年にわたり請求し,これを受領した(同法77条 1項5号及び115条の8第 1項5

号)との事実が確認され,これらの行為に対する行政処分が行われた場合の返還予定金額

は,被告が確認した167名分 (平成15年 10月 から平成20年7月までのサービス提供分とし

て,平成20年9月 までの東京都国民健康保険団体連合会の決定分)については1億7411

万9294円 (利用者負担額 (1割 )を含む。)であるなどと通知した。

(5)処分行政庁による集団指導の実施

なお,処分行政庁は,平成13年度以来,毎年訪問看護の事業者を集めて集団での指導を

実施しており(その出席率は東京都で訪問看護を行う事業所の9割以上である。),特に主治

医の指示書及び訪問看護計画書等の主治医との関係,訪間看護計画書の利用者への肌

Ⅲて資料を配付して説明している。

2 争点(1)(本件各処分の適法性)について

(1)本件処分①について

ア 指定取消事由の該当性

(ア)運営基準違反 (介護保険法77条 1項3号,115条の3第 1項3号)について

a 介護保険法の定め及び解釈

介護保険法77条 1項3号及び 1可 5条の8第 1項3号は,都道府県知事は,指定居宅サー

ビス事業者及び指定介護予防サービス事業者が運営基準に従つて適正な指定居宅サービ

スの事業及び介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなつたときに該当する場

合においては,当 該指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定を

33
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取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる旨

を定めているところ,上記各号に該董するのは,上記各号の文言から明らかなとおり,指定

居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者が,単に運営基準の定めに違反し

た場合ではなく,当該指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者について,

運営基準の定めに従った適正な指定居宅サ―ビスの事業及び介誇予防サービスの事業の

運営をすることを期待することができないような事情を生じた場合であると解される。そこで,

上記の解釈を踏まえ,本件において原告が上記各号所定の事由に該当するか否かを検討

するため,以下では,まず本件に関係する運営基準の定めを明らかにした上,本件における

運営基準違反に係る事実の有無及び上記各号の適用の可否を順次検討する。

b 本件に関係する運営基準の定めは,次のとおりである。

(a)指定居宅サービス運営基準は,指定訪問看護事業者 (60条 1項参照)は ,指定訪問看護

の提供の開始に際し,① あらかじめ,利用申込者又はその家族に対し,重要事項説明書を

交付して説明を行い,当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない(フ

4条において準用する8条可項)ほか,② 主治医による指示を文書で受けなければならず(6

9条2項 ),また,③ その看護師等において,利用者の希望,主治医の指示及び心身の状況

等を踏まえて,療養上の日標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記

載した訪間看護計画書を作成し,当該訪問看護計画書を利用者に交付する(70条 1項 )だ

けでなく,主治医にも提出し,指定訪問看護の提供に当たつて主治医との密接な連携を図ら

なければならない(69条3項 )旨定めている。

(b)指定介護予防サービス運営基準は,指定介護予防訪間看護事業者(63条 1項参照)は ,

指定介護予防訪問看護の提供に際し,④ あらかじめ,利用申込者又はその家族に対し,重

要事項説明書を交付して説明を行い,当該提供の開始について利用申込者の同意を得な

ければならない(8条 1項)ほか,⑤ 主治医による指示を文書で受けなければならず(77条 1

項),また,⑥ 看護師等において,利用者の日常生活の状況及び希望を踏まえて,指定介

護予防訪問看護の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容,サービスの

提供を行う期間等を記載した介護予防訪間看護計画書を作成し(76条 1項2号),当該介護

予防訪問看護計画書を利用者に交付する(同 項5号 )だけでなく,主治医にも提出しなけれ

ばならず(同項2号),指定介護予防訪問看護の提供に当たつて主治医との密接な連携を図

らなければならない(77条3項 )旨定めている。

c 本件の事実関係

(a)次に,前記1の認定事実によれば,原告は,指定居宅サービス事業者及び指定介護予防

サービス事業者であるところ,次のとおり,指定居宅サービス運営基準69条 2項及び70条

並びに指定介護予防サービス運営基準74条において準用する8条 1項 ,76条 ,77条に違

反して指定訪問看護等の提供を行つたこと(以下「本件運営基準違反行為」という。)が認め

られる。

①  上記b①及び④の定めに関して,本件調査対象者¬67名 中,少なくとも26名 (前記1(3)イ

(ウ )aのうち交付していないもの3名 と同bの 23名 )については,指定訪間看護等の提供の開

始に際し,あらかじめ利用者又はその家族に対して説明するに当たり,重要事項説明書を交

付せず,その他71名 についても,上記説明時の当該書面の交付を怠つた疑いがある(前記

1(2)ウ ,(3)イ (ウ )参照)。

② 上記b②及び⑤の定めに関して,本件調査対象者167名 中,少なくとも62名 について,指

定訪間看護等の提供の開始(主治医による指示書の指示期間経過後にその提供の継続を
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③

(b)

する場合を含む。)に際し,主治医による指示を文書で受けないまま,現に指定訪間看護等

の提供をした (前記 1(2)ア ,(3)イ (7)参 照)。

上記b③及び⑥の定めに関して,訪問看護計画書等(医師提出用)については,本件調査

対象者167名 全員に関して指定訪問看護等の提供の開始前にその作成日交付をせず,訪

間看護計画書等 (利用者交付用)については,平成12年 8月 から平成19年 12月 までの間

の利用者全員に関してその作成日交付をせず,平成20年 1月 以降の利用者のうち17名 に関

してはその作成口交付をせず,28名 に関してはその提供の開始前の交付をしなかつた(前記

1(2)イ ,(3)イ (イ )参照)。

そして,本件運営基準違反行為は,上記(a)の とおり長期間にわたり多数の利用者に対して

恒常的に反復継続してされたものといわざるを得ない上,前記1の認定事実によれば,④

特に主治医による指示に関しては,原告は,処分行政庁が実施する集団指導のみならず ,

平成15年の実地指導において,処分行政庁の指摘を受けたことにより,主治医から適時適

切にその指示書を受けなければならないことを十分認識し得たにもかかわらず,その後も上

記(a)②のとおり主治医による指示を文書で受けずに指定訪問看護等の提供を反復継続して

いること,⑤ 本件実地指導検査の数日前には,原告は,P3管理者らをして,利用者2名 に

係る主治医の指示書を入手するため,当該主治医の面前で代筆させるなどの方法により作

成させるなどしたことが認められ,これらの事情をも併せ考慮すれば,原告には,本件処分

①の当時において,もはや上記(a)で掲Iザた運営基準の定め (1旨定居宅サービス運営基準6

9条2項及びフ0条並びに指定介護予防サービス運営基準74条において準用する8条¶項 ,

76条,77条 )に従つた適正な指定居宅サービスの事業 (キ旨定介護予防サービスの事業)の

運営をすることを期待することができないような事情が生じていたものといわざるを得ない。

原告の主張について

これに対し,原告は,指定訪問看護等の提供の開始に際し,〈ア〉主治医から口頭により

指示を受けており,また,くイ〉特段の事情がない限り,訪間看護計画書も作成していた旨主

張し,これに沿う証拠もある。くア〉の点については,確かに,前記¬のとおり,C医師がP3管

理者に対して主治医による指示を口頭でしたことは認められるものの,その指示内容は,本

件全証拠によつても明らかではなく,指定居宅サービス運営基準69条2項の文書による指

示と同程度の指示があつたとまでは認めることができないから,上記事実のみをもって実質

的にみて同項の趣旨に反しないものとはいえない。また,くイ〉の点については,証拠によれ

ば,本件事業所に勤務して指定訪問看護等の提供に関与した看護師らは,訪間看護計画書

等を訪間看護の提供後に作成すべき報告書と同時期に作成したり,後から数か月分まとめ

て作成したりしたこともうかがわれるところであり,これに反する原告の陳述書の信用性は低

いといわざるを得ず,他に原告の上記主張を認めるに足りる証拠はない。したがって,原告

の上記主張は,理由がなく採用することができない。

また,原告は,平成15年の実地指導の際には,処分行政庁が,〈ア〉主治医の指示書の

交付日が指定訪問看護等の提供の開始後であるケースを確認していたはずであるが,この

点についての指導をせず,〈イ〉訪問看護計画書を事前に作成しても,その作成日を主治医

への提出日とした場合には,処分行政庁として訪問看護計画書とは認めないとの指摘もしな

かった上,〈ウ〉平成16年 11月 8日 付け改善報告書では,主治医による指示を日頭で受け

て訪問看護等の提供を開始した場合でも,必ず主治医の指示書を受けるよう努力する旨報

告したにすぎないから,原告においてこれらの点を連守することができなかつたとしてもやむ

を得ない旨主張し,これに沿う証拠もある。しかしながら,訪問看護等の提供の開始に際し,

(c)

①

②
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主治医による指示を書面で受けるべきこと及びその提供の開始前に訪間看護計画書等を作

成して利用者に交付するとともに主治医に提出すべきことは,運営基準で明示的に定められ

ており,前記1の認定事実によれば,この点は処分行政庁が毎年実施する集団指導でも説

明されていることから,東京都において法令に従つて適正に訪問看護等を行う事業者であれ

ば当然認識し得たものといえ,平成 15年の実地指導の際に処分行政庁が原告に対して個

別具体的に指導等をしなければ連守を期待することができない事項であるとは到底いえない。

また,平成16年 11月 8日 付け改善報告書は,その文言上,主治医による指示を口頭で受け

て訪問看護等の提供を開始したことを前提とするものであるとは記載されておらず,また,処

分行政庁も,上記bで掲げた運営基準の定めを前提として,原告に対し,実地指導結果通知

書において,主治医の指示書に指示のない期間が一部あつたことに関する改善・報告を求

めたのであるから,上記改善報告書をもって,原告が主治医による指示を口頭で受けて訪問

看護等の提供を開始することを許容したものと解することもできないのであつて,単に原告が

訪間看護等の提供の開始に際して主治医による指示を書面で受ける具体的改善方法を明

らかにしたものというべきである。したがつて,原告の上記主張は,理由がなく採用すること

ができない。

③  なお,原告は,処分行政庁が,本件各処分に当たり,本件運営基準違反行為のうち平成1

5年の実地指導前のものを考慮することは相当でない旨主張するが,処分行政庁は,平成1

5年の実地指導時には,その時点で存在した運営基準に違反する行為を基に,原告に対して

何らかの行政処分をしていたわけではないから,本件各処分に当たり,本件運営基準違反

行為のうち平成15年の実地指導前のものを考慮したとしても,何ら不当ではないし,このう

ち平成15年の実地指導後のもの(前記1(2)アからウまで)だけをみても,その件数は相当数

に及ぶことが明らかであるから,原告の上記主張は,前記(c)の 判断を左右するものではなく

採用することができない。

d 介護保険法77条 1項3号及び1可 5条の8第 1項3号の適用の可否

(a)上記cのように,原告は,本件処分①の当時において,もはや指定居宅サービス運営基準

69条 2項及び70条並びに指定介護予防サービス運営基準74条において準用する8条 1項 ,

76条,77条に従つた適正な指定居宅サービスの事業(指定介護予防サービスの事業)の運

営をすることを期待することができないような事情が生じていた。しかるに,上記の運営基準

の定めは,① 介護保険法上の「介護保険」が,被保険者の要介護状態又は要支援状態に

関し,必要な保険給付を,「 医療との連携」に十分配慮し,「被保険者の選択に基づき」,適切

な保険医療サービス及び福祉サービスを多様な事業者又は施設から総合的かつ効率的に

提供されるよう配慮して行わなければならないとされていること(同法2条 1項から3項まで)

のほか,② 同法上の「訪間看護」は,居宅要介護者 (主治の医師がその治療の必要の程度

につき「病状が安定期にあり,居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療

の補助を要すること」に適合していると認めたものに限る。)について,その者の居宅におい

て看護師等により行われる「療養上の世話及び必要な診療上の補助」とされ(同法8条 4項 ,

介護保険法施行規則6条 ,7条 ).また,③ 同法上の「介護予防訪問看護」は,居宅要支援

者 (主治の医師がその治療の必要の程度につき「病状が安定期にあり,居宅において看護

師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要すること」に適合していると認めたもの

に限る。)について,その者の居宅において,その介護予防を目的として看護師等により所定

の期間にわたり行われる「療養上の世話又は必要な診療の補助」とされ(同法8条の2第4項 ,

介護保険法施行規則22条の5.22条の6),いずれも医療を行う権限を有する主治医の判
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断の下に実施される必要があること(医師法可7条 ,保健師助産師看護師法5条、37条参照 )

に照らし,指定居宅サービスの事業又は指定介護予防サービスの事業の運営に当たり,最

も基本的かつ重要な取扱いを定めたものというべきである。したがつて,指定居宅サービス

事業者 (指定介護予防サービス事業者)である原告が,上記の指定居宅サービス運営基準

(指定介護予防サービス運営基準)の定めに従つて指定訪間看護 (キ旨定介護予防訪問看護)

の提供を行わないだけでなく,これらの定めに従つた適正な指定居宅サービスの事業 (指定

介護予防サービスの事業)の運営をすることを期待することができないような事情が生じてい

る以上,原告が指定居宅サービス運営基準 (宇旨定介護予防サービス運営基準)に従つて適

正な指定居宅サービスの事業 (指定介護予防サービスの事業)の運営をすることができなく

なったものとして,介護保険法77条 1項3号 (115条の8第 可項3号 )に該当するものといわ

ざるを得ない。

(b)これに対し,原告は,指定訪間看護等の提供に当たり主治医による指示を回頭で受け(主

治医による指示に係る指示期間を経過した後に,新たに主治医による指示を受けないまま

その提供を継続する場合も含む。),その提供の開始後にその指示書を受領した場合には ,

実質的に当該医師の指導監督下で指定訪間看護等を提供したといえるから,その提供の開

始に当たり主治医による指示を文書で受けていないという手続ミスがあつたことのみをもって,

介護保険法77条 1項 3号 (115条 の8第 1項 3号 )には該当しない旨主張する。しかしなが

ら,介護保険法の委任を受けて厚生労働大臣が定めた指定居宅サービス運営基準 (及び指

定企護予防サービス運営基準)は ,指定居宅サービス事業者 (指定介護予防サービス事業

萱)と主治医との連携について,指定訪間看護事業所(指定介護予防訪間看護事業所)が撞

定訪問看護 (宇旨定介護予防訪問看護)を担当する医療機関である場合を除き,拒定訪問看

護 (宇旨定介護予防訪間看護)の「提供の開始に際し」,主治医による指示を「文書」で受けな

ければならないと明文で定めているところ( 居宅サービス運営基準69条 2項 ,指定介護

予防サービス運営基準77条 2項 ),その趣旨は,指定訪問看護事業所(指定介護予防訪問

看護事業所)が指定訪間看護 (事旨定介護予防訪問看護)を担当する医療機関である場合に

は,看護師等が医療機関との間で雇用関係上の指揮監督下にあることから,当 該医療機関

における主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護 (指定介護予防訪問看護)が行われる

ことが客観的に担保される(この場合においても,主治医の指示は,診療録その他の診療に

関する記録への記載を要することとされている。指定居宅サービス運営基準69条4項 ,指定

今 予防サービ 運 営 基 盗 77 条 41百 76 条 15暑参 昭 ^Ⅲ ボ  ト罪 の場合 以タト 場 合 は .ス の

指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業者)の下で指定訪間看護 (1旨定介護

予防訪間看護)を行う看護師等が主治医の指示に基づき適切な指定訪間看護(拒定介護予

防訪問看護)を行うことが客観的に担保されていないため,主治医の指示を事前にかつ文書

生迭ユ垂壁ることとして,確実に密接な連携が図られるようにしたものと解することができ征

また:訪間看護 (介護予防訪問看護)の要否及び内容は,主治医による治療の必要の程庁黒

等の判断により変わり得るところ,主治医に 指示において訪間看護 (介護予防訪問看護 )

の期間が定められた場合には,当該医師が,当 該期間の経過時点において,改めて治療の

必要の程度等を判断することとしたものと解されるから,指定居宅サービス事業者 l宇勉

謹垂比サ=ビ
ス事業者)は ,当 該経過後に指定訪問看護 (指 定介護予防訪問看護)の提佐

差 F_日 占△十 ス …1+ 多 Ⅲ■ ―にな IT詩 ム て 主 塗 医 ― トス と些手 た 呂 I+ナ″+坊 fギナ干エナ干い 歩 I子  ト

記のような主治医の指示書

サービス運営基準77条2項 )の趣旨に照らして明らかであるぉそうすると,原告が,指定訪
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問君詮 等の提供に当たり主治医による指示を回頭で受け(主治医による指示に係る指示期

間を経過した後に,新たに主治医による指示を受けないままその提供を継続する場合も含

む。),その提供の開始後に当該指定訪問看護等の内容に沿う主治医の指示書を受領した

としても,そのような事態は介護保険法の委任を受けて厚生労働大臣が定めた指定居宅サ

ービス運営基準 (芋旨定介護予防サービス運営基準)の趣旨及び解釈に反することが明らかで

あるから,これをもって実質的に当該医師の指導監督下でされたものとみることはできず!原

告の上記主張は採用することができない。なお,原告は,指定訪問看護のほとんど|こ入

浴 _着 1式 _利 用者 の つ ナ止`おヾ ス揺 勘 等 の「感 蕃 上 の 世話 Iであり キ 治 瞑 ! よる指 示 が

なくても行い得る旨主張するが,上記のとおり訪間看護 (介護予防訪問看護)の要否及び内

容は主治医による治療の必要の程度等の判断により変わり得るものである上 (介護保険法

8条4項,介護保険法施行規則6条,7条参照),弁論の全趣旨によれば,訪問看護は,医療

依存の高い気管切開者,膀肌カテーテル留置者′経管栄養患者,中心静脈栄養患者,人エ

透析 (腹膜灌流)者 ,家庭酸素治療者,人工呼吸器使用者,病状安定期にあるが外来通院

困難な在宅療養患者等を対象とするものであることが認められるから,指定訪間看護 (指定

小 整 早 睛 卦 F_q考 整 ゝ イと 打、F_日 う各 ―に俵 I て ■ 塗 隠 !rrス指 弄 歩 暮 l十 ス ことは嵌 亜 ス 訂 々 歩

いうべきであり,これに反する原告の上記主張を採用することはできない。

e  ′lヽ   括

以上によれば,原告は,指定居宅サービス運営基準 (事旨定介護予防サービス運営基準 )

に従つて適正な指定居宅サービスの事業 (1旨定介護予防サービスの事業)の運営をすること

ができなくなったものといわざるを得ず,介護保険法77条可項3号及び1可 5条の8第 1項第5

号に該当する。

(イ ) 不正請求 (介護保険法77条 1項5号 ,115条の8第 1項5号 )について

介護保険法77条 1項 5号及び115条の8第 1項 5号は,都道府県知事は,居宅介護サービ

ス費及び介護予防サービス費の請求に関し不正があつたときに該当する場合においては ,

当該指定居宅サービス事業者及び当該指定介護予防サービス事業者の指定を取り消し,又

は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる旨定めている。

そして,居宅介護サービス費は,同 法41条 1項所定の居宅要介護被保険者が指定居宅サ

ービス事業者から指定居宅サービスを受けたときに当該指定居宅サービスに要した費用に

ついて支給するものとされ (同法41条 1項。さらに,介護保険法施行規則62条 1項は,訪問

看護に係る居宅介護サービス費は,同規則6条に規定する基準に適合している居宅要介護

被保険者に係るものと認められるものに限り支給するものとしている。),介護予防サービス

費は、同法53条 1項所定の居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定

介護予防サービスを受けたとき(ただし,介護保険法施行規則83条の9所定の場合に限る。)

に当該指定介護予防サービスに要した費用について支給するものとされている(同法53条 1

項)ところ,居宅介護サービス費 (介護予防サービス費)の請求に当たつての訪問介護費 (介

護予防訪間看護費)の算定は,主治医の指示書及び指定訪間看護計画書 (指定介護予防

訪間看護計画書)に基づいて行われる指定訪問介護 (指定介護予防訪問看護)を前提として

単位数が定められていること(同法41条 4項 1号,53条 2項 1号 ,指定居宅サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準の別表「3訪間看護費」注1,指定介護予防サービスに要

する費用の額の算定に関する基準の別表「3介護予防訪問看護費」注1参照)に照らすと,

行つた指定訪問看護(キ旨定介護予防訪問看護)について居宅介護サービス費(介護予防サ

a
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―ビス費)の請求をすることは,上記各号にいう「不正」に該当すると解すべきである。

これに対し,原告は,介護保険法77条 1項5号及び115条の8第 1項5号が,架空請求な

ど刑事事件の詐欺行為にも該当する程度の行為を想定したものである旨主張するが,同法

上,原告主張のように解すべき根拠となる規定は存在しない上,刑事処分と行政処分とでは

その目的 B効 果が全く異なり,上記各号の「請求に関し不正があつたとき」との文言を原告主

張のように限定して解すべき理由はないから,原告の上記主張は採用することができない。

b 前記1の認定事実によれば,原告は,上記(ア)cのとおり本件運営基準違反行為に当たる指

定訪問看護 (事旨定介護予防訪問看護)について,居宅介護サービス費 (介護予防サービス費)

の請求をし,現に当該請求に係る報酬を受領したこと(その報酬総額は,利用者負担額(1割 )

を含め,1億7411万9294円である。)が認められるから,介護保険法77条 1項5号及び可

15条の8第 1項5号に該当する。

イ 裁量権の逸脱又は濫用の有無

(ア)介護保険法77条 1項及び115条の8第 1項は,同項所定の事由に該当する場合には,指

定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者の指定を取り消し,又は期間を定

めてその指定の全部又は一部の効力を停止することができる旨定めているところ,この規定

の文言及び介護保険法の趣旨 (同 法1条 )に照らすと,処分行政庁が同法77条 1項及び11

5条の8第 1項の指定取消し又はその指定の全部若しくは一部の効力停止の処分をするか

否か,いかなる処分を選択するかについては,処分行政庁に裁量権が与えられているものと

解される。そうすると,処分行政庁の同法77条 1項及び115条の8第 1項の指定取消し又

はその指定の全部若しくは一部の効力停止の処分は,処分行政庁がこれらの処分をする際

にその裁量権の範囲を逸脱し,又はその濫用をした場合に限り,違法になるものと解すべき

である。

(イ)そこで,本件処分①に処分行政庁の裁量の逸脱,濫用があるか否かを検討する。

この点,原告は,前記アのとおり,介護保険法77条 1項3号及び5号並びに1可 5条の8第

1項 3号及び5号所定の事由に該当するところ,① 運営基準違反の点については,本件運

営基準違反行為が,基本的かつ重要な運営基準の定めに違反するもので,長期間に及び

多数回にわたって反復継続してされていることに照らすと,原告には法令の趣旨を達守しよ

うとする意識が低く,その行為態様としても相当悪質であり,②不正請求の点についても,長

期間に及び多数回にわたって反復継続してされたもので行為態様として悪質であり,不正請

求に係る報酬総額も相当多額に及んでいるから,その結果も重大である。そして,原告は、

前記アのとおり,本件処分①の時点において,もはや法令を連守して適正な指定居宅サービ

スの事業及び指定介護予防サービスの事業の運営をすることができない状態にあつたから,

その指定を受けた状態を早急に解消する必要性があるといえる。これらの事情に照姓

原告の訪問看護サービス事業等に関係した医師らから本件事業所の存続を強く要望する宣

の要望書が提出されていること等を考慮しても,処分行政庁が裁量権の範囲を逸脱し,ヌ lよ

その濫用をして本件処分①をしたと認めることはできない。

(ウ)原告の主張について

a これに対し,原告は,① 良好な指定居宅サービス及び指定介護予防サービスを提供して

いたから7処分行政庁として手続ミスがないように繰り返し指導をすべきであり,② その事

案の内容に照らして,本件処分①をする前に7業務改善勧告又は業務改善命令を発すべき

であつた旨主張する。

b しかしながら,①の点については,原告が該当する介護保険法77条 1項3号及び5号並び

,″
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に115条の8第 1項3号及び5号所定の事由は,手続ミスという程度にとどまるものでないこ

とは,前記(イ )の とおりであり,処分行政庁が本件処分①をする前にその是正に向けた指導

を行わなかつたことが直ちに裁量権の範囲の逸脱又はその濫用を基礎付けるものではない。

c また,②の点については,(a)確かに,「↓旨定居宅サービス等及び指定介護予防サービス

等に関する基準について」(平成11年9月 17日 付け老企第25号厚生省老人保健福祉局企

画課長通知。以下「本件通知」という。)第一の2は,運営開始後,基準(指定居宅サービス

運営基準を指す。以下この項において同じ。)に違反することが明らかになった場合には,指

定取消処分等をする前に,相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行うなどするのが

原則であり,次の場合には,基準に従つた適正な運営ができなくなったものとして,直ちに指

定を取り消すことができるとしている。

① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に反したとき

イ 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかつた

とき

口 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し,利用者に対して特定の事業者によるサー

ビスを利用させることの代償として,金品その他の財産上の利益を供与したとき

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があつたとき

(b)しかし,そもそも本件通知における上記(a)の 定めは,処分行政庁が介護保険法77条 1項3

号及び115条の8第 1項3号の処分を行うに当たつての裁量権行使の指針を示したものにす

ぎず (この点は,同法が都道府県知事の勧告・命令等 (同法76条の2,115条の7)を指定

居宅サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の指定の各取消し等の前提

としていないこと(同法77条、15条の8参照)からも明らかである。),同法77条 1項 5号及

び115条の8第 1項 5号の処分を行う場合には適用されないと解されるから,本件各処分の

うち少なくとも後者を理由とする部分については,上記定めの存在から裁量権の範囲の逸脱

又はその濫用を認めることはできないし,この点をおくとしても,原告の同法フ7条 1項3号及

び115条の8第 1項3号違反行為は,前記(イ)で指摘した諸点に加え,指定訪問看護等にお

いて主治医による指示や訪間看護計画書等・重要事項説明書を必要とする運営基準の趣旨

(前記ア(ア)d(a)参 照)等にかんがみれば,上記(a)の 定め中の「③ その他①及び②に準ずる

重 大かつ 日月白な共塗 連 反が あったとき 1に該 す ス )い が 日貝兆か で あ る 姑_友凡′刀`行政庁がか

本件処分①に先立ち業務改善勧告又は業務改善命令を発しなかつたことが直ちに裁量権Q
範囲の逸脱又はその濫用を基礎付 けるものではない。

d したがって,原告の上記主張は7理由がなく採用することができない。

ウ よつて,本件処分①は,適法である。

(2)本件処分②について

ア 指定取消事由の該当性

生活保護法54条の2第 4項において準用する51条 2項 (同 法施行令6条による読替え後

のもの)は ,指定介護機関が同法54条の2第 4項において準用する50条の規定に違反した

ときは,都道府県知事の指定した指定介護機関については都道府県知事が,その指定を取

り消すことができる旨定めており,指定介護機関は,厚生労働大臣の定めるところにより,懇

切丁寧に被保護者の介護を担当しなければならず (同法54条の2第 4項において準用する

50条¬項),指定介護機関の介護の方針及び介護の報酬は,介護保険の介護の方針及び

介護報酬の例による(同法54条の2第 4項において準用する52条 1項 )ところ,前記(1)の と
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おり,原告には,指定居宅サービス運営基準違反である本件運営基準違反行為や介護報酬

の不正請求が認められるから,指定介護機関が同法54条の2第 4項において準用する50

条の規定に違反したものとして,同法54条の2第 4項において準用する51条 2項に該当す

る。

イ 裁量権の逸脱又は濫用の有無

処分行政庁が生活保護法54条の2第 4項において準用する51条 2項の指定取消しの処分

をするか否かについても,同項の文言等に照らして,処分行政庁に裁量権が与えられている

ものと解されるから,処分行政庁が生活保護法54条の2第 4項において準用する51条 2項

の指定取消しの処分は,処分行政庁がこの処分をする際にその裁量権の範囲を逸脱し,又

はその濫用をした場合に限り,違法になるものと解すべきである。しかし,前記(1)イ で指摘

した介護サービスの内容及び報酬の請求の不正又は不当の程度等にかんがみると,処分

行政庁が裁量権の範囲を逸脱し、又はその濫用をして本件処分②をしたとは認められず,こ

れに反する原告の主張を採用することはできない。

ウ したがって,本件処分②は,適法である。

3 争点(2)(本件各処分における国家賠償法上の違法性の有無及びその損害額)について

原告の被告に対する国家賠償法に基づく損害賠償請求は,処分行政庁が本件各処分を

したことに国家賠償法上の違法があると主張するものであるところ,本件各処分が適法であ

ることは,前記2のとおりであるから,その余の点を判断するまでもなく,原告の上記主張は,

理由がなく採用することができない。

第4結   論

よつて,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用につき行政事件

訴訟法7条 ,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
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O東京高等裁判所平成23年 6月 1日 判決

主  文

1本件控訴を棄却する。

2控訴費用は,控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1控訴の趣旨 (略 )

第2事案の概要 (略 )

第3当裁判所の判断

1  当裁判所も,控訴人の請求にはいずれも理由がないものと判断する。(中略)

「(b)前記認定のとおり,本件運営基準違反行為は,疑いにとどまるものを除いてもなお

多数の利用者に対し,
ほとんど日常的,恒常的にされていたもので, その津反は重大かつ

明白である。そして,このことに加え,控訴人が,平成15年の実施指導において,主治医の

指示書の不備を指摘され,これを改善して報告するよう求められながら,その後も主治医に

よる指示を文書で受けることなく指定訪問看護等の提供を行い,更には,本件実地指導検

査に備え,主治医の画前でA管理者らが代筆する方法により事後に主治医の指示書を作

成するなどしていたことに照らすと,

担口言庶1人
「 て)し、TI士 単「

「
糎 堂 真 盗 ! 桂 層 I■ ),I卜 名ヽ,デ ),

どまらず,も はや運営基準に従つた適正な指定居宅サービス事業等の運営をすることを期

待し得ないような事情が生ずるに至つていた上いうべきである。」 (中 略)

「控訴人は,本件運営基準違反行為は,指定訪問看護等の提供の開始の際,主治医に

よる指示を回頭で受け,文書では受けなかつたという手続的な不備にとどまるのであり,介

護保険法77条 1項3号 ,115条の8第 1項3号には該当しない旨の主張もする。しかし,介

護保険法が,指定居宅サービス事業者等に対し,運営基準 (指定居宅サービス運営基準 ,

指定介護予防サービス運営基準)に従うことを求め (同 法74条 1項 ,2項 ,115条の4第 1

項,2項 ),上記の運営基準が,指定訪間看護事業者等は指定訪問看護等の提供の開始

に際し主治医による指示を文書で受けなければならない旨を定めるのは,指定訪間看護等

が「診療の補助」(同法8条4項 ,8条の2第 4項 )であり,主治医の指示の下に行われること

から,当該指示を事前にかつ文書で受けることにして,指定訪問看護事業者等と主治医と

の密接な連携を図り,もつて,医療機関ではない指定訪問看護事業所及び指定介護予防

訪問看護事業所 (以下,併せて「指定訪問看護事業所等」という。)において適切な指定訪

問看護等が行われることを客観的に担保しようとしたものと解される。その意味において ,

指定訪問看護等の提供の開始に際し,主治医による指示を文書で受けることを定める運営

基準は,指定居宅サービス事業等における最も基本的かつ重要な取扱いを定めるものとい

うべきであり,仮に主 医による指示券口 で受けていたとしても,
れ弁文書で受けなかっ頭

たことを単なる手続的な不備ということはできない。控訴人は,指定訪F口弓看護等の重上仝』

は,入浴,清拭 ,利用者の安楽につながる 等の「廃春上の世話 Iであり,主治医による

指示を受けなくても行い得る旨の主張もするが,指定訪問看護等の要否及びその内容は主

治医による治療の必要の程度等に係る判断によるのであつて(介護保険法8条4項,8条の

2第 4項参照),主治医による指示を受けなくても指定訪問看護等の提供を行い得るなどと

いうことはできない。指定訪間看護等の提供の開始に際して主治医による指示を文書で受

字〕

けることが極めて重要であることは,上記の おりであり.控訴人の主B長を採用することは
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できない。」 (中 略 )

「(b)本件通知の上記 (a)の定めは,処分行政庁が介護保険法77条 1項3号 ,115条
の3第 1項3号に該当することを理由に指定の取消しを行うに当たつての指針を示したもの

で(したがつて,同 法77条 1項 5号,115条の8第 1項 5号に該当することを理由に指定の

取消しを行う場合にまで,前記の勧告等をすべきとするものではない。),同 法76条の2,1

15条のフの業務改善勧告,業務改善命令をしなかつたからといつて,直ちに指定の取消し

が裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用してされたものとなるわけではないし,仮にそうである

としても,本件通知の上記(a)の定めは,「重大かつ明白な基準違反があつたとき」には,運

営基準に従つた適正な運営ができなくなつたものとして,直ちに指定の取消しをすることが

できるとするところ,前記のとおり,控訴人の運営基準違反は重大かつ明白というべきであ

つて,いずれにしても,本件処分①が処分行政庁の裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用し【

されたものということはできない。」(以下、略)

3 したがって,原判決は相当であつて,本件控訴は理由がない。

よって,主文のとおり判決する。
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O那覇地方裁判所平成24年 12月 26日 判決

主  文

1 処分行政庁が原告に対し平成22年 3月 3日 付けでした指定居宅サービス事業者の指定及

び指定介護予防サービス事業者の指定を取り消す旨の処分をいずれも取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1請求

主文同旨

第2事案の概要

1 本件は,介護保険法 (以下「法」という。)に基づき指定居宅サービス事業者の指定 (以下「本

件指定¬」という。)及び指定介護予防サービス事業者の指定 (以下「本件指定2」 といい,本件

指定1と併せて「本件各指定」という。)を受けていた原告が,処分行政庁から,本件各指定を取

り消す旨の処分 (以下「本件各処分」という。)を受けたため,本件各処分には事実誤認等の違

法があるとして,被告に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。

2制度の概要等

(1)(指定居宅サービス事業者について、略)

(2)(指定介護予防サービス事業者について、略 )

(3)本件各処分に係る根拠法令は以下のとおりである。

ア 法77条 (平成23年法律第37号による改正前のもの。以下同じ。)

1項螂 道府県知事 は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該指定居宅サ

―ビス事業者に係る41 条
=百

六文の指定弁取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若

しくは一部の効力を停止することができる。

1号 (省略)

2号 指定居宅サービス事業者が,当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又

は人員について,74条 1項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める

員数 (運営基準)を満たすことができなくなつたとき。

3号●指定居宅サービス事業者が,74条 2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及

び運営に関する基準 (運営基準)に従つて適正な指定居宅サービスの事業の運営をすること

ができなくなつたとき。

4号 (省略 )

5号 居宅介護サービス費の請求に関し不正があつたとき。

6号ないし12号 (省略)

イ 法 1¬ 5条の9 (平成23年法律第37号による改正前のもの。以下同じ。)

1項 都道府県知事は 友 の 各暑のいずれかに該当する場合におしヽては.当該指定介護予

防サービス事業者に係る53条 1項本文の指定を取り消し,又は期間を定めてその指

定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 (省略)

2丹 指定介誇予 防 サ ―ビス喜 業者 当 該 係 ス事 業 所 の 紆 業者 の空El識芳 [´ (I土 構んミ 手旨ヰ引

能又は人員について,115条の4第 1項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労

働省令で定める員数 (支援基準)を満たすことができなくなつたとき。

1
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3号ないし12号 (省略 )

ウ 運営 60条

1項 指定訪問看護事業者が指定訪問看護事業所ごとに置くべき看護師その他の指定訪間

看護の提供に当たる従業者 (以下,運営基準において「看護師等」という。)の 員数は,次に

掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて,次に定めるとおりとする。

1号 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所 (以下「宇旨定訪間看護ステーション」とい

う。)

イ 保健師,看護師又は准看護師 (以下この条において「看護職員」という。)常勤換算方法

で,2.5以上となる員数

口 (省略)

2号 (省略 )

2項 前項第1号イの看護職員のうち1名 は,常勤でなければならない。

3項ないし5項 (省略 )

工 運営基準61条

1項 指定訪間看護事業者は,指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常

動の管理者を置かなければならない。ただし,指定訪間看護ステーションの管理上支障が生

い場合は,当該指定訪間看護ステーションの他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他

の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。

2項 指定訪問看護ステーションの管理者は,保健師又は看護師でなければならない。ただし,

やむを得ない理由がある場合は,この限りでない。

3項 指定訪問看護ステーションの管理者は,適切な指定訪問看護を行うために必要な知識

及び技能を有する者でなければならない。

オ 運営基準69条

可項及び2項 (省略)

0項 指定訪問看護事業者は,主治の医師に次条第1項に規定する訪問看護計画書及び訪

Fロロ看護報告書を提出し,指定訪問看護の提供に当たつて主治の医師との密接な連携を図ら

なければならない。

4項 (省略 )

力 運営 70条

刊項 看護師等 (准看護師を除く。以下この条において同じ。)は ,利用者の希望′主治の医師

の指示及び心身の状況等を踏まえて,療養上の目標,当該目標を達成するための具体的な

サービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。

2項ないし4項 (省略 )

5項 看護師等は,訪問日,提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなけれ

ばならない。

6項 指定訪問看護事業所の管理者は,訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し,

必要な指導及び管理を行わなければならない。

7項 (省略 )

キ 運営基準74条(略 )

ク 支援基準63条

1項 指定介護予防訪問看護事業者が指定介護予防訪間看護事業所ごとに置くべき看護師

その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者 (以下7支援基準において,「看護
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師等」という。)の 員数は,次に掲げる指定介護予防訪間看護事業所の種類の区分に応じて,

次に定めるとおりとする。

1号 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所 (以下「指定介護予防訪問看護

ステーション」という。)

イ 保健師,看護師又は准看護師 (以下この条において「看護職員」という。)常勤換算方法

で,2.5以上となる員数

口 (省略)

2号 (省略 )

2項 前項1号イの看護職員のうち1名 は,常勤でなければならない。

3項 (省略 )

ケ 支援基準64条

1項 指定介護予防訪問看護事業者は,指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,指定介護予防訪問看護ス

テーションの管理上支障がない場合は,当 ‡介誰予防訪闇看誇ステーションの他の職

務に従事し,又は同一致地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるも

のとする。

2項 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は,保健師又は看護師でなければならな

い。ただし,やむを得ない理由がある場合は,この限りでない。

3項 指定介護予防訪間看護ステーションの管理者は,適切な指定介護予防訪問看護を行う

ために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

3前提事実 (各掲記の証拠によるほかは当事者間に争いがない。)

(1)原告は,居宅サービス事業等を目的とする会社であり,平成16年 11月 1日 ,「訪問看護ステ

―ションAIの名称で経営する事業所 (以下「本件 喜 業所 I としヽう^)I ついて.処分行直庁から

指定居宅サービス事業者の指定(当 該指定に係る居宅サービスの種類を訪問看護とするも

の。本件指定1)及び指定介護予防サービス事業者の指定(当該指定に係る介護予防サービ

スの種類を介護予防訪間看護とするもの。本件指定2)を受けたものである。

(2) 本件事業所の管理者は,平成21年 3月 16 から同年lo月 31日 まではB(以下「BIとい

う。),同年11月 1日 以降はC(以下「CJという。)であり,いずれも看護師である。

(3)処分行政庁は,本件事業所の看護職員から,その運営について,居宅サービス計画とは違う

回数でサービスを提供していることや雇用されている看護職員を把握できないことなどを内容

とする通報を受けたこと,沖縄市及び宣野湾市から,それぞれ本件事業所についてサービス

提供の実体がないことなどを内容とする報告を受けたことから,平成21年 12月 21日 ,原告

に対し,同事業所について.法76条 1項及び115条 の 7 弔 I百 基づく管闇又は検査による1

監査(以
~F「

本件監査」という。)を実施し,同事業所から提出された書類の調査や原告代表者

らに対する事情聴取等を行い,同 月25日 にも,追加の間き取り等をした。
生 1 口 r+:+睛 閣 :騒 牛Πtt ri〕 ,( 大 1■消 闇 福 牛Π≧ 1歩(4) 海几′コ`各 詩 岸 !士 疇 各 f 針 I 軍 計 22 27

いう。)により,指定居宅サービス事業者に係る行政処分についての聴聞 (以下「本件聴聞」と

いう。)を実施する旨通知した。

本件聴聞通知書には,「予定される不利益処分の内容」は本件各指定の取消しである旨記

載些L王延鯉吐なる法令の条項」として,法77条¬項2号 ,3号及び5号並びに法1lc条の9

第1項 ア0号
"準

げられるとともに,「不利益処分の原因となる事実」として,次のとおり記載さ

れていた。

「
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ア ①訪問看護ステーションの管理者が常勤専従でないにもかかわらず,管理者として届け

出ていること及び②勤務実態のない看護職員を配置しているかのように届け出ている。

イ 訪間看護を行つていないにもかかわらず,訪問看護を行つたかのように虚偽の記録を作成

し,居宅介護サービス費を不正に請求したに

ウ 看護師等は訪問日,訪問看護の内容を記載した訪問看護報告書を作成しなければならな

いが,入職前及び管理者として勤務していないにもかかわらず報告書が作成されている。

(5)処分行政庁は,平成22年2月 15日 ,本件聴間を実施した。本件聴間には,原告代表者ら

が出頭し,陳述書や証拠書類等を提出したほか,上記(4)アないしウについて反論するなどし

た。

(6) 処分行政庁は.原告に対し.平成22年 3月 3 付 I十で 子れぞれ法77条 1項 2号及び115

条の9第 1項2号 ,77条 1項 5号と同項3号を根拠法令,上記 (4)アないしウの事実を理由とし

12日 つて 六件各指 申弁耳又り消す びう々凡′夕■`

`太

枠 各肌 ′フ.｀ う弁 i´ _原各 I 子の 旨弁涌て _同 月 弁キ】

知した。

(7) 原告は ,平成 22年 3月 5日 .木件各処分の取 消 弁末めて.本件訴え弁操起した nし

4争点

本件各処分の適法性

5当事者の主張

(被告の主張 )

(1)原告については,以下のとおり,法 77条 1項2号 ,1可 5条の9第 1項 2号 ,77条 1項3号 ,5号

にそれぞれ該当する事実が認められたのであるから,本件各処分は適法である。

ア Bの件

原告は,平成21年 3月 可6日 から同年10月 31日まで,Bを管理者として届けていたが,本件

監査初日において提出された資料によると7同 人の同年9月 及び同年10月 の勤務時間は,就

業規則における常勤の勤務時間に満たず,Bが常勤でなかつたことは明らかである。この事実

は,常勤の管理者を置かなければならないとする運営基準及び支援基準の規定に反するもの

として,法77条 1項2号及び115条の9第 1項2号に該当する。

これに対し,原告は,訪問看護に要する往復の時間や書類の作成を行う時間等を加味すれ

ば常勤性を満たすと主張する。しかし,訪問看護予定表をみると,上記行為は勤務時間外に行

われていたことがうかがえ,また,原告自身,これをBの労働時間としてカウントしていなかつた

のであり,後付けの言い訳である。

イ D(以下「D」という。)の件

原告は,准看護師のDを常勤専従の職員として届け出ていたが,社会保険労務士が提出し

た原告の支給控除項目一覧表にDの氏名は記載されていないこと,本件監査初日もDは出勤

していなかったこと,訴外会社 (有限会社E)の支払控除項目一覧表にDの氏名が記載されてい

ること,Dの健康保険証が同社の事業所で取り扱われていたことからすれば,原告がDを雇用

していなかったことは明らかであり,原告は,勤務実態のない看護師を配置しているかのように

偽装していたことになる。そうすると,原告は,運営基準及び支援基準の定める員数の看護職

員を満たさないものとして,法 77条 1項2号及び115条の9第 1項 2号に該当する。

原告代表者は,本件監査の2日 目になつて種々の弁解を始めたが,その経緯 B内 容からして

信用できない。確かに,原告の提出したDのタイムカードには,Dが常勤で勤務をしていたかの

ごとき記録があるが,Dは ,本件監査初日に欠勤したはずであるのに,同タイムカードに出勤の

記載があるなど,信用できるものではない。
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ウ F(以下「F」 という。)の件

原告は,准看護師であるFを「常勤以外で専従」の准看護師として届け出ていたが,原告の平

成21年 11月 分の支給控除項目一覧表や,訪問看護予定表にFの名前はない。Fについては

平成21年 10月 1日 から別の事業所で常勤勤務していることがうかがえ,原告代表者も,本件

監査の際,Fを雇用しているのは原告ではなく,原告代表者個人であると明言しているところで

あり,同人が本件事業所で勤務している実態はない。

以上のとおり,原告が,勤務実態のない看護師を配置しているかのように偽装していたことは

明らかであり,雇用していない者にサービス提供を行わせたことになるから,運営基準74条に

おいて準用する同30条 2項に違反するものとして法77条 1項2号に該当する。

工 G(以下「G」 という。)の件

原告は,利用者Gに対し平成20年 9月 27日訪問看護を実施したとするが,Gは ,同 日から同

月29日 まで中部徳洲会病院に入院していた。Gは ,入院前日の同月26日 にも同病院で通院

治療を受けているが,原告は,その会計時間とされる時間 (午後1時51分 )にも訪問看護を実

施したとしている。

また,平成21年 4月 4日 から同年10月 31日 まで,原告の訪問看護経過記録にGの訪問者

として記載されているBは,Gを担当した記憶がない旨述べている。実際,Gに対する平成21年

9月 5日 ,12日 ,19日 ,26日 の各訪問看護提供時間は午後1時から午後1時29分とされてい

るが,タイムカードにおけるBの勤務時間と一致しない。

これらの事実によれば,Gについて,本件事業所による訪問看護を行つていないのに行つた

ように装い居宅介護サービス費を請求したことになり,法フ7条1項5号に該当する。

原告は,前記入院に際しては,訪問看護の時間を変更して対応したと主張するが,原告の経

過記録には,そのような変則的な訪問看護が行われた旨の記録はなく,入院や入院の原因と

なる疾患についての記録もないのであるから,信用できない。

オ H(以下「H」 という。)の件

原告は,利用者Hに対し,平成21年可0月 ,本件事業所での「訪問看護 2・ 准看」の提供を水

曜日に実施したとする。しかし,Hが通所介護等の提供を受けていた別の事業所が保管する申

送帳には,いずれも水曜日である同月14日 ,同 月21日及び同月28日 ,Hが同事業所でのサ

ービスを受けた旨の記録があり,同事業所の運転日報にも,同様の記録がある。これらの事実

によれば,原告は,Hについて,本件事業所による訪問看護を行つていないのに行つたように

装い居宅介護サービス費を請求したことになり,法77条 1項 5号に該当する。

これに対し,原告は,Hが ,上記別の事業所の近所に住んでおり,訪間看護の日(水曜日)は ,

一旦同事業所に来て,居室の掃除が終わつてから自室に戻つて訪間看護を受けていたのであ

って,上記申送帳は単なるメモであつてその記載は不確かであると主張する。

しかし,Hの居住先と上記事業所は900メートル以上離れており,高齢で要介護認定3の H

が,容易に移動できる距離ではない。また,上記申送帳にはHらの体温,脈拍及び血圧等のほ

か入浴の有無なども記載されており,かかる記載をもとに通所介護計画実行表が作成されてい

たことがうかがわれることからすれば,同 申送帳は単なるメモではない。

力 I(以下「I」 という。)の件

原告は,利用者Iに対し,平成21年 10月 分の訪問看護として,24日分の「訪問看護3」 (1時

間30分,単位数1198点 (正看護師))を提供したとする。しかし,当時7本件事業所の正看護

師はBのみであり,同 月のBの勤務日数は16日 間にすぎないから,原告は,少なくとも8日 分

について,訪問看護を行つていないにもかかわらず,行つたように装い居宅介護サービス費を
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請求したことになり,法77条 1項5号に該当する。

また,利用者Iにつき,医師に提出された訪問看護計画書及び訪問看護報告書と事業所控

えのそれらとで,記載内容や報告者が異なつているものがある。また,Iの 訪問看護計画書に

ついては平成21年 4月 度以降,訪問看護報告書については同年2月 以降,それぞれ医師へ

の提出がない。原告は,これを過誤にすぎないと主張するが,正確な内容の報告書が作成さ

れていなかつたことに変わりはなく,運営基準に反するものとして法77条 1項 3号に該当する

ことは明らかである。

以上の事実は,運営基準70条5項 ,6項,69条 3項に反するものとして法77条 1項3号に

該当することは明らかである。

(2)原告は,本件各処分は恣意的かつ不公正に行われたものであり,処分行政庁の行政裁量

権を逸脱し違法であると主張するが,上記の事由は,全て法77条 1項及び115条の9第 1項

の取消事由に当たるものである。特に,居宅介護サービス費の不正請求については,国民保

険健康団体連合会の審査の仕組みを利用し,指定居宅サービス事業者たる原告が,系列の

指定居宅介護支援事業者と結託することで,実際には行われていない居宅サービスを行つた

かのように辻棲を合わせて不正請求することを可能としたものであつて,介護保険制度を組織

的に悪用した極めて悪質なものといわざるを得ない。これらの事実に照らせば,本件各処分

が恣意的かつ不公正に行われたことはなく,本件各処分は適法である。

(3)原告は,本件監査や本件聴聞の手続の違法も主張するが,本件監査は,原告の保険者で

ある宜野湾市及び沖縄市が,原告に対し,法23条に基づく文書の提出を求め,その結果,被

告に対し,通報情報の提供を行つたことに基づくものであり,厚生労働省老健局長の通知や

沖縄県の監査要綱に照らしても,適正な手続である。

また,本件聴間についても,本件聴聞通知書にはそれぞれ根拠法令だけでなく具体的な理

由を記載しており,原告には十分に防禦の機会が与えられていたのであつて,本件聴聞にも

手続の違法はない。

(原告の主張)

(1)被告が主張する原告の違反行為については,以下のとおり,いずれも否認ないし争う。

ア Bの件

Bは ,本件監査において,訪問看護に従事していた時間のみを勤務時間として申告し,訪

間看護に要する往復の時間,訪問看護の準備や後片付けに要する時間′書類の作成等を行

う時間を申告しなかつたにすぎない。本件事業所から訪問看護先に向かう際には30分 ,訪間

看護先から帰る際には1時間30分程度かかるのであるから,これらの時間を考慮に入れて

計算すると,Bは ,週32時間の常勤性を満たしていた。

イ Dの件

Dは,看護師として原告で勤務している。本件監査初日,Dは体調不良で欠勤する旨の連

絡をしていたものの,午前3時30分ころ,本件事業所に顔を出し,その後,監査が始まる前に

帰宅した。そのため,同 日のタイムカードに午前8時 30分の出勤時のみの記録がある。

訴外会社 (有限会社E)の支払控除項目一覧表にDの氏名が記載され,同社が運営する事

業所でDの健康保険証が取り扱われていたのは,年金関係の配慮によるものである。また,D

は,同社の宅老所で夜勤の臨時勤務をしていたことはあるが,月 ―,二回程度のことにすぎな

い 。

ウ Fの件

Fは ,平成2¬ 年11月 当時,午前6時30分から午前7時 30分まで,1日 1時間勤務していた。
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そして,「専従」に該当するためには非常勤であつても構わないところ,Fは ,上記勤務時間帯

において本件事業所での職務のみに従事していたのであるから,「専従」に当たることは明ら

かである。

被告が指摘する平成21年 11月 分の支給控除項目一覧表にFの名前がないのは,同一覧

表が内部資料にすぎないからであり,正式な支給控除項目一覧表にはFの氏名が記載されて

いる。また,訪問看護予定表にFの氏名が記載されていないことは,同 人が本件事業所で勤

務していたことと何ら矛盾するものではない。

工 Gの件

Gは平成20年9月 27日 の訪間看護について,前 日の電話連絡で時間を変更し,午前のう

ちにその提供を受けている。同日の経過記録の記載は単なる誤記である。また,同 月26日 の

受診についても,会計は付き添いの親族が行つており,Gは ,診察終了後すみやかに自宅に

戻り,訪問介護を受けている。なお,Gの入院は歯の治療を目的とするものであり,原告の提

供する訪間看護の内容とは直接関わりのないものであるから,上記経過記録に入院に関する

記載がないことにイ可ら問題はない。

被告が指摘するBのタイムカードの打刻との不整合については,配偶者控除を受けたいと

の希望を有するBが,実際の勤務時間よりも早めに打刻していたという事情がある。

オ Hの件

Hは ,被告のいう別の事業所の近くに住んでいるところ,毎朝午前9時前には,居室の掃除

のため―旦同事業所を訪れ,同事業所を利用しない日は,30分ないし40分ほどで掃除が終

わつた後,居室に戻つていた。上記事業所の申送帳の記載は,Hが居室の掃除の間,一旦同

事業所を訪れていたことを示すにすぎない。そもそも上記申送帳は単なるメモである。

上記事業所の運転日報には,平成21年 10月 14日 及び同月21日 ,Hを朝9時 20分に迎

え,午後4時25分に送つた旨の記載があるが,これも送りの時間を誤記したにすぎない。

力 Iの件

被告が記載内容等に違いがあるとするIの計画書又は報告書のうち,平成可9年 10月 ,同

年11月 ,平成20年 12月 の計画書については,日 付の違いと利用者らのサインの有無の違

いがあるのみである。この相違は,原告が,保険者に対し法23条の書類等の提出を行い,そ

の後返還を受けたところ,これらの計画書等が紛失されるなどしていたため,やむなく,再度プ

リントアウトしたために生じたにすぎない。日付の相違も,印刷時の指定を月初めにするか月

末にするかが統一されていなかったからにすぎない。

また,その余の平成19年 12月 ,平成21年 2月 の報告書については,上記と同様の理由で

再度プリントアウトした際,デスクトップパソコンから出力すべきところ,別のノートパソコンに保

存されていたデータを誤つて出力してしまったものである。管理者氏名欄の相違も,印刷時の

指定を誤つたにすぎない。

以上のとおり,計画書及び報告書については,正確な内容の書面が作成されており,単に,

プリントアウト時のミスがあったにすぎないから,計画書及び報告書の提出については,主治

の医師との密接な連携は図られている。

(2)また,仮に,上記の事由のうち,外形的に認められるものがあつたとしても,それは単なる過

誤によるものである。しかるに,処分行政庁は,原告に対し,本件各指定の取消しという最も

重い処分を選択し,他方で,重大な法令違反を行つている他の事業者に対しては何の処分も

していない。本件各処分は,恣意的かつ不公正に行われたものといわざるを得ず,処分行政

庁の裁量権を明らかに逸脱し,違法である。
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(3)厚生労働省老健局長の指針をみても,監査が対象者に与える不利益に画己慮がなされており,

また,監査の主眼は,事実関係を的確に把握し,公正かつ適切な措置を採ることにあるとされ

ていることからすれば,監査をするかどうかの判断,あるいは監査をするとしてもその内容は ,

対象者に与える不利益を考慮しながら,公正かつ適切な措置を採るために必要最小限の範

囲でなされるべきである。しかるに,本件監査は,被告がその必要性を判断するにあたつて参

考にした保険者からの情報の精度が極めて低いこと,対象者たる原告への事前の確認がさ

れないまま強行され,その態様も強権的なものであつたのであつて,本件監査の手続自体が ,

上記指針の趣旨に反し違法性を帯びるというべきである。なお,被告のいう本件監査の「2日

目」は,監査であることを告知する書面の提示等もなく実施されたものである。

また,本件聴聞通知書に記載された処分理由は極めて抽象的であり,行政手続法¶4条 1

項,3項の要件を満たしていない。

さらに,被告は,本件各処分の理由として,本件聴間において問題とされていなかつた事由

を本件訴訟において事後的に主張しており,不利益処分の理由付記の趣旨に明らかに反す

る。

以上によれば,本件各処分は,その手続に重大な瑕疵があり,違法である。

第3当裁判所の判断

l Bの件について

前提事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によれば,①原告の就業規則には,従業員の労働

時間を過32時間,一般勤務における始業時刻を午前8時30分 ,終業時刻を年後5時 30分 ,

休憩時間を午後0時から1時までとする規定が設けられていること,②本件監査に際して原告

の従業員の労働時間を管理していた社会保険労務士から手書きで記入する方式のタイムカ

ードが提出され,Bのタイムカード(以下「本件タイムカード」という。)には,平成21年 9月 の勤

務日数は17日 ,勤務時間合計は105時間と記載されていること,③本件タイムカードに記載

された勤務時間は週32時間に満たない(1週あたり19時間ないし29.5時間)こと,勤務日数

はおおむね週4日 であること,以上の事実が認められる。

しかし,原告とBとの間の雇用契約が,非常勤によるものであることを認めるに足りる直接の

証拠は何ら存しない。この点,証拠中には,原告が,平成21年度入職の者の履歴書や雇用

契約書の提出を拒んでいるとの監査結果の報告の記載があるが,同記載のみをもって,原告

が上記提出を拒んだと認めることはできない。

もっとも,雇用契約が常勤として締結されたものであつたとしても,就労の実体が非常勤と同

視できる内容であれば,運営基準61条 1項及び支援基準64条 1項の「常勤の管理者」に該

当しないということができる。しかし,証拠によれば,被告がタイムカードにより調査したのは,

平成21年9月 分の就労分のみであることが認められるところ,何らかの事情によリー定期間

早退を続けることも考えられ,原告においても,Bは¶歳の子がいるため良く休むという弁明を

しており,上記期間に早退した日が集中した可能性は否定できない。さらには,原告において

用いていたタイムカードが機械により刻字する方式でなく,出勤及び退勤の時間がその都度

行われていたか否かは証拠上明らかにされていないことからすれば,原告が主張するように,

訪問看護に要する往復の時間等を考慮すれば,常勤性を満たしていたか,厳密には就業規

則上の就業時間帯と異なる時間帯に就労することがあつたとしても,おおむね常勤性を満たし

ていたと評価しうる実態にあった可能性も否定できない。

被告がしたその他の調査の結果をみても,常勤性を否定すべき事情があるとはいえ工生他

に,Bが常勤ではなかつたことを認めるに足りる証拠はない。また,仮に,平成21年 9月 の1
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年3月 の時点で,原告が,厚生労働省令で定める従業者の員数を満たさなくなったものとして,

本件各処分をすることが許されるかも疑間である。

したがって,Bの件について,本件各処分の適法性を基礎付ける事情は認められなL
Dの件について

被告は,原告はDを常勤専従の職員として雇用しておらず,Dを雇用していたのは訴外会社

(有限会社E)である旨主張するところ,証拠及び弁論の全趣旨によれば,①本件監査に際して

上記社会保険労務士から提出された原告の平成21年 7月 分ないし同年11月 分の各給与の

支給控除項目一覧表にDの氏名は記載されていないこと,②訴外会社の同年可1月 分給与の

支給控除項目一覧表にはDの氏名が記載されているほか,本件聴間において原告から提出さ

れたDの健康保険被保険者証には事業者として訴外会社が記載されていることが認められる。

しかし,証拠によれば,被告の担当者は,Dが ,週3回から4回 ,午前9時から午前11時まで

本件事業所で勤務していた旨報告していること,訴外会社の上記一覧表のDの欄には出勤日

数が0日 と記載され,給与の支払は全くされておらず,健康保険料及び厚生年金保険料のみが

計上されて差引支給額がマイナスになっていることが認められ,以上の事実によれば,Dが原

告でなく訴外会社の運営する事業所で勤務していたことが裏付けられたとはいえない二

他方,D自 身は,平成21年 7月 から,本件事業所のみで勤務していたと供述し,原告代表者

及び本件事業所職員である」も,これに沿う供述をするところ,その勤務状況や給与の支払状

況が不明確であることについて,原告代表者は,本件監査2日 日の段階から,Dは ,常勤の職

員であるが,手の痛みがあることから可日8時間の勤務時間のうち休み時間を多く設定している

旨,通帳の写しを社会保険労務士に提出していないので,給与の支払を手渡しで行つている旨

の説明をしており,一応の説明はなされているといえる。

以上によれば,結局のところ,Dの本件事業 茎丸落実熊は判然としないものの,同人が ,

本件事業所の常勤専従の職員として勤務していなかったことを認めるに足りる証拠はないとい

わざるを得ない。

そもそも,上記事情にかかる被告の主張は,いかなる点で運営基準及び支援基準で定める

基準を満たすことができなくなり,法フ7条 1項2号及び1可 5条の9第 1項2号に該当するという

のかが判然としない。確かに,常勤の准看護師の数が減れば,他の職員の員数,勤務状況如

何によつては,原告において,運営基準60条 1項1号イないし支援基準63条 1項 1号イの要件

を満たさない計算となり,結局,上記各号に該当することになることは考えられるが,その具体

的な計算結果等の主張はない。

以上によれば,原告がDを雇用していなかつたことやDが本件事業所の常勤専従の准看護

白面マ可士ナ」`ザ1、 つ ■ ),7κ TヽI士 太 社 車 当 F岸
―
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し

2

し

満たすことができなくなった

したがって,Dの件につし

3 Fの件について

糖 告 l土 Fが_平成 21 年 10 日 衣 t 〔ヽ́11 月 14室 当 所 で菫れ落 l´ てい査か つたとキ張するとこ

ろ,証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告から提出された原告の平成21年 11月 分の支給控

除項目一覧表や訪問看護予定表にFの名前が記載されていないことは認められる。

しかし,証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件監査に際して社会保険労務士から提出された

原告の平成21年 5月 分ないし同年11月 分の各給与の支給控除項目一覧表にFの氏名があり,

基本給として,同年5月 分ないし同年9月 分はフ万4500円から13万 8500円 ,同年10月 分は
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3万 1000円 ,同年11月 分は2万9000円 が,それぞれ支払われた旨記載されていることが認

められ,原告代表者が,本件監査の2日 目においても,本件訴訟においても,Fが非常勤の職

員であつたと供述をしていることなども併せ考えれば,Fは ,原告の被用者として,本件事業所

において,同 年9月 ころまでは常勤で,同 年 10月 ころからは非常 落していたことがうか

がえる。

平成21年 10月 及び11月 におlする原告とFとの雇用関係や本件事業所での勤務時間1蠅
れ几卜日月云ザ]ヽ

‐
否ナ▲`1ぅ デヽ]ミ 1, fゝ,1! Ⅲ 士 同 人ザlミ 上 部 五日間 六` 1.ヽ イ 願 お 歳貯田 考 不 1士 ナ」`れ、ぅ■

こと,あるいは,本件事業所の職員として勤務していなかつたことを認めるに足りる証拠はない

といわざるを得ない。

鉄上によれば,原告がFを雇用していなかったこと,ひいては本件事業所において運営基準

及び支援基準で定める基準を満たすことができなくなつたことを裏付けるに足りる証拠はないと

いわざ ない。

したがって,Fの件について,本件各処分の適法性を基礎付ける事情は認められなしヽ。

Gの件について

証拠及び弁論の全趣旨によれば,Gについては,平成20年 9月 分の本件事業所による「訪

問看護2・ 准看」の提供が合計12回 ,いずれも午後1時から午後1時 59分までの時間帯で,最

終日は27日 と予定されていたこと,Gは ,同 月26日 ,病院の歯科口腔外科を外来受診し,同

日の会計終了時刻は午後1時 51分であること,同 月27日午後零時16分に同科に入院申込

みをし,同 日から同月29日まで入院していたことが認められる。

被告は,上記のような同月26日 の通院,同 月27日 の入院の事実に照らせば,Gは ,上記両

日に予定されていた「訪問看護 2・ た看 Iの提供 闇 帯 I丈病院にいたことになるから,原告が ,

同サービスの提供を行つた事実はない旨主張する。

しかし,G方の近くに住む同女の長女Kは ,同 月26日 のGの受診の際は,Kの子が付き添つ

ていること,同 日,Gから,翌 日病院受診の予定があるので,訪問看護の時間を早めてもらいた

い旨の電話連絡を受け,本件事業所に連絡したところ,応対した原告代表者は,時間を調整し

て看護師を向かわせると答えたこと,同月27日 ,病院に付き添うためにG方を訪れた長女は ,

Gから午前中に看護師が来たことを聞いたこと,Gの病院受診の際の会計は付き添いの者が

行つていたことを供述する。そして,上記Kの供述に,同月の訪間看護は27日が最後であるこ

とも併せ考えると,同 日の訪間看護については,午前中に時間変更し,入院前に行われた可能

性が高く,また,同 月26日 の受診の際の会計については,付き添いのKの子が行つた可能性

も否定できない。なお,本件事業所の経過記録には,Gの上記病院受診に関する記載はない

が,同記録は,実施したサービスに関する記録であることからすれば記載がないことが不自然

とまではいえない。訪問時間がGの入院していた午後である旨記録されていることも,上記時間

変更に伴う訂正漏れ等の可能性が否定できない。

また.被告 は.Bは .平成21年 4月 4日 から同年 10 月 31日 交 で G弁担当していなかったに

もかかわらず,同人を訪問した旨の経過記録が作成されていると撃

確かに,本件監査において,Bは ,「平成 年 月 日の介護保険法第76条第1項に基づく監

査における確認事項」と題する書面を作成して提出し,同書面にはGは記憶になく,訪問看護

記録の作成をした覚えはない旨の記載があることが認められるが,同書面の作成に至る経緯

が明らかでない上,Bがかかる記載をしたことが,直ち|こ Gにつき.本件事業所の職員による

註固看護が実施されなかったことを裏付けるものではない。被告は,本件タイムカードとの不整

分
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る。そして,他に,Gに関して居宅介護サービス費の不正請求があつたことを認めるに足りる証

拠はない。

5 Hの 件について

証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告の利用者Hに対する平成21年 10月 分のサービス

提供票には,同 月の水曜日(7日 ,14日 ,21日 及び28日 )のいずれも午前10時から午前10

時59分までの時間帯に「訪間看護 2・ 准看」の提供が実施された旨の記載があること,訴外

会社(E)の Hに対する同月分のサービス提供票には,同 月の水曜日以外の日の年前9時 55

分から午後4時までの時間帯に,同社が運営する事業所 (デイサービスセンターL)の通所介

護の提供が実施された旨の記載もあることが認められる。

糖 告 l土 _ 上 詔「Liか 'Hの 入居 牛 との 間で樽 用さ力.ス 由→美縮「
上 謂 期 FttR の フK躍 日にキ・.Hん

ミ
.

「L」を利用していた旨の記載があると主張するところ,証拠によれば,当該申送帳の同月13

日の欄に「明日10/14(水 )は皆L利用です。」と記載されていることが認められる。しかしな

がら,同 申送帳をみても,どの部分の記載が『L」 (午前9時55分から午後4時まで)において

記載された記録なのか,あるいは,実際に「L」を利用していたことを示す記録なのか判然とし

ない。しかも,例えば,Hが「L」 のデイサービスを利用していたはずの同月¬5日 の年前8時か

ら午後3時の欄には,Hについて,「ずつと眠つています」などとある一方,「 MさんとNさんデイ

に行かれました。」とある。これらによれば,同 申送帳を根拠に,Hが ,上記期間の水曜日にお

いて,訪問看護を受けていなかつたと断じる塁とができない。

また,被告は,被告提出にかかる「運転日報」と題する書面には同月14日 及び同月21日

の送迎の欄にHの名前が記載され,14日 の迎え時間は午前9時20分,送り時間は午後4時

25分,21日 の迎え時間は午前9時20分 ,送り時間は年後4時25分と記載されていることを

とらえて,Hは ,10月 ¬4日 及び2可 日,いずれも「L」 による通所介護の提供を受けているから,

本件事業所による「訪問看護2E准看」の提供は受けていない旨主張する。しかし,上記「運転

旦組Jと題する書面は作成者や作成の経緯が明らかでない上,同書面に記載された他の不ll用

者の名前とその筆跡等を比較すると,Hの名前だけが別の機会に追加して記載されたことが

うかがえるのであり,これをもって,被告主張事実の裏付けとすることはできない。そして,他

に,Hに関して居宅介護サービス費の不正請求があつたことを認めるに足りる証拠はない。

6 1の件について

(1) 被告 は,Iの 平成21年 10月 分の訪 間看護の得供については,24日 分を看護師が行つた

ものとして居宅介護サービス費が請求されているが,当 時本件事業所の正看護師はBの豊

であるところ,同 月の訪間看護予定表によればBの勤務日数は16日 であり,少なくとも8日 分

は訪問看護を実施していない旨主張する。

しかし,Bの 同月の勤 数弁日月島か I するI 足りる証拠 はなく,上謂請 Fロロ看語予定表の

記載をもつて,直ちに,同 月分の訪間看

いぉそして.他に.Iに閏して居宅介護サービス書 の 不 正請求 があったこと弁 めるに足りる証認

拠はない。

(2)また,被告1よ :1の 訪間看護計画書及び訪問看護報告書の事業所控えのものと主治の医

師へ提出したものとで,記載内容や報告者が異なっている旨主張する。

確かに,証拠によれば,本件監査の際に提出されたIの計画書のうち,平成19年 10月 分

につき同年9月 30日 付けで1らの署名押印があるものと同年10月 1日 付けで利用者らの署名

押印がないものが,同年11月 分につき同年10月 31日 付けでIらの署名押印があるものと同

年11月 1日 付けで利用者らの署名押印がないものが,同年12月 分につき同年11月 30日 付

が
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けでIらの署名押印があるものと同年12月 1日 付けで利用者らの署名押印がないものがそれ

ぞれ存在すること,報告書のうち平成19年 12月 分及び平成21年 2月 分につき管理者氏名

がBのものとOのものがあり,記載内容も一部異なることなどが認められる。

しかし,証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件事業所における計画書及び報告書の作成

はいずれもパソコンを使用して行われているところ,作成に使用されるパソコンは数台あること,

作成したデータを印刷する際には,その都度指定項目を選択する必要があり,その選択によ

っては,異なる結果が出力される場合があることなどが認められ,これらの事実を考慮すると,

被告が指摘する食い違いがいずれも印刷時における指定項目の選択の結果によるものとい

う原告の主張は,あながち不合理であるとはいえない。他に,本件事業所において日付や管

理者,内容の一部の異なる計画書等を意図的に作成したことをうかがわせる事情も理由も見

当たらない。

また, 被告は,計画書については平成21年4月 以降 .報告書については平 1年 2月 以

降主治の医師への提出がないとも主張するが,この点については,本件監査時に提出された

計画書や報告書にその旨が手書きで記載されているのみで,被告の主張を客観的に裏付 lす

る証拠はない。

そして,被告が主張する事実が,仮に運営基準70条 5項,6項,69条 3項に反するとしても,

法77条 1項3号に該当するのは,同号の文言から明らかなとおり,指定居宅サービス事業者

が単に運営基準の定めに違反した場合ではなく,当該事業者について,運営基準の定めに従

った適正な指定居宅サービス事業の運営をすることを期待することができないような事情を生

じた場合であるから,前記認定にかかる事情に照らせば,計画書及び報告書について,運営

基準の規定に従つた作成提出が行われなかつたことをもつて,原告について,運営基準の定

めに従つた適正な指定居宅サービス事業の運営をすることを期待することができないような事

情があるということはできない。

(4)以上によれば,Iの件について,処分の適法性を基礎付ける事情は認められないといわざる

を得ない。
卜言F河恥>ス` しl r生 迭獣,Π ′_ヽ !― Itt   I ず 圭_始上 ハ 士 五 十 ス カЛ.′_｀廻 由 !r

=ち
当 十 ス 室 空

7 ついて

を認めるに足りる証拠はない。したがって,本件各処分は違法であるα_

上 ぅT庫 蓋 → !子 子理由 ベ ホ スれヽ ス 調 査 す ス

「

歩歩I ■ 守 の とkヽ 山 1革士 ス,18

|す
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○ 契約についての基礎知識

1  訪間看護に係る重要事項説明書と契約書の関係

○ 介護保険法の下での厚生労働省の運営基準上は、訪間看護については、重要

事項説明書の作成、同意及び交付だけが義務付けられている。健康保険法に基

づく運営基準も同じである。
このため、実際には、多くの訪問看護事業者が重要事項説明書と契約書を作

成しているが、両者の関係が十分に整理されておらず、内容及び表現に混乱が

見られるものもある。

重要事項説明書を訪間看護といういわぱ商品の説明書とし、契約書をいわ

ば商品の販売 日購入についての約束書と考えて作成することが一つの方法と

いえる。

↓ ↓

○

商品の説明書であるからその内容 個々の利用者との合意であるか

ら、重要事項説明書の内容を確

認 し約東する部分のほか、加算

に係るサー ビスの利用の有無等

個別的な部分が含まれうる。

は 、 すべての利用 向 けナ‐一催

的なものとなる。

利用者 ごとの個別的な部分を除き、訪間看護という商品の説明は重要事

項説明書にすべて記載する。重要事項説明書にはない商品の説明が、契約書

にだけ出てくると利用者の誤解を招 く可能性があるので注意する。

重要事項説明書における商品の説明と、契約書における記載が矛盾した

り、整合性を欠くことがないように作成する。
○

重要事項説明書

いわば商品の説明

契約書

いわば商品を販売し、

購入することの約束

,ど
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2  代理、代筆、代行、立会い

佃) 代  理

【代理の種類】

任意代理

親権者による代理

未成年後見人による代理

成年後見人による代理

※代理権を付与された保佐人又

は補助人による代理もある。

【代理による訪間看護契約】

① ②

① 任意代理の場合は、訪間看護契約を締結 (又は契約の変更、解除)する

ことを委任し、代理権を授与する。本来は、A又はBか ら、Cに対し、A
作成の委任状を提出する。

法定代理のうち成年後見人の場合は、東京法務局が発行する登記事項

証明書によつて、Bが、成年後見人の資格を有することを確認する。保佐

又は補助の場合も同様である。親権者 (実親)の場合は、通常は、契約申

込時の状況等から親権者であることを確認できるであろう (養親の場合

は戸籍等で確認が必要な場合もありうる。)。

② Aの代理人として、契約を締結 (又は契約の変更、解除)する意思表示

をCに対して行う。正確には「A代理人B」 又は「A法定代理人B」 とし

③

算″

代  理

代 理法

事業者 C利用者本人A

代理人 B
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て表記して、Bが、訪間看護契約書に署名捺印する。

③ 訪間看護契約はAと Cと の間に成立し、訪問看護契約に基づく権利義

務はAと Cに帰属する。例えば、訪間看護契約に基づき適切なサービスを

受ける権利はAに帰属する。また、訪間看護契約に基づく利用料支払義務

もAに帰属する。従つて、Bが、連帯保証人等として、Bも 利用料支払義

務を負うことを約束していないときは、利用料を支払う義務を負わない。

なお、Bに代理権がなかつたとき (無権代理)は、Bが責任を負うことも

ある (民法 117条 1項。但し、同条2項 )。

※ 訪間看護契約を締結 した任意代理人 Bが、訪問看護記録の開示につい

ても代理権を有 しているわけではないことに注意。「訪間看護契約の締

結」についてだけ委任を受け、代理権を授与されたのであれば、代理人

として、訪間看護記録の開示を請求する場合は、あらたに「訪問看護記

録の開示」について委任を受け、代理権を授与される必要がある。

法定代理人である親権者又は成年後見人の場合は、原則として、代理

人として訪間看護記録の開示を請求することができる (個人情報保護法

施行令第 8条 )。 保佐人又は補助人の場合は、登記事項証明書記載の代理

権の範囲を確認するとともに、記録の開示についての本人からの委任 ロ

代理権摂与の要否も検討する必要がある。

(21 代  筆

【代筆による訪間看護契約】

①

①Aは、Bに対し、契約書への署名の代筆を依頼しているだけである。

②A自 身が、契約を締結 (又は契約の変更、解除)する意思表示をCに対

して行う。訪間看護契約書には、Aの氏名をBが署名する。代筆の事実

及び代筆者を明らかにしておくため、Aの氏名の付近に『代筆者 B」 と

Bに署名してもらうこともある。

②

事業者C利用者本人A

代筆者 B

す

'
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(3} 代  行

明確な用語ではない。「代理」の意味で使われた り、「代筆」等の意味で

使われたりするが、後者の意味で使われていることが多いかもしれない。

(4) 立 会 い

【立会いと訪間看護契約】

立会人 B

文字通 り、契約締結の場に立ち会 うことを意味 している。後日、契約締

結の有無が争われることがないように証人として立会いを求めることがあ

る。その場合、「立会人 B」 として契約書にBに署名 してもらうこともあ

る。

3  署名、自署、記名

「自署」は、文字通り「自筆の署名」である。「署名」を「自署」の意

味で使用していることもある。「記名」は、パソコンによる印字、社判等

のゴム判の押捺等の「自筆の署名」以外の署名である。代筆による署名

は、「自筆の署名」ではないので、本人との関係では「自署」ではなく、

「記名」となる。
「自筆」と「記名」を合わせて広義の「署名」ということもある。

事業者側は、大量の契約事務処理の必要上、「記名」で済まし、利用者

側には明確な契約意思を確認する必要上、通常は、「自筆」を求めてい

る。

,'

事業者 C利用者本人A

自署 (署名 )

署  名

記  名
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4  実印、三文判、契E「

○
　
　
　
○

契約の成立のためには、

的に契約書に捺印 (押印 )

必ずしも捺印 (押 印)は必要ではないが、習慣

がされている。

○

実印は、印鑑登録をしている印。事業者も利用者も、訪間看護に係る重

要事項説明書又は契約書については実印を用いる必要はなく、む しろ使用

すべきではない。

実印以外の印として、銀行に届出ている銀行印があるが、これも重要事

項説明書又は契約書には使用すべきではない。

実印でも銀行印でもない印として、俗に三文判と呼ばれるものがある

が、利用者の印としてはこれで十分である。事業者は、訪問看護契約用の

印を用意 しておけば良い。

契印 (割印)は、契約書類が二枚以上ある場合に、それ らがひとつづき

の一体のものであることを証明するために、又は一部の差 し替えを防止す

るために印を押すこと若 しくは押されたその印影をいう。

契約の成立のためには、契印 (割印)は必要なものではない。

5  成年後見

【後見制度の概要】

_未成年後見 :未成年後見人

後見 (狭義)i成年後見人

後 見

(広義 )

法定後見 保佐 :保佐人

補助 i補助人

成年後見

任意後見 :任意後見人

あ0
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審   理

申立の準備

申  立保全処分の申立

財産管理人の選任等

の保全処分

【後見開始の審判の手続】

(緊急の場合)

(2週間 )

本人の住所地の市町村に通知

①精神上の障害及び判断能力の診断

②任意後見契約の登記の有無の確認

③申立の要否、制度の選択、成年後

後見人候補者の選定等の検討

④申立書作成、必要書類の準備等

申立権者は配偶者、四親等内の親族等

市町村長も申立可能 (老福法 32条 )

本人の住所地の家庭裁判所に申立

※ 1

①原則として精神鑑定を実施。

②本人の陳述を聴取

③成年後見人となるべき者の意見

聴取

④成年後見監督人となるべき者の

意見聴取 (選任するとき。)

⑤親族等の関係者の意向聴取等

※ 2

(2週間)

※ 1 家庭裁判所の許可がなければ、申立ての取り下げ

はできない。

※2 任意後見人及び任意後見監督人がある場合はこれら

の者にも告知する。

※3 保佐又は補助開始の審判の場合は、市町村ヘ

の通知は行わない。

＝
＝

）

3

審   判

申立の却下

後見開始の審判

成年後見人の選任

成年後見監督人の選任 (選任が

必要なとき。)

立人に告知 立人に告知本人に通知 成年後見人に告知

後見開始の審判の確定 申立却下の審判の確定

東京法務局に登記

歩′
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○老人福祉法

(審判の請求 )

第二十二条 市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉 るため特 I 必

要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条

第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九

第一項に規定する審判の請求 弁す ど' が で 去るハ

A

6  Q&A

従来の質問例。具体的な状況によつて回答内容は変わりうるので、回答

はあくまでも参考であり、一般的な正答を示すものではない。

Ql 当法人では、契約書と重要事項説明書をこの順番で一つづりにしてい

るが、重要事項説明書を先につづらなければならないか。

重要事項説明書を商品説明、契約書を商品購入の約束書と考えるなら

ば、一つづりにする場合、重要事項説明書を先にするのが自然とも言え

る。しかし、契約書の内容自体が重要事項とも言えること、運営基準は

契約書の作成を義務付けていないことから、つづり方の順番に合理的な

理由があれば、順番自体は特に問題にならないと考えられる。但し、重

要事項説明書を説明することなく、先に契約書だけ説明して署名を得る

ことはできない。

Q2 利用者の署名を一度で済ませるため、利用者用の契約書と事業者用の

契約書の間に市販のカーボン紙をはさんで利用者に署名して頂いている

が、問題があるか。

A   同一内容の契約書であれば、問題ない。

Q3 利用者本人は手が震えて署名できないため、家族に代筆して頂くこと

があるが、その場合、「代筆者OOOO」 と代筆者に付記して頂く必要

があるか。

A 契約の成立のためには、「付記」は必要ない。しかし、後日、代筆の

有無、契約の成否が争われるおそれがあれば、「付記」して頂いた方が

良い。

訪間看護の利用料の不払いに備えて、契約書に連帯保証人の欄を設け

て例えば利用者の家族に連帯保証人として署名して頂く必要はないか。

ぢユ
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A

Q5

Q6

A

A

一般的には必要ないのではないかと思われる。常に連帯保証人を求め

る扱いをすると、利用者希望者の利用を阻害するおそれがあること、保

険給付があること、利用料の不払い率が不明であること等による。但

し、利用料の不払い率又は額が高い等の事情があれば、連帯保証人を求

めざるを得ないことはありうる。なお、契約書では連帯保証人を求め

ず、実際に不払いが生じた利用者に支払いを約束させる場合に限つて、

連帯保証人を求める方法もありうる。

事業者 (法人)の代表者が変更した。既に重要事項説明書に同意を頂

き、訪間看護契約書も締結している既存の利用者についても、代表者名

を変更した新たな重要事項説明書に同意を頂き、訪問看護契約書も締結

し直す必要があるか。

必要ない。代表者が変更した旨の挨拶文を利用者に配布する等して周

知を図ればりる。契約は事業者 (法人)と しているのであつて、代表者

個人としているのではないこと、また、一般的に言つて代表者が誰であ

るかはサービスの選択に資する重要事項ではないと考えられるからであ

る。

介護保険制度の改正に伴い重要事項説明書と訪問看護契約書の内容を

変更しなければならないが、契約締結済みの既存の利用者についても、

変更した新たな重要事項説明書に同意を頂き、訪問看護契約書も締結し

直す必要があるか。

同意済みの重要事項説明書及び締結済みの訪間看護契約書はそのまま

にして、例えば「重要事項説明一部変更書」、「訪間看護契約一部変更合

意書」のような表題の書面 (複数又は一つづ りの書面)を作成して、説

明 し、同意又は署名を頂 く方法と、新たな重要事項説明書に同意を頂

き、新たな訪間看護契約書を締結 し直す方法がある。いずれにするか

は、変更部分の量と理解の しやすさ等による。

ぢ
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第 1 重要事項説明書

訪問看護サービスのご利用者様 (基下 蛛け用者」と表記させて頂きます0が 、訪問看護

の事業者又はサービスを選択する上で必要な重要事項を次のとおり説明いたします。利用

者のご家族様 (以下「家族」と表記させて頂きます。)もご確認ください。

1 鶉 の概要

○○法人○○○○ (以下「事業者」といいます。)の概要は次のとおりです。

表 1:葺諜堵の概要

2 事業所の概要

○○訪問看護ステーション (以下「事業所」といいま丸 )のオ既要は次のとおりです。

伍) 事業所の名称 。所在地等

表2:事業所の名称・所在地等

９

日

事業者の名称 ○○法人OOOO
事業者の代表絡 代表者 OOOO
事業者の所在地

事業者の代表電話番号 一〇〇〇〇―○○○○

事業者の設立年月日 ○〇年○○月○○日

事業者の事業概要
介護保険の訪問看護事業、介護予防訪問看護事業及d辞毛介護

支援事業のほか、医療保険の訪問看護事業を運営しています。

事業の種類 指定訪問看護事業 (介護保ロ

施設等の区分 訪問看護事業所 (訪問看護ステーシヨン)

事線 OO訪問看護ステーション

事業所の所在地 ○○○○○○

管理者の氏名 ○○○○

電話番号 (代表) ○○○○―○○○○一〇〇〇〇

指定年月日、指定番号 平成  年  月  日指定 ○○○○県OOOOOOOO号
開設年月 日 ○〇年○○月○○ 日

通常の事業の実施地域 OOOO、 ○○○○ ○○OO、 ○○○○。

事業所の営業日 月曜日から土曜日 (祝 日及び 12月 29日 ～ 1月 3日 を除く。)

事業所の営業時間 ○ OO～○ :○○

サービスの提供 日 事業所の営業日と同じ。

深夜時間帯通常時間帯 早朝時間帯 夜間時間帯

22:00～
6i00

サービスの提供時間帯 8:00～
18:00

6:00～
8:00

18:00～
22:00

サービスの提供体制
サービス提供体制強化、緊急時訪問看護、特別管理、ターミナルケア

及び看護体制強化の各加算に係る体制を整備しています。【4頁】

併設事業所
指定介護予防訪問看護及び指定居宅介護支援の各事業所を併

設。医療保険の訪問看護ステーションも兼ねています。

6声

注)上記の「通常の事業の実施地域」以外にお住まいの利用者もご相談下さヤち
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僻

①

②
③

12) 訪問看護事業の目的

④
⑤

利用者が、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の

維持又は向上を図ることを目的としています。

訪問看護事業の運営方針

介護保険法その他関係法令を遵守します。

利用者の意思及び大格を尊重し、常に利用者の立場に立って訪問看護を提供します。

利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計

画的に訪問看護を提供します。

定期的に、訪問看護の質の評価を行い、常に改善を図ります。

訪問看護を提供するに追たっては、主治医、居宅介護支援事業者その他の保健医療サ

ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

14) 事業所の設備及び備品

事業所には、訪問看護事業を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けてお

り、また、訪問看護の提供に必要な設備及び備品を常備しています。

(5) 職員の酉己置状況等

事業所には、以下の職員を配置しています。

①  職員の配醐

表3:職員の配醐

②  職員の職務内容

管理者 :従業者及び業務の管理を行います。但し、適宜、訪問看護も行いま坑

訪問看護の提供に当たる従業者 :実際に訪問看護を行います。

事務員 :事業所の業務に関連した事務を行います。

3

合計職 種 保有資格 常勤 非常勤

①管理者 看護師

看護師

イ呆健自雨

准看護師

理学療法士

イ聯 趾

②訪問看護の提供に当
たる従業者

言語聴覚士

③事務員

ぢ6
- 144 -



16) サービス提供体制

事業所では、以下のサービス提供体制を整備しています。

①  サービス提供体制]虫イ助日算に係る体制

イ)全 ての看護師等 (前掲表3の①及び②の職員。以 電ヽ において同じ。)に対し、看

護師等ごとに研修計画を作成し、その計画に従い、研修 υ陪限こおける研修を含帆 )

を実施又は実施を予定しています。
口)全 ての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施しています。
ハ)看 護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が3割以上です。

加算の内容については、後記4の表4の注 7、 表5の注2をご参照下さい 【8頁】。

②  緊急時訪問看護加算に係る体制

利用者又は家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に24時間対

応できる体制を敷いており、計画的に訪間することになつていない緊急時訪問を必要に

応じて行います。この対応は、利用者の同意を得て行います。

加算の内容については、後記4の表9をご参照下さい 【10買】。

③  特別管理加算に係る体制

特別の管理を必要とする利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行え

る体制を敷いています。

加算の内容については、後記4の表10をご参照下さい 【10買】。

④  ターミナルケア加算に係る体制

イ) ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡できる体制を確保しており、

かつ、必要に応じて、訪問看護を行うことができる体制を整備しています。
口) 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケア係る計画及び支援体制

について利用者又は家族等に対して説明を行いターミナルケアを行いま現
ハ) ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要な事項を適切に記

録します。

加算の内容については、後記4の表11をご参照下さい 【10頁から11頁】。

⑤  看護体制]負化力日算に係る体制

医療ニーズの高い不可用者への訪問看護の提供体制を強化しています。

加算の内容については、後記4の表15をご参照下さい 【12頁】。

う″ 4
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3 訪問看護の意味及び提供脳

位) 訪問看護の意味

訪問看護は、要介護状態にあつて居宅 (注 1)イこおいて介護を受ける利用者 (注 2)イこ

ついて、その居宅において、看護師等 (注 3)イこより行われる療養上の世話又は必要な診

療の補助をいいます。

注1)養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームにおける居室を含みます。

注2)主治医が、治療の必要の程度につき、病状が安定期にあり、居宅において看護師

等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要すると認めた利用者に限ります。

通院が困難な利用者に限りますが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上

での居宅での支援が不可欠な者に紺して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の

提供が必要と判断された場合も利用できます。また、下欄に記載の疾病等の利用

者は、医療保険の訪問看護の対象となるため除かれます。

後記5(1滲照。【13頁】

末期の悪陽 、夕夕発隆硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮脚 索硬化症、

鶴 胡ゝ酋変隆症、ハンチントン病、進行陛筋ジス トロフィー症、パーキンノン病

関連疾患 (進行膨 上隆麻痺、大脳皮質基底核変隣 及びパーキンノン病 (ホー

エン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又は

Ⅲ度のものに限る。)をいう。)、 多系統萎縮症 (線条体黒質変隆症、オリーブ橋

河胡肖萎縮症及びシャイ 。ドレーガー症候群をいう。)、 プリオン病、亜急陛則瞥性

全脳炎、ラインブーム病、副腎白質ジス トロフィー、脊随陛筋萎縮症、球脊随性

筋萎縮症、慢性炎たL脱随陛多発神経炎、後天醜 不全症候群、頚髄損傷及び

人工呼吸器を使用している状龍

注3)看護師のほか、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士を含

みます。

12) 訪問看護の提供方法

事業者は、前記 2(31の 「事業の運営方金拘 の下に、利用者に対し、以下のように訪問

看護を提供します。

①  主治医の文書による指示

事業者は、訪問看護の提供の開始に際し、主治医による指示を文書 (指示書)で受け

ます。

② の

看護師が、主治医の指示及びレ の状況を踏まえて、訪問看護計画 陸 上の目標、当

該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した書面をいいます。本冊子に

おいて同じ。)の原案を作成します。
居宅サービス計画が作成されている場合には、それに沿つて、訪問看護計画の原案を

作成します。

5
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④
　
　
　
⑤
　
　
　
⑥

③  利用者の同意

看護師が、訪問看護計画の原案について利用者又はその家族に対して説明し、文書によ
り不可用者の同意を得ます。

看護師が、利用者の同意を得た訪問看護計職 禾ll用者に交化 ます。

事業者は、訪間看護計職 定期的に主治医に提出します。

訪問看護の提供

事業者は、主治医と密接な連携を図りながら、訪問看護計画書に基づいて、医学の進歩に

対応した適切な看護技術ともつて訪問看護の提供を行います。
訪間看護の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について

ノガ
＼かりやすく説明します。
訪問看護の提供に当たつては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環

境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。

訪問看護の提供に当たる看護師等は、身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又はその

家族から求められたときは、これを提示しま坑

緊急時訪問看護、特別管理及びターミナルケアについては前記2の(0の②から④をご
参照下さい 【4頁】。

看護師は、訪問看護報告書 (訪問日、提供した看護内容等を記魏 た書面をいいます。)を

作成し、定期的に主治医に提出します。

事業者は、訪問看護計画の実施状況の把握を行い、主治医と密接な連携を図りながら、必

要に応じて訪問看護計画の変更を行います。

⑨  訪問看護を担当する職員

それぞれの利用者の訪問看護を担当する職員は、事業所において定めます。担当する職

員を変更する場合は、事前に、鞠 斡 らゝ利用者に連絡します。

(3) 緊急寺等の対応

看護師等は、現に訪問看護の提供をイめ ているときに利用者に病状の急変等が生じた場

合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医への連絡を行い指示

を求める等の必要な措置を講じます。

に) 要介護認定の更新申請の援助

事業者は、必要と認めるときは、利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の

30日前までに要介護認定の更新の申請がなされるよう、必要な援助を行いま現

⑦

③

6
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4 不可用器 の徹

但) 利用料等の額

利用者には、 1)の利用者負担又は2)の利用料に4)の 「その他の費用」を加えた

合計額のお支払い頂きま 木冊子 れ らを 「禾
‐
|1用料等 |と絲 しまi

※ 禾U用料等の概要

1)利用者負担 【本頁】

又イま 3)細則 【8～ 12頁】

2)利 用 料 【本頁】

プラス

4)その他の費用 【12頁】

1)利 用者負担

の利用料の一部として、 3)の表4又は表 5記載の 味1用者負担」を利用者にお支払い

頂きま現  3)の表 6から表 14記載の各加算事由があるときは、各加算に係る 啄可用

者負担」もお支払い頂きま坑
「利用者負担」の害1合は、平成 27年17月 31日 までは 1害 1、 同年 8月 1日 からは市

町村から交付される負担割合証に記載の割合 (1害J又は 2割)と なります。

注)次の2)の注)の0からOのいずれの場合にも該当しないときで現

2)利 用 料

つ 3 の

表 4又は表 5記載の 味可用料」をお支払い頂きます。3)の表 6から表 14の各加算事由

があるときは、各加算に係る 味J用料」もお支払い頂きます。利用料のお支払いを頂いた

ときは、事業者は、利用者に紺し、「サービス提供証明書」を交付します (市町村に対し

保険給付を請求できる場合に限ります。)。

注)次のいずれかの場合に該当するときです。

0利用者が要介護認定を受けていない場合、
②要介護認定の有効期間を経過している場合

0居宅介護支援を受けることにつき市町村に届け出ていない場合

0居宅サービス (ケアプラン)に当該訪問看護が位置付けられていない場合

0当該訪問看護が利用者の要介護状態に応じた支給限度額を超過したものである場

合

O録険料の滞納等により介護保険法の保険給付の制限を受けている場合

し

7
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3)利 用者負担及び利用料の細目

以下の細目について、ご不明なッ点若しくはより詳しい内容は、事業所又は訪問看護を担
当する職員にお問い合わせ下さヤち

表4:所要時間別の利用者負担及び利用料 (1回につき)

1時間以上

1時間30分未満

所要時間

禾U用料等
20獅 30妹 満

30分以上

1時間未満

利用者負担 利用料の 1割又は2割

利用料 3,160円 4,690円 8,200円 11,120円
注 1)

注 2)

注 3)

注 4)

注 5)

注 6)

注 7)

金額は、看護師又は保健師の場合です。准看護師の場合は注4)のとおりです。

利用者負担の算定方法 :禾∬用料一利用料×100分の90により算定します。但し、

保険給イ寸の率が100分の90でない場合は、その割合によつて算定します。

利用料の算定方法 :厚生労働大臣が定めるところに従い、1単位の単価 (10円)に
所定の単位数を乗じて算定しています。単位数算定の際は小貌煮以下を四捨五入し、

金額換算の際は1円未満を切り捨てて算定しています。

准看護師が訪間看護を行つた場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数
で算定します。
事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所

と同一建物に居住する利用者又は事業所における1月 当たりの利用者が同一の建物に

20人以上居住する建物の利用者に対し、訪問看護を行った場合は、所定の単位数の

100分の90に相当する単位数を算定します。

所要時間は、実際に訪問看護に要した時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けられ

た内容の訪問看護を行なうのに要する標準的な時間です。

利用料の金額は、サービス提供体制強イ助日算 (1回につき6単位加算)を した後の

金額です (前記2(60参照。【4買】)。

表5:理学療法士等による訪間の場合の利用者負担及び利用料 (1回につき)

注 1)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問看護を行つた場合の利用料等です。

これらの者による訪問看護は、 1回当たり20分以上訪問看護を実施します。

注 2)この場合も表 4の注 2)、 注3)及び注 5)から注 7)の算定によります。

表6:早朝・夜問・深夜に訪問看護を行った場合の加算 (1回につき)

回数

禾U用料等
1日 に2回以下の場合 1日 に2回を超えた場合

利用者負担 不可用料の 1害J又は2割

利用料 3,020円 2,720円

加算事由

深 夜

(20:00
から6:00)加算される

利用料等

早 朝

(6:00
から8:00)

夜 間

(18:00
から20:00)

加算される利用者

負担

表4及び 5記載の各利

用者負担の25%加算

表 4及び5記載の各利

用者負担の25%加算

表 4及び 5記載の各利

用者負担の50%加算

加算される利用料
表 4及び 5記載の各利

用料の50%加算

表 4及び 5記載の各利

用料の25%加算

表4及び 5記載の各利

用料の25%加算

8
″ - 149 -



注 1)力日算される利用者負担の算定方法 :力日算される利用料一加算される利用料×100
分の10により算定します。但し、保険給付の率が100分の90でない場合は、

その割合によつて算定します。

注2)力日算される利用料の算定方法 :基本となる単位数十基本となる単位数×加算割合に

より得られる単位数に1単位の単価 (10円)を乗じて算定します。単位教算定の

際lま′lヾ貌点以下を四捨五入し、金額換算の際は1円未満を切り捨てて算定します。

注3)訪問看護のサービス開始時間が加算の対象となる時間帯にある場合に加算になりま

現

注4)表 9の注3)の緊急時訪問との関係について、同注をご参照下さセち

表7:複数の看護師等が同時に訪問看護を行つた場合の加算 (1回につき)

注 1)複数の看護師等による訪問看護は、利用者又は家族等の同意を得ている場合であつて、

④利用者の身体的理由によリー人の看護師等による訪問看護が困難と認められるゥ彦弓「r」ド、

Θ暴力行為、著しい迷惑行為、器物損壊行為等が認められる場合、○その他利用者の状

況等から判断して、④又融9に準ずると認められる場合のいずれ力ヽ こ該当するときに行

います。

注 2)訪問を行 うのは、両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若

しくは言語聴覚士です。

表8:長時間訪問看護を行った場合の加算 (1回につき)

D励 問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」とは、次のいずれ力ヽ こ該当する状態

です。
イ 在宅悪陽 患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状

態又は気道カテーテル若しくは留置カテーテルを使用 している状臨

在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、

在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿

指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅

肺高血圧症忠者指導管理を受けている状縄

ハ 人工肛門又は人工膀脱を設置している状態

二 真皮を超える褥盾の状態

ホ 点滴注射を週 3日 以上行う必要があると認められる状態

ロ

9

30分以上の場合
所要時間

30分未満の場合力唯語さ

る禾B用料等

利用料の 1割又は 2割加算される利用者負担
4,020円2,540円加算される利用料

訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対し、所要時

間 1時間以上 1時間30分未満の訪問看護を行つた後に引き

続き訪問看護を行 う場合であって、当該訪問看護の所要時間を

通算した時間が 1時間30分以上となる場合

加算事由

(通算時間)

加算される

禾Ц用料等

利用料の 1割又は 2害 1加算される利用者負担
3,000円加算される利用料

,ユ
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表9:緊急時訪問看護加算 (1月 につき)

注 1)緊急時訪問看護加算に係る体制の整備について、前記2(6)②参照 【4頁】。

注 2)事業者による対応の方法は、状況に応じて、電話での対応、次注の緊急時訪問の実

施等があります。必ず、次注の緊急時訪問を実施するものではありませ航

注 3)「計画的に訪問することになつていない緊急時訪問」を実際に行つた場合には、その

緊急時訪問に応じた所定単位数 (准看護師による緊急時訪問の場合は所定単位数の 1

00分の90)による利用料等を算定 (表 4又は5記載の利用料等。但し、「20分

未満」の場合は「30分未満」で算定)します。この場合には、早朝・夜間・深夜の

訪問看護に係る加算は行いません (表 6を参照)。 但し、次表の特別管理加算を算定

する状態の利用者に対する1月 以内の 2回 目以降の緊急訪問については、早朝・夜

間・深夜の訪問看護に関する加算を算定します。

表10:特別管理加算 (1月 につき)

注 1)特別管理加算 (I)は、前掲表 8の注のイイこ記載する状態にある利用者に対し、訪

問看護の実施に関する計画的な管理を行つた場合の加算です。

注2)特別管理加算 (Ⅱ)は、前掲表8の注の口、ハ、二又はホに記載する状態にある利

用者に姑し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行つた場合の加算です (前注

及び本注につき、前記 2(6)③参鷺 【4頁】)。

表 11:ターミナルケア加算 (死亡月)

注 1)「当器 !ヽ用者」は、末期の悪L腫瘍その他次のセヽずれかの状態にある利用者に限りま

坑
タタ発陛硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮l生イ貝ll索硬化症、脊髄′J胡肖変性症、

ハンチントン病、進行陛筋ジストロフィー症、パーキンノン病関連疾患 (進イ予性

核上J隆麻痺、大脳皮質基底核変隆症及びパーキンノン病 (ホーエン・ヤールの重

症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限

利用者の同意を得て、利用者又は家族等に対して

絡できる体制にあつて、かつ、計画的に訪問する

いない緊急時訪問を必要に応じて行 う場合

２

と
ヽ
こ

4時間違

になつて
日算事由

力匝乖さ

る禾け用料等

加算される利用者負担 禾1用料の 1害J又は 2害J

加算される利用料 5,400円

訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、事業

所が、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行つた場合
加算事由

特別管理力日算 (Ⅱ )特別管理加算 (I)
加算される

不可用料等

加算される利用者負担 利用料の 1割又は 2割

2500円加算される利用料 5000円

加算事由 在宅で死亡した利用者に対して、事業所が、その死亡日及び死

亡日前 14日 以内に2日 (死亡日及び死亡日前 14日以内に当

該利用者に対して訪問看護を行つている場合にあつては、1日 )

以上ターミナルケアを行った場合 (ターミナルケアを行つた後、

24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含帆 )。

加算される

不可用料等

禾J用料の 1害J又は 2害J加算される利用者負担
20,000円加算される利用料

7'

イ
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る。)をいう。)、 多系統萎縮症 (線条体黒質変隆症、オリーブ綸 胡ゝ酋萎縮症及びシ

ャイ・ドレーガー症候群をいう。)、 プリオン病、亜急l生石更イ皆性全脳炎、ラインブ

ーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄陛筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎

たL脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用

している状態
口 急隆増悪その他当該利用者の主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要であると

認める状態

注2)ターミナルケア加算に係る体制の整備について、前記 2(6)④参照 【4頁】。

表12:初回加算 (1月 )

注)利用者が過去2か月間において、事業所から訪問看護 (医療保険の訪問看護を含帆 )

の提供を受けていない場合であって新たに訪問看護計画書を作成した場合の加算で坑

表13:退院時共同指導加算 暢韻けとして、退院又は退所につき1回)

加算事由

加算される

希J用料等

病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の利用

者が退院又は退所するに当たり、事業所の看護師等 (准看護師

を除く。)が退院時共同指導を行つた後に、その利用者の退院又

は退所後に初回訪問を行つた場合

加算される利用者負担 不可用料の 1害J又は 2害J

加算される禾ll用料 6 000円
注 1)「退院時共同指埓」 とは、利用者又はその看護に当たつている者に姑して、病院、診療

所又は介護老人保健施設の主治医その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導

を行い、その内容を文書により提供することを言いますЭ

注 2)退院又は画弗こつき 1回加算しますが、特別の管理を必要とする利用者 (厚生労働大

臣が定める状態にある利用者①前掲表 8の注参照)について、複数日に退院時共同指

導を行つた場合は 2回に限り加算します。

注 3)前掲表 12の初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しませ航

表14:看護・介詢碗尉目鋼熙ヒカロ算 (1月 に1回 )

加算事由

加算される

利用料等

事業所が、社会福祉士法及び介護福祉士法の規定に基づく登録

を受けた訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等

が当該事業所の利用者に対し、特定行為業務を円滑に行うため

に支援を行つた場合

加算される利用者負担 不可用料の 1害1又は 2害 1

加算される利用料 2 500円
注)「特定行為業務」とは、「社会福祉士及び介護福祉士法」の規定に基づく、喀痰吸引等の

うち厚生労働省令で定める行為 (特定行為)の業務を言いま坑

加算事由

力睦事さ

る禾可用料等

事業所において、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対

して、初回若しくは初回の訪問看護を行つた日の属する月に訪

問看護を行つた場合

加算される利用者負担 利用料の 1割又は2割

加算される利用料 3,000円

,井
11
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表15:看護体制]虫化力日算

D 「厚生労働大臣が定める基準」とは、次に掲げる基準のセヽずれにも適合することです。

① 算定日が属する月の前二月において、事業所における利用者の総数のうち、緊急

時訪問看護加算 はや)を算定した利用者の占める割合が100分の50以上である

こと。

② 算定日が属する月の前二月において、事業所における利用者の総数のうち、特別

管理加算 (表 10)を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。

③ 算定日が属する月の前十二月において、事業所におけるターミナルケア加算 (表 1

1)を算定した利用者が一名以上であること。

4) その他の費用

表 16記載の各費用は、利用者の負担となります。

表16:その他の費用

(2) 禾U用鵜 の靭

事業者は、各月ごとに利用料等の合計額を計算し、訪問看護を利用した月の分の請求

書をその翌月 20日 までに送付いたします。

利用者には、訪問看護を利用した月の分をその翌月末日までに、利用者が指定した金融

機関の口座から口座振替によりお支払い頂きます。

1か月に満たない期間の利用料等は、利用日数に基づいて計算した金額となります。

13) 利用料等の変更

①  事業者は、介護保険法及び同法に基づく厚生労働大臣の定めその他の制度の変更があ

つた場合には前記4(1)の利用者換担及び利用料の額を、変更することができるものとしま

坑

②  事業者は、物価の変動その他やむを得ない事由が生じた場合には前記4(1)の 「その他

の費用」の額を、それぞれ変更することができるものとします。

③  事業者は、①又は②により利用料等の額を変更する場合においては、利用者に封し、

事前に変更の理由及び内容を説明するものとします。

加算事由

力唯争さ

る禾可用料等

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府

県知事に届け出た事業所が、医療ニーズの高ヤ渾可用者への訪問

看護の提供体制を強化した場合

利用料の 1割又は2割加算される利用者負担

加算される利用料 1か月イこつき3, 000円

費用サービス内容等

交通費の実費
交通費

表2記載 (【 2頁】)の「通常の事業の実施地域」

以外の地域に居宅において行う訪問看護

複写 1枚につき、 10円
複写物の交付

利用者は、訪問看護の提供についての記録のイ(反

写を請求することができます。

クす 12
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5 訪問看護利用に当たつて

は} 医療保険の訪問看護の対象

下欄に記載の疾病等の利用者は、医療保険の訪問看護の対象となるため、介護保険の

訪問看護は利用できません (前記3(1)の注2参氏 【5頁】)。 この場合には、事業所にご

相談下さい。

末期の悪陽 、多発願 化症、重症筋無力症、スモン、筋萎緒性側索硬化症、脊随小

脳変隣 、ハンチントン病、進行性筋ジス トロフィー症、パーキンノン病関連疾患 (進行

性核上開 、大脳皮質基底核変陛庄及びパーキンノン病 (ホーエン・ヤールの重症度分

類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はШ度のものに限る。)をいう。)、

多系統萎縮症 (線条体黒質変性症、オリーブ橋河胡酋萎縮症及びシャイ・ ドレーガー症候群

をいう。)、 プリオン病、亜急隆硬イ陛陛全脳炎、ライゾゾーム病、副腎白質ジス トロフィー、

脊髄陛筋萎縮症、球脊髄蜘 、慢性炎たL脱髄陛多発神経炎、後天J陛免疫不全症候

群、頚髄損傷及び人工呼吸器をイ吏用している状亀

(2} 主治医の特別指示がある場合

主治医が、利用者が急陛増悪等によリー時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特

別指示 (特別指示書の交付)を行つた場合は、交付の日から14日 間を限度として医療保

険の対象となるため、この間、介護保険の訪問看護は利用できません。この場合には、事

業所と誹 目談下さい。

131 他の訪問看護ステーションを利用する場合

他の訪問看護ステーションを利用する場合は、サービスの調整等が必要になりますので

お知らせ下さ彰ヽ

但) 利用者の病状及びけ の状態等に関するこ確な情報のご提供

利用者の病状及び心身の状況等に応じた適切なサービスを提供するために、これらにつ

きできるだけ正確な情報をご提供下さセち

(5) 訪問看護の提供に当たる担当者

訪問看護の提供に当たる担当者は、職員の配置状況及び訪問看護の内容等を踏まえて、

事業所において決定させて頂きます。また、基本的に、複数の担当者の中から交替で訪問

当日の担当者が訪問します。担当者は事前にお知らせしますが、予告なく、担当者を変更

することもあります。

利用者又は家族から担当者についてのご希望をお申し出頂くことはできますが、特定の

看護師等のご指名はお受けすることができませ航 また、ご希望に沿えないこともありま

現
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16) 電気、ガス又は水道等の無償使用

①  看護師等が、訪問看護の提供のために電気、ガス又は水道を使用する必要があるとき

は、無償で使用させて頂きま坑

②  看護師等が、訪問看護の提供に関して事業所等に連絡する必要があるときは、無償で

電話を使用させて頂きます。

(7) 訪問看護の不可用の中止 (キャンセル)の場合のご連絡

利用者側のご都合により、特定の日時における訪問看護の利用を中止 (キャンセルl

する場合は、中止する日の前営業日のO時までにご連絡下さい (連絡先電話番号 ○○

但し、利用者の緊急の入院その他やむを得ない事由がある

場合はこの限りではありませ疵

なお、月曜日の利用を中止する場合は、前日の日曜日は営業日ではないので、土曜日

が前営業日になります。同様に 1月 3日 の利用を中止する場合は、前年の12月 28日

が前営業日となります。

(8)  禁止4子為

訪問看護の利用に当たつては、次に掲げる行為は行わないで下さい。

①  看護師等の心身に危害を及ぼす行為

②  事業者又は事業所の運営に支障を与える行為

③  以上のほか、訪問看護の提供を困難にする行為

利用者と事業者との訪問看護の提供に関する契約 (以下イ訪問看護        )
の契約期間は、契約で定めた日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。

契約期間の満了により、訪間看護契約は終了します。

ただし、契約期間満了日までに、利用者から事業者に対して、契約終了の申し出がない

場合は、同一の条件で契約は自動更新されるものとします。更新後も同様とします。

7 訪問看護契約の終了

位) 訪問看護契約の当然終了

契約期間中であっ乱 、訪問看護契約は、次に掲げる事由によつて当然に終了します。

①  利用者の要介護状態区分が、自立又は要支援と判定されたこと。
②  主治医が訪問看護の必要J陛んミないと認めたこと。
③  利用者が介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは療養病床に入所又は入

院したこと。
④  利用者が認知症対応型共同生活介護の利用を開始したこと。
⑤  利用者の死亡
⑥  事業所の滅失又は重大な毀損により、訪問看護の提供が不可能になつたこと。

⑦  事業所が介護保険法に基づきその指定を取り消されたこと。

6

,タ 14
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(2) 利用者の契約解除による終了

利用者は、事業者に対し、訪問看護契約を終了させる日から起算してO日前までに解

除を申し入れることにより、契約を終了させることができます。

但し、利用者は、次に掲げるいずれかの場合には、解除の申し入れlこ より、直ちに本契

約を終了させることができます。

①  利用者が入院(療養病床への入院を除く。)したとき。

②  事業者がその責めに帰すべき事由により訪問看護契約の条項に違反したとき。

③  その他やむを得ない事由があるとき。

俗) 事業者の契約解除による終了

事業者は、次に掲げるいずれかの場合には、訪問看護契約を解除することができま坑

①  利用者が利用料等の支キムいを3か月以上遅延し、事業者が相当の期間を定めて

催告したにもかかわらずその支払いをしなかつたとき。

②  利用者が前記 5記載の各留意事項に違反したことその他の事業者の責に帰すこ

とのできない事由により、当謝 I用者に紺して訪問看護を提供することが著しく困

難になったとき。

14} 事業の廃止等を理由とする事業者の契約解除による終了

事業者は、訪問看護事業の廃止、体止又鵡 卜 (営業地域の縮小を含帆 )をするとき

は、訪問看護契約を終了させる日から起算して少なくとも30日前に解除の申し入れを

行うことにより、訪問看護契約を解除することができます。

脩) 契約終了の際の連携等

事業者は、訪問看護契約の終了に際し、利用者又はその家族に対して適切な指導を行

うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者に封する情報提供並びに保健医療サービス

又は福祉サービスとの連携に努めます。

8 守秘義務及び個人J庸報の取扱し

但)鵡

事業者は、訪問看護を提供する上で知り得た利用者又はその家族等に関する秘密を正当

な理由なく第二者に漏洩しませ疵 契約が終了した後も同じです。

修)個 人情報の取扱い

事業者は、利用者又はその家族等の個人l睛報は、「個人情報の保護に関する法律」その他

関係法令を遵守して適切に取り扱いま現

″e.,
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9 苦盾への対応

位) 事業者の苦晴対応体制

事業者は、下欄に記載のとおり、苦晴に対応します。

121 行政機関その他の苦脂受付機関

として、下欄記載の機関がありま

10 事故発生時の対応

(1) 緊急連絡その他球要な措置

事業者は、利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合には、速や力ヽ こ、

市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

ます。

(2) 事故原因の分析と再発防止策

事業者は、訪問看護の提供により発生した事故の原因を分析し、再発防止策を講じま

坑

(9 損害賠償

事業者は、事業者の責に帰すべき事由により訪問看護契約の各条項に規定する義務に違

反し、これによつて利用者に損害を生じさせたときは、利用者に対し、その損害を速やか

に賠償します。

電話番号
ファックス

醸

(表 2参鷺

○○○○

事業所又は利用者の居宅において。

2頁】)受付時間

申出方法 OOOO一 〇〇〇〇

OOOO一 〇〇〇〇―

の結果に基づき、必要な改善策を検討立案

するとともに、改善策を実施し、その後も

を,1識 し、再発防止に努めます。

者又は家族に
そる事実の確認を行セを期

説明利用し、

適宜、改善策の実施状況
的な方法

の基本

所 在 地

電話番 号 ○○○○一〇〇〇〇一〇〇〇〇
○○○○○○○○○○市

介護保険課

○○県国民健康

保険団体連合会

所 在 地

電話番号 一〇〇〇〇一〇〇〇〇
○OOOOOOO

′″ 16
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11

位)

事業者は、利用者に対する訪問看護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から

〇年間保存します。

(2} 記録の閲覧又図謄写

利用者は、事業者に対し、訪問看護の提供に関する記録の閲覧又は謄写を請求するこ

とができます。この場合において、事業者は、「個大酔 の保護に関する渕曲 その他関

係法令に従って適切に応じます。謄写に要する費用は、前記4但 )の 4)(【 12頁】)の

とおり、利用者の負担となります。

事業者は、以上の重要事項につき説明し、利用者はこれに同意した。

悸撲第説明者)

(禾J用者)

(禾J用郷

署名捺印は署名欄 (【 21頁】)ヘ

,´
ひ 17
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第2 訪問看護契約書

様 (以下「禾吋用者」という。)と前記第1の重要事項説明書 (以下「重

(以下「事業者」という。)は、次のとおり要事項」という。)の 1記載のOO法人OOOO
契約 (以下「本契約」という。)を締結する。【 】内の数字は本冊子の関係する頁数を示す。

(契約の目的)【 3頁】

第1条 事業者は、利用者に対し、介護保険法に従い、¬J用者が可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、重要事項2

記載の事業所 (以下「事業所」という。)による訪問看護を提供することを約し、利用

者は、これを委託した。

働問看護の意的 【5頁】

第2条 訪問看護の意味は、重要事項3(1)記載のとおりとする。

働問看護の提供方法)【 5頁から6頁】

第 3条 事業者は、利用者に対し、重要事項312配載の提供方法に従い、訪問看護を提供す

る。

(緊急時等の加   【6頁】

第4条 事業者は、重要事項3(3)記載のとおり、現に訪問看護の提供を行つているときに利

用者に病状の急変等が生じた場合には、速や力ヽこ主治医への連絡を行い指示を求める

等の必要な措置を講じるものとする。

鬱勃翠鋸礎硬噺申請の援助)【6頁】
第 5条 事業者は、利用者に対し、重要事項 3ほ)記載のとおり、必要と認めたときは、要介

護認定の更新の申請がなされるよう、必要な援助を行うものとする。

lttU用料等の支キム及び変更)【 7頁から12頁】

第6条 不け用者は、事業者に射し、重鄭 4但屈載の利用料等 (力日算に係る利用者負担又

は利用料を含帆 )を同4(2配載の支払方法に従つて支払う。但し、重要事項4(1屁載

の加算に係る利用者負担又は利用料のうち下記のものについては、国にチェック(D
したものを支払うものとする。

記

□ 早朝加算 (重要事項 4(1)の 3)の表 6、 【8頁から9頁】)

□ 夜間加算 (重要事項4(1)の 3)の表6、 【8頁から9頁】)

□ 深夜加算 (重要事項4(1)の 3)の表6、 【8頁から9頁】)

□ 複数訪問加算 (重要事項4(1)の 3)の表7、 【9頁】)

□ 長時間訪問看護加算 (重要事項4(1)の 3)の表8、 【9頁】)

□ 緊急時訪問看護加算 (重要事項4(1)の 3)の表9、 【10頁】)

□ 特別管理加算 (1)(重要事項4(1)の表10、 【10頁】)

□ 特別管理加算 (Ⅱ)(重要事項4(1)の 3)の表10、 【10頁】)

ロ ターミナルケア加算 (重要事項4(1)の 3)の表11、 【10買から11頁】)

□ 初回加算 (重要尊馨〔4(1)の 3)の表14の表12、 【11頁】)

□ 退院時共同指導加算 (重要事項4(1)の 3)の表13、 【11頁】)

□ 看護・介護職員連携]釘助日算 (重要事項4(1)の 3)の表14、 【11頁】)

□ 看護体制強化力日算 (重要事項4(1)の 3)の表15、 【12頁】)

″ 18
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2 事業者は、重要事項4儒配載のとおり、利用料等の額を変更することができるもの

とする。

l禾J用者の蜘    【13頁から14頁】

第7条 不1用者は、重要事項5記載の各留意事項に従い、訪問看護を利用するものとする。

停喫的の契約期間)【 14頁】
第8条 本契約の契約期間は、平成〇年○月O日 から利用者の要介護認定の有効期間満了日

までとする。
2  前項の契約期間満了日までに、利用者から事業者に対して、契約終了の申し出がな

い場合には、重要事項 7記載のとおり、本契約と同一の条件で契約は自動更新された

ものとする。更新後も同様とする。

帥 の当然終了)【 14頁】

第9条 本契約は、前条の契約期間中であつても、重要事項8但配載のとおり、次の各号の

いずれかの事由が生じたときは、当然に終了する。

①  利用者の要介護状態区分が、自立又は要支援と判定されたこと。

②  利用者について、その主治医が訪問看護の必要がないと認めたこと。

③  利用者が介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは療養病床に入所又は入院した

こと。
④  禾叫用者が認知症対応型共同生活介護の利用を開始したこと。

⑤  利用者の死亡

⑥  事業所の滅夫又は重大な毀損により、訪問介護の提供が不哺 凱こなったこと。

⑦  事業所が介護保険法に基づく指定を取り消されたこと。

lttll用者による船  【14頁】

第 10条 利用者は、重要事項8(2)記載のとおり、本契約を終了させる日から起算して○日前

までに解除の申し入れをすることにより、本契約を終了させることができる。但し、

同記載のとおり、利用者は、次の各号のいずれかの場合には、解除の申し入れイこより、

直ちに本契約を終了させることができる。

①  利用者が入院 (療養病床への入院を除く。)したとき。

②  事業者がその責めに帰すべき事由により本契約の条項に違反したとき。

③  その他やむを得ない事由があるとき。

(事業者によるサ岬翁 【15頁】

第11条 事業者は、重要事項813)記載のとおり、次の各号のいずれかの場合には、本契約を

角年除することができる。

①  利用者が利用料等の支払いを3か月以上遅延し、事業者が相当の期間を定めて催告

したにもかかわらずその支払いをしなかつたとき。

利用者が、第7条に規定する義務に違反したことその他の事業者の責に帰すことの

できない事由により、利用者に姑して訪問看護を提供することが著しく困難になつた

とき。

事業者は、重要事項8但)記載のとおり、訪問看護事業を廃上、休止又イ鴎 デト (営業

地域の縮小を含帆 )するときは、本契約を終了させる日から起算して少なくとも○

○日前に解除の申し入れを行うことにより、本契約を解除することができる。

②

2
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(契約終了の際の連携等)【 15頁】

第 12条 事業者は、重要事項815庇戴のとおり、本契約の終了に際し、利用者又はその家族

に紺し適切な指導を行なうとともに、主治医及び居宅介護支援事業者に対する情報提

供並びに保健医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めるものとする。

(守秘義解)【 15頁】

第 13条  事業者は、重要事項9(1窟戴のとおり、訪問看護を提供する上で矢日り得た利用者

又はその家族等に関する秘密を正章な理由なく第二者に漏洩しない。本契約が終了

した後も同様とする。
2   事業者は、重要事項9(2屈載のとおり、利用者又はその家族の個大脂報を適切に

取り扱う。

(苦時への対応)【 16頁】
第 14条  事業者は、重要事項 10記載のとおり、訪問看護の提供に関する苦清に対応する。

(事故発生時の対応)【 16頁】

第 15条  事業者は、訪問看護の提供により事故が発生した場合には、重要事項 lЦ破 び劾

記載のとおり、必要な措置を講じるものとする。

眼害賠償謝   【16頁】

第 16条  事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により本契約の各条項に規定する義務に

違反し、これによつて利用者に損害を生じさせたときは、重要事項 lЦ3魔政のとお

り、利用者に対し、その損害を速や力載叡紳 る。

敵 の鉾 )【 17頁】

第17条 事業者は、重要事項 1黙1配載のとおり、利用者に対する訪問看護の提供に関する記

録を整備し、イ呆在子する。
2  利用者は、事業者に対し、重要事項 1黙2冠載のとおり、前項の記録の閲覧又は謄

写を請求できる。この場合において、事業者は、個人情報の保護に関する法律その他

関係法令に従って適切に応じる。
3 前項の謄写の費用は、重要事項4(1)の 4)記載のとおり、利用者の負担とする。

的

第18条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者と利用者は、

介護保険法その他関係法令の定めるところに従い、誠意をもつて協議するものとする。

本契約の成立を証して、本契約書 2通を作成し、事業者及び利用者が各 1通保有する。

ΥU用者l

l禾可用柳

p

(端 )

務 捺F「イま‰ 欄 (【 21頁 1)ヘ
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1  
～

第3署 名 欄

※ 該当する国をチェック (図)して下さい。

事業者は、訪問看護の提供の開始に際し、ご利用者様又はご家族様に対し、第1の

重要事項説明書により重要事項の説明を行うとともに、第2の訪問看護契約書により

その契約内容を説明しました。
平成  年  月  日

○OOOOOOO
OO法人OOOO
OO訪問看護ステーシヨン

事業者代表者 代表取締役

言沖,明著・名 E日

地
者
所

在
業
業

所
事
事

地
者
所

在
業
業

所
事
事

□ 事業者は、第 2の訪問看護契約書によりご利用者様と契約を締結しました。

平成  年  月  日

○○○○○○

OO法人

OO訪問看護ステーシヨン

事業者代表者 代表取締役 ○○○○  印

□  私は、事業者から、第 1の重要事項説明書により重要事項について説明を受け、同

意しました。
平成  年  月  日

私は、事業者から、第 2の訪問看護契約書によりその契約内容について説明を受け、

同契約書により事業者と契約を締結しました。
平成  年  月  日

l禾可用者) 住 所

氏 柔 F日

l禾け用者代朗 住 所

,学

氏 名 E日

21
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O利用料未払いについての一般的な留意点

①   支払日に支払いの有無の確認

→支払日又はその翌日に確認する。

→未払いを重ねさせ、滞納額を増やさない。

→滞納額が少ないうちに解決を図る。

②   未払いの場合は、速やかに(再)請求書を送付

→支払日からおおむね 7日 以内には (再)請求書を送付する。

→請求書の控えを保存する。

→次回の支払日までに解決を図る。

→請求の相手方に注意。家族には当然には請求できない。家族に請求が

できるのは、家族が契約当事者又は保証人になつている場合である。

あるいは、訪問看護契約が「日常の家事」(民法761条 )と 言える場

合の配偶者に対して請求するとき又は家族が相続 (但 し、相続放棄の

可能性もある。)したときである。

③   (再)請求書を送付しても、未払いの場合は、電話又は訪間で確認

→ (再)請求書を送付後、おおむね 7日 以内に支払いがない場合は、電話

又は訪間で支払いの有無を確認 し、支払い予定等を問い合わせる。

→「取 り立てる」姿勢ではな く、「ご相談に応 じます。」という姿勢で問

い合わせる。

→同 じような請求書を何度も送付 し、時間と労力を空費 しない。

④   未払いの理由1-経済的困窮の可能性

→減免措置の適用又は生活保護の受給の可否等について利用者又は家族

等と相談する。

→保険料未払いの場合は、全額自己負担になる可能性にも留意が必要。

⑤   未払いの理由2-独居日認知症等で財産管理困難の可能性

″

→市町村長申立てによる成年後見制度の利用を検討。
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→市町村又は地域包括支援センターに相談。

⑥   未払いの理由3-親族による経済的虐待の可能性

→高齢者虐待防止法により、市町村又は地域包括支援センターヘの通報

又は相談を検討。

⑦   未払いの理由4-支払いの合意の有無に争いがある可能性

→例えば、加算料について利用者との間で契約がない場合は、加算料の

不払いは利用者の支払義務違反にならない。

③   未払いの理由5-不適切なサービス提供の可能性

→例えば、サー ビスの開始直後に不適切な看護が原因で事故が発生 し、

その後のサー ビスの利用ができなかつた場合には、その日のサー ビス

利用料又は利用者負担の支払義務が発生せず、従つて、不払いは支払

義務違反にならない可能性がある。

③   支払いの猶予又は分割払いに応じる場合の留意点

→できるだけ書面にする。

→家族を保証人とすることも検討。

→実現可能な支払日、支払金額 (分割金額)、 支払回数とする。

⑩   時効にも注意

保険給付の時効期間は2年 (介護保険法第200条、健康保険法第 1

93条、国民健康保険法第 110条等)。

自己負担分については、「労力の提供に係る債権」と見れば 1年 (民法

第 174条 1号 )、 「医師の診療に関する債権」と同視すれば3年 (民法

第 170条 1項 )、 訪間看護事業を営む会社の債権と見れば5年 (商法第

522条本文)、 以上の適用がないとすれば 10年 (民法第 167条 1項 )

となる。

なお、平成 29年 5月 26日 に成立した改正民法によれば、5年であ

る (改正民法第 166条 1項 1号 )。 但し、3年以内に施行予定であり、

現在は未施行。

θ
`
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O事業者側からの契約解除の際の一般的な留意点

①  契約書、重要事項説明書における事業者の約定解除権の規定の有無。

→規定がない場合は、民法が規定する法定解除権の行使の可否の問題と

なる。

②  約定解除権の規定は有効性。

→無効の場合は、民法が規定する法定解除権の行使の可否の問題となる。

③  約定解除権又は法定解除権の発生事由の有無。

② 解除事由の有無、内容及び程度の検討 (解除の必要性)

④ 解除事由が生じた原因の検討

② 解除が利用者に与える不利益の有無、内容及び程度の検討

○ 解除回避の努力の有無、内容及び程度の検討等

※複数訪間の可否の検討

※ 訪間介護、訪間看護においては、「暴力行為、著しい迷惑行為、器物損

壊行為が認められる場合」又はこれに「準ずる場合」については、複数

訪間加算 (平成 24年厚労告95)が用意されているので、少なくとも、

この利用可能性の検討が必要であろう。

※認知症その他の精神上の障害の有無

利用者に認知症その他の精神上の障害があるために利用料の支払の手続

が行えていない可能性がある場合は、解除を検討する前に、家族又は地

域包括支援センター等と相談し、成年後見の利用を促すことが必要なと

きもある。

※経済的な困窮の有無

支払能力がないために滞納している可能性があるから、解除を検討する

前に、減免措置の適用又は生活保護の受給の可否等について利用者又は

家族等と相談することが必要なときもある。

θタ
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※高齢者虐待の有無

高齢者虐待 (経済的虐待)のために滞納が発生している可能性があるか

ら、解除を検討する前に、市町村又は地域包括支援センターヘの通報又

は相談を検討すべきときもある。

※利用料又は利用者負担の支払合意の有無

例えば、加算料について利用者との間で契約がない場合は、加算料の不

払いは利用者の支払義務違反にならない。

※不適切なサー ビス提供との関係

例えば、サー ビスの開始直後に不適切な看護が原因で事故が発生 し、そ

の後のサー ビスの利用ができなかつた場合には、その日のサー ビス利用

料又は利用者負担の支払義務が発生せず、従つて、不払いは支払義務違

反にならない可能性がある。

運営基準上の「正当な理由」(居宅基準第 9条参照)の有無。

約定解除権又は法定解除権の行使の適切性又は有効性。

② 契約書、重要事項説明書に記載された解除手続を履践。

④ 必要に応じ解除についての説明。

② 原則として即時解除は避け、解除の予告期間を置く配慮。

① 代替サービス確保のための猶予期間等の不利益を軽減措置

⑥  運営基準 (居宅基準第63条参照)の連守。

④

　

⑤

ひ〈P
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【参考条文】

(消費者契約法)

第3条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たつては、消費者の権 利

義務その他の消費者契約の内容が消費者にとつて明確かつ平易なものに

なるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際 し

ては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契

約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。

第 10条  民法、商法 (明治二十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩

序に関 しない規定の摘 用 よ る場 合 I 比 し、消費者の 禾II弁制 限 し、又 は

消書者の義務 弁加琶す る消書 者 ■翠約 条 I百 あって、の で 浅 笠 1 条 堂 2 I百

業目蒋 士 ス 真 太 画 団I

― FI T消 碁 寿 お 角I米 本 _★ 的 空 ス と.お「+銀 対 歩

する。

(民  法 )

(基本原貝1)

第 1条 私権は、公共の福祉に適合 しなければならない。

去差妻IIお 容 枯 弔 7ヾ萎 軍薇 ハ 房 ´子!+ r≡ 崇 ― 従 い 輪 申 … 手́名 ナ干「+易 トドナ=エ ナ干い2

3 権利の濫用は、 これ 弁許 さない

(公序良俗 )

第 90条 公の秩序 又は善 の 風 俗 反す る事項 弁 的とす

無効とする。

(履行遅滞による解除権 )

第 541条 当事者の一方がその債務 を履行 しない場合において、相手方が相

当 の 主日閤 歩 中 溢 T 多 お 房 各 の 催 基 本 し 多 の 営日間 !大li ムミナ, い と 去 は 六日屠

る法 律 行 為 は

∂7
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O東京地方裁判所平成21年 8月 28日判決

主  文

1 被告は,原告に対し,10万 円を支払えc

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は,これを6分し,その5を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

4 この判決は,第 1項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1請求

被告は,原告に対し,59万 0279円を支払え。

第2事案の概要

本件は,被告との間で身体障害者居宅介護契約を締結し,同契約に基づき 被告から居宅介

0279円の損害賠償の支払を求めた事案である。

1前提事実

(1)                   ≧

事業等を目的とする株式会社である。

(2)障害者自立支援法において,「 障害福祉サービス」とは,居宅介護及び重度訪問介護等をい

い(同法5条 1項 ),「居宅介護」とは,障害者等につき,居宅において,入浴,排せつ又は食事の

介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう(同条2項 )。 上記の「厚生労働省

令で定める便宜」とは,入浴,排せつ及び食事等の介護,調理,洗濯及び掃除等の家事並びに生

活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とされている(同 法施行規則第1条

の3)。

(3)原告は,平成 16年 3月 31日 ,被告との間で,概要下記約定で身体障害者居宅介護契約¢」!

下「本件契約」という。)を締結し〔「身体障害者居宅介護契約書」,以下「本件契約書」という。〕,_

同年4月 から平成 18年 11月 末ころまで,同 契約に基づき,被告の派遣するサービス従業者と全

ルパーい)から.居宅介護サービスの提供を受けた。

ア 契約の目的(第 1条 )

被告は,原告に対し,身体障害者福祉法令の趣旨にしたがつて,原告が可能な限りその居宅

において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう居宅介護を提供し,原

告は,被告に対し,そのサービスに対する料金を支払う。

イ 契約期間 (第 2条 )

(ア )契約期間は,平成16年 3月 31日 から原告の支援費支給期間満了日までとする(第 1項 )。

(イ )契約満了日の30日 前までに,原告から被告に対して,文書により契約終了の申出がない場

合,かつ原告の支援費支給期間終了後に改めて支給決定された場合,契約は更新されるものと

する(第 2項 )。

ウ 居宅介護サービスの内容(第 4条 )
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被告は,サービス従業者を原告の居宅に派遣し,居宅介護計画に沿つて,居宅介護サービス

を提供する(第 1項 )。

工 料金 (第 7条 )

原告は,サービスの対価として契約書別紙に定める料金をもとに計算された月ごとの合計額を

支払う(第 1項 )。

オ 契約の終了(第 10条 )

(ア )原告は,被告に対して,30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより,この契約を

解除することができる。ただし,原告の病変,急な入院などやむを得ない事情がある場合は,予告

期間内の通知でも契約を解除することができる(第 1項 )。

(イ )前項の規定にかかわらず,第 9条第2項に規定する事由(①被告が正当な理由なくサービス

を提供しない場合,②被告が守秘義務に反した場合,③被告が原告やその家族などに対して社

会通念を逸脱する行為を行つた場合)に該当した場合及び被告が破産した場合は,原告は文書

で通知することにより直ちにこの契約を解除することができる(第 2項 )。

(ウ )被告は,事業所の廃止日縮小等,やむを得ない事情がある場合,原告に対して,30日間の

予告期間をおいて,理由を示した文書で通知することにより,この契約を解除することができる

(第 3項 )。

(工 )被告は,_次の事由に該当した場合は文書で通知することにより,直ちにこの契約を解除する

ことができる(第 4項 )。

① 原告のサービス利用料金の支払が正当な理由もなく1か月以上遅延し7料金を支払うよう催

告したにもかかわらず,14日 以内に支払われない場合

② 原告又はその家族が被告やサービス従業者に対して本件契約を継続しがたいほどの重大な

背信行為を行つた場合

力 秘密保持 (第 11条 )

被告及びその従業者は,サービス提供をするうえで知り得た原告及びその家族に関する秘密

を,正当な理由なく他の事業者及び第二者に漏らさない。この守秘義務は,契約終了後も同様で

ある(第 1項 )。

キ 賠償責任 (第 12条 )

被告は,サービスの提供に伴つて,被告の責めに帰すべき事由により原告の生命・身体 B財産

に損害を及ばした場合は,原告に対してその損害を賠償する。

ク 連携 (第 15条 )

被告は,居宅介護の提供終了に際しては7原告又はその家族に対して適切な指導を行うとと

もに,保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める(第 2項 )。

2争点及びこれに関する当事者の主張

(1)債務不履行又は不法行為に基づく被告の損害賠償責任の有無 (略 )

(2)損害額 (略 )

第3当裁判所の判断

1前提事実に加え,後記各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができ

る。

(1)被告は,平成16年 4月 から平成18年 11月 末ころまでの間に,原告のもとに,約 13名 のヘ

ルパーを派遣した。原告宅へ派遣されるヘルパーが変更されたのは,原告が交代を希望した

場合と,ヘルパーから辞退を申し出た場合とがあつた。

なお,被告の登録ヘルパーは,約 150名 いる。
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(2)原告は,被告から居宅介護サービスの提供を受けていた間,被告に対し,被告のヘルパー

が,予定していた日に来なかつたり来る日を間違えてやつてくること,アイロンかけや爪切りを拒

否したり,掃除の仕方など仕事に様々な不備があること,金銭や物品等の無心行為をしてくる

ことなどについて,メールや電話により頻繁に苦情を述べていた)。

(3)Dは ,平成18年 11月 30日 午後7時 57分 ,原告に対し,「お返事が遅くなりまして申し訳ご

ざいません。Xl様からのご指摘やご意見等をヘルパーに対して指導してまいりましたが,残念

ながら現在入らさせて頂いておりますFヘルパーは,来月からXl様のケアに入ることが出来な

くなつてしまいました。今後,後任のヘルパーを探させていただきたいと思います。なるべく早い

段階で後任をご紹介できるように手配させていただきたいと思いますので宜しくお願い致しま

す。」との内容のメールを送信した。これに対し,原告は,同年12月 1日 午前3時6分,Dに対

し,Fヘルパーが辞めることは構わないが,原告は以前から被告に別のヘルパーを手西己するよ

うに言つていたのに,被告が事前に別のヘルパーの手配をしていなかつたことはなぜなのか問

責するとともに,早急に別のヘルパーを探すよう要請する旨のメールを送信した。上記メールに

対し,Dは,同 日午後9時52分 ,原告に対し,「夜分に大変失礼致します。Xl様のご希望され

るようなヘルパーを探しておりますが,現在みつからない状況です。Hヘルパーにも打診しまし

たが,本人のスケジュールが合わず入れないとの事でした。ご迷惑をおかけして大変申し訳ご

ざいませんが,明 日からのサービスにつきましては,ヘルパーが見つかるまでの間,派遣を見

合わせていただきたいと思います。誠に不本意ではございますが宜しくお願い申し上げます。

新任のヘルパーが決まり次第ご連絡させていただきたいと思います。」との内容のメールを送

信した。このメールに対し,原告はさらに,同 月4日 ,Dに対し,「 (前略)私がヘルパーがこない

と困るのを知っていて,あえてヘルパーを派遣してこないとしか思えません。(中 略)以前から,

Fヘルパーに改善が見られないときには,新しいヘルパーを派遣するように言つておいたのに,

どうして先に次のヘルパーが決めなかつたのか,という私の質問に答えていません。Ylは利用

者の立場に立ったサービスを提供していません。(中略)Ylが利用者の立場に立ったサービス

をしない限り,なんどでも苦情を言います。(中 略)きちんとした人を早急に派遣しない場合,告

訴も辞さない考えでいます。(後略)」 などという内容のメールを送信した。

(4)Bは ,平成18年 12月 ころ,原告から,被告が事前の説明なしに時間帯を変更したことなど

について苦情を述べられた。Bがこれを被告に伝えたところ,被告からは,原告に対するヘルパ

ー派遣を中断していることについて,原告に説明したいとの申入れを受けた。そこで,Bは ,原

告に対し,平成18年 12月 14日 付けの書面により,被告から,ヘルパー派遣を中断している事

について原告に説明したいとの申入れがあつたことを伝えるとともに,福祉事務所としてもヘル

パー派遣が円滑に行くように援助をしたいと考えているので,原告,被告及び中部福祉事務所

の三者で,話合いの機会を設けたいと思う旨伝えた。上記書面では,話合いの予定日は平成1

8年 12月 21日 とされていたが,その日は原告の病院の予約が入つていたため,翌 日の同月2

2日 に変更された。

(5)平成18年 12月 22日 ,足立区中部福祉事務所内の会議室において,原告,被告代表者 ,

C,D及びBが話合いの機会を持つた。

被告は,そこで,原告に対し,ヘルパー交代が頻回で人員が不足しており,原告の希望に添う

ヘルパーがいないため,今後,原告への居宅介護サービスを継続することは難しいと伝えた

が,原告は憤慨した。Bは ,その際,原告に対し,Ylにヘルパーがいない以上,他の事業所を

探した方がよい旨述べて,足立区と近辺の介護サービス事業所の一覧リストを渡した。原告

は,上記リストの中から数社を選択して電話をかけてみる旨述べた。

舛
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(6)原告は,平成¬9年 1月 上旬ころ,Cに対し電話で,他の事業所の人から,本来は被告が次

の事業所を探さなければならないと聞いたことを話した。そこで,Cは ,同月10日 ,G株式会社

(以下「 というぉ)|こ連絡をとり,原告に対して同社の担当者を紹介した。

原告は,同 月12日 ,同社との間で,居宅介護サービス提供に係る契約を締結した。

(7)障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関す

る基準 (平成18年 9月 29日号外厚生労働省令第171号。以下「基準」という。)では,以下のと

おり規定されている。

ア 提供拒否の禁止 (第 11条 )

指定居宅介護事業者は,正当な理由がなく,指定居宅介護の提供を拒んではならない。

イ サービス提供困難時の対応 (第 13条 )

指定居宅介護事業者は,指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域 (当 該事業所が通

常時にサービスを提供する地域をいう。)等を勘案し,利用申込者に対し自ら適切な指定居宅

介護を提供することが困難であると認めた場合は,適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介

その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(8) 平成 18年 12 日 6日 付 l十で 厘牛疇働 省社会 口揺 誰 思 部長より. 府 県

づ

営に関する基準について Iと しヽう涌矢Eがされた 同涌知では,基準 11条について以下のとおり

記載されている。

「提供拒否の禁止 (基準第11条 )

指定居宅介護事業者は,原則として,利用申込みに対して応じなければならないことを規定

禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合と|と ,

① 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合

② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場色

③ _当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であつ

て,これに該当しない者から利用申込みがあつた場合,その他利用申込者に対し自ら適切

な指定居宅介護を提供することが困難な場合

④ 入院治療が必要な場合である。」

2争点(1)(被告の損害賠償責任の有無)について

(1)本件契約の解除について

ア 被告は,平成18年 12月 22日 の解除申入れについて原告から納得が得られたものと認識し

ていた旨主張する。しかし,上記1(3),(5)で 認定した事実によれば,平成18年 12月 22日 の

話合いまでの原告及びDのメールの内容,及び,同 日,被告から介護サービスの提供を継続で

きない旨伝えられた原告が憤慨していたことなどからいつて,原告が,平成18年 12月 22日 の

被告からの解除の申入れについて納得していなかつたことは明らかであるから,被告の上記主

張を採用することはできない。

イ 被告は,原告に派遣されるヘルパーの交代が頻回で人員が不足しており,原告の希望に添う

ヘルパーがいなかつたことから原告へのサービス提供継続が困難となつた旨主張する。

確かに,上記1(1).(2)のとおり,原告は被告に対し,頻繁に,ヘルパーについて苦情を述

べており,原告宅へ派遣されるヘルパーの交代も多数回に及んでいたことが認められる。

しかし,前提事実(3)及び上記1(7),(8)のとおり,基準においては,事業者は,当 該事業所

の現員から利用申込みに応じきれない場合や′利用申込者の居住地が当該事業所の通常Ω

「

字゙
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事業の実施地域外である場合等の「正当な理由」がないにもかかわらず,居宅介護の提供を

拒んではならないとされ (基準第11条),事業者が,利用申込者に対し適切な居宅介護を提供

することが困難であると認めた場合であつても,当該利用者に対して適当な他の事業者等の紹

介その他の必要な措置を速やかに請じなければならない旨規定されていること(基準第13

条),本件契約においても,原告から文書による終了の申出がない場合,支援費支給期間中は

契約が 自動更新され (本件契約書第2条第2項 ),また,利用者から30日 間の予告期間をおい

て契約を解除する場合は,事業者からの場合と異なり,「やむを得ない事情」は必要とされず

(同第10条第1項 ),さらに,居宅介護の提供終了に際し,被告は,利用者及びその
~家

族に対

する学旨導とともに保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めなければ

ならないとされていること(同第15条第2項 )など,基準及び本件契約上,居宅介護サービスの

性質を考慮して,事業者からの解除が制限されていることに照らすと,本件契約書第10条第3

項にいう「やむを得ない事情」があるというためには,「事業所の廃止口縮小」及びこれに類する

スキ]の >鯉声れ る ^
子 Lて _卜 翠 1 1 の し〕結各に苔録している レパーが′ヽ ガ

約150名 いることをも考慮すると,上記1(1),(2)の原告からの苦情及びこれに伴うヘル生ミ=
の交代という事情が上記の「やむを得ない事情」に当たるものとは認められない。また,「やむ

を得ない事情」が認められないことからいつて,無催告解除について定める本件契約書第10

条第4項2号の「本件契約を継続しがたいほどの重大な背信行為」を原告が行つたとも認めら

れない。さらに,上記のとおり,基準第13条によれば,事業者が居宅介護サービスの提供を終

了するに際しては,事業者は利用者に対し,他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速や

かに講じなければならないとされている。しかし,上記1(6)のとおり,被告従業員のCは ,_原萱

19 1

担当者を紹介したにとどまり,これをもつて,被告が原告に対して居宅介護サービスの提供を

終了するに際し,「必要な措置」を講じたものと認めることはできない。

軍 虚 年 月22 原告 I 対 [´ _正 左紀 険 願 園 チ〕ミ方ェしヽ「 辛
=
か かこよ九 ば 被 告 は . 18 12

)

んヽ

ウ 以上 |

わらず本件契約を解除する旨伝え,以後,正当な理由なく原告に対する介護サービスの提供を

こつと`

は,原告に対し,債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。

(2)ヘルパーが連絡なしに予定の日に来なかつたり,来る日を問連えてやつてきたことについて

原告は,被告のヘルパーが連絡なしに予定の日に来なかつたり,来る日を間違えてやつてき

た旨主張する。居宅介護利用者は,日 常生活を送るに際しヘルパーによる居宅介護を必要と

し,これを生活設計に組み込み ,これが予定された日及び時間帯に提供されることを前提とし

て,日 常生活の予定を立て,日 常生活を営んでいるから,これが予定された日及び時間帯に提

供されない場合には,利用者の生活に影響を及ぼすことはもとより,その生活に重大な支障を

来したり,不測の事態に陥らせる場合もあり得ることは容易に推測し得るところである。このよう

な居宅介護サービスの性質上,予定された日及び時間帯にヘルパーを派遣することは,居宅

介護事業者にとつて基本的な債務であり,これを履行しないことが債務不履行となることはいう

までもない。もつとも,債務不履行があつた場合,直ちに損害賠償請求権が発生するものでI主

なく_これによる損害が発生した場合に初めて債務不履行に基づく損害賠償請求権が発生する

のである。そこで,予定された時間帯にヘルパーが来ないために,サービスの提供を受けられ

なかつたとしても,これによつて,利用者に何らかの損害が発生した場合に,初めて,債務不履

行に基づく損害賠償が認められる。六件 | ¬ヽr ヘルパー 予tの 日 実なかっ

んヽ

'学

た生 来る日を間違えたことによつて,原告に一定の不便を生じさせたことは認められるとして
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も,{れを超えて,被告に賠償させるべき何らかの損害が原告に発生したとの具体的な事情は

うかがえないから,被告の債務不履行により原告に損害賠償請求権が発生したと認めるまでに

は至らず!原告の主張には理由がないといわざるを得ない。

(3)ヘルパーの無心行為について

原告は,被告のヘルパーが無心行為をした旨主張する。しかしながら,この点について原告

の主張する被告のヘルパーの行為が適切性を欠くものといえるかは措くとして,これらの行為

によつて,原告のいかなる権利が侵害されたのか明らかではなく,原告が不快の念を覚えたこ

とを超えて,被告に賠償させるべき有形あるいは無形の何らかの損害が原告に発生したとは認

められない。したがって,原告の主張する被告のヘルパーの無心行為によつて,原告の被告に

対する債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求権が発生するとまではいえない。原

告の主張には理由がない。

(4)ヘルパーが仕事を拒否又は途中で放棄したことについて

原告は,被告のヘルパーがアイロンかけ,足の爪切り,買物等を拒否したり,浴室の清掃等

を途中で放棄した,他の利用者宅で小火があつたという理由で仕事の途中で帰つてしまつたな

どと主張する。証拠及び弁論の全趣旨によれば,具体的なサービスの内容として,アイロンか

けや足の爪切りが本件契約の内容に含まれていたものとは認められないが,原告は家事援助

の支給決定を受けていたところ,アイロンかけや爪切りも家事援助の範囲に含まれることに照

らすと,これらも被告が家事援助として居宅介護の一環として行うべき業務の一つに含まれて

いると認められる。もつとも,被告のヘルパーがこれらの援助を行わなかつたのはその器具の

操作に不慣れだつたことや足を傷つけることをおそれて躊躇したことによること,原告から指示

されたこれらの援助を行わなかつたことが複数回に亘るものではないことに照らすと,仮に原告

の主張する事情を前提としても,その程度 B態様等からいつて,被告のヘルパーが原告から要

の一部分行わ茂 か ったり.仕事のやり方に不十分な があったことによって,直ち
求され

ヽ

賠償すべき損害が生じたと解することもできない。したがって,

行ないし不法行為に基づく損害賠償請求権が発生するとはい

原告の被告に対する債務不履

えない。他の利用者宅の小火に

対応するため,被告の家事援助の提供が途中で切り上げられた点についても,他の利用者宅

のザJヽ火に対応する必要性や緊急性の程度,原告が一応同意したものと認められること(弁論の

今 1取 旨う 昭 云す ), 工加.券 つて 盲 ム I 結 生
I 宿 蒸 不 屠 ■ >【方`うこと羊i

し,不法行為が成立するというべき違法性があると認めることはできない。他の原告の主張も

いずれも被告に債務不履行があつたとまでいうことはできないし,また,不法行為が成立すると

いうべき違法性があるものとまで認めることはできない。したがって,原告の主張には理由がな

い 。

(5)守秘義務連反について

原告は,被告が守秘義務連反行為をした旨主張するが,具体的に原告自身の個人情報が

第二者に流出したことを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって,原告の主張を採用す

ることはできない。

(6)ヘルパーの不潔行為について

原告は,被告のヘルパーが不潔行為をした旨主張するが,被告のヘルパーの行為が適切

性を欠くものといえるかは措くとして,同行為によつて原告の身体に被害が及んだとの事実を認

めるに足りる証拠はないし,他に,原告に有形ないし無形の何らかの損害が発生したとまでは

認められないから,原告の主張には理由がない。

′●
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(7)ヘルパーの器物損壊行為について

原告は,被告のヘルパーが器物損壊行為をした旨主張するが,トイレブラシを壊した者が被

告のヘルパーであると断定できるまでの的確な証拠はなく,その余の原告の主張についても,

被告のヘルパーの行為によつて,原告が財産的損害を受けたことを認めるに足りるまでの的確

な証拠はないから,原告の主張には理由がない。

(3)時間変更による割増料金について

原告は,ヘルパーの自己都合で時間変更したことにより割増料金がかかつた旨主張する。

この点,前提事実 (3)工のとおり,本件契約書第7条第1項には,利用料金について「契約

書別紙に定める料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払う。」とされているところ,上記

「契約書別紙」に割増料金についての記載がされていたか否かは証拠上明らかではないが,仮

にこの点について契約書別紙に記載がされていたとしたら,ヘルパーが原告に対して事前に割

増漑金がかかる旨を伝えていなかつたからといつて,原告に対する債務不履行ないし不法行為

が成立するものとは認められない。

また,「 契約書別紙」に割増料金についての記載がなく,原告がそのことを知り得なかつたとし

ても,割増しになつた料金のうち利用者負担分は,東京23区で取り決められている介護利用金

の10分の1に当たる39円にすぎないと認められること(弁論の全趣旨)に照らすと,ヘルパー

が原告に対して事前に割増料金がかかることを知らせていなかつたことが信義則等に反する違

法な行為に当たるとまでは評価し難く,これにより,被告の原告に対する債務不履行ないし不

法行為が成立するとまで認めることはできない。したがって,原告の主張には理由がない。

3争点(2)(損害額)について

(1)上記2(1)の とおり, 被告は.平成 18年 12月 22日 ,原 に対し,本件 除す 旨伝

とに

つて

である。

(2)上記2(2)ないし(8)のとおり,その余の原告の主張については理由がない。

4結論

以上によれば,原告の被告に対する本件請求は,10万円の支払を求める限度で理由があ

り,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

夕あ
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V事 故報告書

ロ ヒヤリ・ハツト事故報告書

管理者 乙 山 幸 子  様

報告日時

報 告 者

平成 29年 10月 13日午後 5時

丙 川 竹 子

1.転倒 B転落

3.誤薬

5.その他 (

カテーテル・チユーブ事故

)

2 転倒・転落以外の原因によるケア中の骨折

事故の種別

T S 4年 9月 30日 生

(80

M男
甲 野 花 子 (A)利 用 者

丁原病院の医師発見者
1時 0分 ころ平成 29年 10月 13日   午前発見日時

丁原病院発見場所

下記の「事故の状況」のとおり。

事

故

の

発

見 発見時の状況

日午後 11時 30分 こ ろ午平成 29年 10月 13日発生日時

A自 宅寝室発生場所

入れて欲 しい。」との連絡を受け、丙川 (B)が A宅 を訪問。

MGチ ューブを挿入後、胃内容物を吸引したが、吸引物なし。注射器で

空気を数回送つたが胃部で聴診器による音が聞き取れず。5回位で弱い音

を確認。胃部における者と考え、胃内への挿入ができたと判断。Aの吐き

気の訴えはあつたが、栄養剤を注入。事業所に戻る。

午後 1時頃、A発熱。家族が救急車で丁原病院に搬送。診察の結果、M

午前 9時 30分頃、Aの家族から「MGチ ューブが抜けてしまつたので、

Gチ ューブが気管内に挿入され、栄養剤が肺に注入されたことが判明。

経緯と態様

肺炎

事

故

の

状

況

事故の結果

T原病院で入院治療中
発見後の措置

にBか ら、管理者に電話連絡。その後、主治医、ケアマネにも電話連絡。

に電話連絡があつた。直後午後 3時頃、Aの家族から、事業所にいたB

発

見

後

の

対

応

発見後の連絡

T原病院に入院中。報告時の状況

明日、Aの病状を再確認する。また、家族に説明、陳謝に行く。
今後の予定

※ 平成 刊6年度社団法人全国訪問看護事業協会研究事業『訪問看護ステーション事故事例作成検討事業 平成 1

9タ

6年度報告書』 (主任研究者上野佳子)50～ 5刊 頁の事例をもとに創作して作成した。
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事故原因の分析表及び再発防止策の立案表

※ 平成刊6年度社団法人全国訪間看護事業協会研究事業『訪問看護ステーシヨン事故事例作成検討事

再発防止策事故原因として検討が必要な事項

O緊 急対応の看護師は、事前に、担当

看護師に注意点を確認することとする。

○ 困難や不安を感じた時は、いつでも管

理者に電話で相談できる体制をつくる。

O事 業所の器具の再点検。

O MGチューブの挿入手順について

職場で再研修をする。

○ 注意が必要な場合は、訪問終了後に

利用者宅に電話して状態を確認する。

【利用者】

O 咳き込むことができないなど挿入ミ

スを見落としやすい状態であつた否か。

【職 員】

O MGチューブを適切に挿入できるだけの

能力、経験を有していたか。

O咳 き込むことができないなどの利用者の

状態を把握できていたか。

【職員間の連携協力】

○ 職員間で利用者の情報を共有できてい

たか。

O挿 入困難な時に、管理者や他の職員に

相談し協力支援を得られる体制、状況で

あつたか。

【主治医との関係】

○ 挿入困難な時に、主治医に連絡して指

示を受け、又は医師に実施してもらえる関

係、状況であつたか。

【器 具】

O MGチューブ等の器具は適切なものであ

ったか。

【手 順】

O適 切な挿入手順を踏んだか。

【挿入後の注意】

O 家族に注意点を説明したか。

O利 用者宅に電話するなど異常の有無の

発見に努めたか。

′θ

業 平成16年度報告書』(主任研究者上野佳子)50～ 51頁の事例をもとに創作して作成した。
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事故調査報告書

平成29年 10月 31日

株式会社○○○

代表取締役 戊 原 一 郎 様

△△△訪問看護ステーシヨン

管理者 乙 山 幸 子

当ステーションのご利用者様である甲野花子様 (以下「甲野様」と表記)につき、

平成29年 10月 24日 に発生した事故 (以下「本件事故」と表記 )の調査結果を以下

のとおり報告いたします。

珂.調査責任者

調査責任者 乙山幸子

2.調査期間

平成29年司0月 24日 から同月30日 まで

3.調査資料

(1)平成29年 10月 24日 付け丙川竹子看護師作成の事故報告書 (本報告書に添付。

以下「事故報告書」と表記する。)

(2)甲野様に係る○○○○医師の指示書、居宅サービス計画、訪間看護計画書、訪

間看護報告書及び訪間看護サービス提供記録

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

(9)

本件事故に係るMGチューブ(本報告書に写真を添付)

本件事故に係るMGチューブの取扱説明書

調査責任者によるMGチューブの製造元からの間取内容 (平成29年 10月 28日

電話)

調査責任者による丙川竹子看護師からの間取内容 (平成29年 10月 24日 、同

月25日 及び同月27日 に面接)

調査責任者による甲野様の担当OOOO看 護師からの聞取内容(平成29年 10

月26日 に面接)

調査責任者によるOO医師からの聞取内容(平成29年 10月 28日 電話)

調査責任者による甲野様のご家族様からの間取内容(平成29年 10月 24日 、同

月25日 及び同月29日 に面接)

MGチューブの使用方法に関する文献(○○○○)

,す

l101
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4 調査方法

調査責任者において、前記各調査資料に基づき本件事故に係る事実関係を調査

確認 (平成29年 10月 24日 から同月29日 )の上、調査責任者、OOOO看 護師及

びOOOO看 護師において、本件事故の原因及び今後の再発防止策について検

討 (平成29年 10月 30日 午後3時30分頃から午後5時頃まで)した。

5.調査結果

佃)事実関係

1)本件事故の態様

訪間看護サービスのため訪問した丙川竹子看護師が平成29年 ¬0月 24日 午前

11時30分ころ、甲野様の寝室において、甲野様にMGチューブを胃内に挿入しよう

として、気管内に挿入した上、胃内への挿入ができたと判断して、栄養剤を肺に注

入し、注入後これに気がつかずに、当ステーシヨンに戻つたというものである。

2)本件事故の発見時の状況―事故報告書記載のとおり。

3)事故発生時の状況一事故報告書記載のとおり。

4)事故後の対応

事故報告書記載の対応のほか、同報告書作成後の対応は以下のとおり(略 )。

(2)本件事故の原因についての検討結果(略 )

(3}今後の再発防止策についての検討結果(略 )

6.今後の対応

ご家族様への説明(略 )

医療費等の損害賠償について

損害賠償については、法的判断及び医療調査が必要なため、ご家族様への説明

及びその同意を得た上で、速やかに、損害保険会社に法的責任の有無及びその範

囲について調査を依頼する。

(3)前記5(3}記載の再発防止策の実施(略 )

141 職員に対する支援(略 )

(51 市への報告 (略 )

(6)主治医及び居宅介護支援事業者への連絡(略 )

※  平成16年度社団法人全国訪問看護事業協会研究事業『訪問看護ステーシヨン事故事例作成検討事

業 平成16年度報告書』(主任研究者上野佳子)50～ 51頁の事例をもとに創作して作成した。

佃)

(21

′θつ
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O福岡地方裁判所平成25年 11月 1日判決

主  文

1 被告は,原告Aに対し, 100万 円及びこれに対する平成 22年 3月 5日 から支払済

みまで年 5分の割合による金員を支払え。

2 被告は,原告 Bに対し, 50万円及びこれに対する平成 22年 3月 5日 から支払済み

まで年 5分の割合による金員を支払え。

3 被告は,原告 Cに対し, 50万円及びこれに対する平成 22年 3月 5日 から支払済み

まで年 5分の割合による金員を支払え。

4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

5 訴訟費用は,甲事件 日乙事件ともに, これを10分 し,その 1を被告の,その余を原

告らの負担とする。

6 この判決は, 1項から3項までに限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第 1 請 求

1  甲事件

(1)被告は,原告 Aに対し,20可 4万円及びこれに対する平成 22年 3月 5日 から支払

済みまで年 5分の割合による金員を支払え。

(2)被告は,原告 Bに対し,1007万 円及びこれに対する平成 22年 3月 5日 から支払

済みまで年 5分の割合による金員を支払え。

(3)被告は,原告 Cに対し,1007万 円及びこれに対する平成 22年 3月 5日 から支払

済みまで年 5分の割合による金員を支払え。

2  乙事件

(1) 被告は,原告Aに対し, 722万 4000円 及びうち700万円に対する平成 21

年 4月 2日 (不法行為の場合)又は平成 23年 2月 3日 (債務不履行の場合)から支

払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。

(2) 被告は,原告 Bに対し, 350万 円及びこれに対する平成 21年 4月 2日 (不法行

為の場合)又は平成 23年 2月 3日 (債務不履行の場合)から支払済みまで年 5分の

割合による金員を支払え。

(3) 被告は,原告 Cに対し, 372万 4000円 及びうち350万円に対する平成 21

年 4月 2日 (不法行為の場合)又は平成 23年 2月 3日 (債務不履行の場合)から支

払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。

第 2 事案の概要等

1 事案の概要

本件は,被告の訪問診療及び訪問看護を受けていたDの相続人である原告らが,被告

に対し,① Dが大腸癌で死亡したことについて,被告の医師に検査義務違反があつたと

して (甲事件),② Dが気管切開部の気切カニューレ交換の際に出血し,呼吸不全に陥つ

たことについて,被告の医師に手枝上の過失があつたとして (甲事件),③ Dが左大腿骨

′
'′

の年 5分の割合による遅延損害金 (甲 事件については,平成22年 3月 5日 (不法行為
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日後であり,訴状送達日の翌日)か ら支払済みまで,乙事件については,平成21年 4

月2日 (不法行為日)又は平成23年 2月 3日 (訴状送連日の翌日)か ら支払済みまで)

の支払を求める事案である。

2 争いのない事実等 (争いのない事実,各項末尾記載の証拠又は弁論の全趣旨により認

められる事実)

0)

的とする医療法人であり,訪問診療等を行う被告クリニック及び訪間看護等を行う被

告看 誇 ステー シ ョ 葬橿 営 している^

E医師は,被告代表者理事長であり,被告クリニック院長である。 (争 いがない)

(2) Dは , 昭禾日9 年 1月 2日 生まれの女性で る∩原告 Aは ,Dの夫であり,原 告 B及

び原告Cは , Dの子である。

(3) Dは ,平 18年 1月 26日 1鬼手 被告 ク リ ツク よる訪間診療を受けるように

な :士  当 眸 72 綿 で し

' 
ド リ`ウ垢賃 (宿有 菫・ 1鳳ll市 華碁縮 うの 力ら罪3ナ‐★

つ

りに近い状態であつた。

(4) Dは ,平成 19年 10月 25日 , F病院において胃痩造設術を受けた。

(5) Dは .同年 11 月 2 0日 以降 .
紺 各 看 驚 ス テ ー シ ョ

｀
ノ I よる訪闇看誇 井 サるよう

になった。

(6) 被告クリニックの医師は,平成20年 1月 22日 , Dを消化管出血の疑いで F病院

に紹介した。Dは,同 月23日 ,同病院に入院し,精査を受けたが,特に病変は認め

られず,同月30日 に退院した。

Dは.同年 6 月 6日 以降.被 ス ア
~ シ ョンにたる詰闇看詩ロキに . 日壱への 閣

(7)

節 可 (以下 「 ROM 運動 I ),い う^)井彗けるように な つ

(8) E医師は,同年 7月 3日 , Dに大腸癌の可能性があることから,腫瘍マーカー検査

であるCEA検 査,腹部エコー検査を実施 しようと考えた。

(9) 被告クリニックの医師は,同月 11日 ,呼吸促迫 B微熱があつた Dを F病院に紹介

した。Dは ,同月 12日 ,同病院に入院 し,腎孟腎炎と診断され,同月25日 ,症状

軽快により退院 した。

(10)被告クリニックの医師は,平成 21年 1月 26日 , Dに ついて,腸閉塞の疑い等で

G大病院に紹介 した。

Dは ,同月27日 ,同病院に入院し,腹部CTにより上行結陽癌及び多発性肝転移

が認められ,同年 2月 4日 ,回盲部切除術を受けた。 Dには,術中所見にて腹膜播種

も認められ,癌の進行度はステージⅣ (末期)と診断された。また, Dは,術後に右

肺炎を合併 し,同月 7日 ,気管切開術を受けた。

その後, Dは ,同月 26日 にG大病院を退院した。

(11)Dは ,同 日以降,被告クリニックによる訪問診療,被告看護ステーシヨンによる訪

間看護を再び受けるようになつた。

(12) ― ン Dの左 ROM

った (以下 「本件 ROM 主里ヨほI というハ)ぉ

Dは ,同 1 0日 .Iク リ ツ
Jケ の 律診 弁彗け.左 鵬部骨頸部骨析と診 されたハ

E医師は,同月30日 ,Dの気管切開部に挿入されていた気切カニユーレの交換 (以

下「本件カニューレ交換」という。)を試みたが,新たな気切カニューレを挿入するこ

とが困難であつた。このため, Dは,G大病院に救急搬送され,同 日,同病院に入院

デ鬱ユ

(13)

(14)
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した。

(15)D 同年 5月 8日 ,G大 院から」病院に転院 同年 10月 16日 , 死亡 した∩

3 争点及び当事者の主張

(1) 検査義務連反の過失 (① Dが大腸癌で死亡したことに関して)

ア  原告らの主張 (略 )

イ  被告の主張 (略 )

(2) 因果関係 (① Dが大腸癌で死亡したことに関して)

ア  原告らの主張 (略 )

イ  被告の主張 (略 )

(3) 手技上の過失 (②本件カニューレ交換に関して)

ア  原告らの主張 (略 )

イ  被告の主張 (略 )

(4) 因果関係 (②本件カニューレ交換に関して)

ア  原告らの主張 (略 )

イ  被告の主張 (略 )

(5) 安全配慮義務連反又は説明義務連反の過失 (③本件ROM運動に関して)

ア  原告らの主張

(7) 安全配慮義務違反

Dは骨粗慈症に罹患していたのであるから,被告クリニックの医師には,被告看護

ステーシ ンの看誇師が Dに初めて ROM運 重九各行 っナ‐平成 20年 6月 6 よりも前

に,関節可動域検査を行い,担当看護師に限度を超えたROM運動を行わないよう指

導 日教育すべき注意義務があったら

子 )1.I h、 わ スず  結 告 力 I】 二 ′゙′,お 医 白而!士 闇 飾 百 琶hけ給 容 券一 唐 i↓旨乗 I^て
キ

おらず れヽ キ: 逗 然 μ相 当 B巳 唐葬き召テ P OM 覆動 井絆締 さ て スヽ ^自而ス「 し

(イ) 説明義務連反

Dは骨 席であったことから 被告 ク リ ックの 師は,ROM運 動 すれば骨

折の危険があることを事前に原告らに説明するべき注意義務があつた_
それにも んヽ わ 兆ず_被告クリ ツ ウ 戻自而は .原告 ス I 何兆言難日月をするこμな く .の

ROM運動を行わせた。

イ  被告の主張

(7) 安全配慮義務違反

被告看護ステーションの看護師らは,単にDの膝を,マ ッサージの延長で柔らかく

伸ぼす動作を行つていたに過ぎず, このような動作をするに当たつて,関節可動域を

検査すべき義務があるとはいえない。また,聞節可動域検査自体,関節を可動域限界

まで動か B全茂絵香であ り.む 〔́ろ行うべ書ではない の である。

(イ) 説明義務違反

Dに対 し 実施されていたRO M揮重九I 原告らが主 するような危険性 I ないので ,

糖 告 ウ リニ ッ′,r,う 医 白而I Itt Π霞宰子兆 キ辟の行隋1牛 弁数示すべき 落 I土 な い ハ

(6) 因果関係 (⑥本件ROM運動 Iこ関 して )

ア  原告らの主張

(7) 安全配慮義務違反と結果との間の因果関係

′り
'

被告クリニックの医色雨が,Dに対する可動域検査を食 り.看護師 らに な指導 日
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封 苔 非行 ナ」`ザl、 つ ■ とザlヽ ス 白而ス I士「うI 対 I´ + 芥 ナ.｀ 寺音 券〕、う μ て B巳 F_鮮 券

超えたROM運動を行い,その結果Dの左大腿骨にダメージが蓄積 し,本件ROM運

動によつて骨折の じた 6

(イ) 説明義務連反と結果との因果関係

被告クリニックの医師が, ROM運動による骨折の危険性を事前に説明していれ

ば . Dは , 骨析の危険 分伴わな 治ヽ薦を受けられる の期待 を抱 くことはなかった。

イ  被告の主張

Dの骨析 六件 ROM揮 重九 生 じたキJの l土 友 いkし
'

(7)

ア

(7)

A

損害の有無及びその額

原告らの主張

Dの精神的損害

① Dが大腸癌で死亡したことに関して

Dの死亡による慰謝料は2300万 円が相当である。

②本件カニューレ交換に関して

Dは ,気切カニューレ交換時に多量出血と呼吸不全により緊急入院 日治療を強いら

れており,その慰謝料としては300万円が相当である。

③本件ROM運動に関してC

Dは ,
ヰ斤I こよ り 後潰 等 級 5 部171尋に本目当す る状熊 | なって し). か か

B

る後潰岸 I土 1400 万 円 弁下 ス左 い

(イ) 葬儀代 (① Dが大腸癌で死亡したことに関して)

62万 円

(ウ) 原告らの精神的損害 (① Dが大陽癌で死亡したこと及び②本件カニユーレ交換に関

して)

原告ら3名 は, Dが本件カニユーレ交換の失敗による出血多量及び呼吸不全によつ

て緊急入院した際,苦悶に満ちたDを見て心的負担を受け,さ らに, Dを早期に亡く

したことにより,深い悲しみを負つている。

以上の原告らに生じた精神的苦痛を金銭的に評価すると,原告Aが 500万円,同

Bは 250万円,同 Cは 250万円とするのが相当である。

(工 ) 今語書用 ((3め六件 ROM 二Ξ琶角 闇 して )

原告 A22万 4000円
C22 4000

(オ) 弁護士費用 (①大陽癌で死亡したこと及び②本件カニューレ交換に関して)

原告A183万 円

原告B91万 5000円
原告C91万 5000円

イ  被告の主張

争う。

第3 当裁判所の判断

1  (1)Dが 大陽癌で死亡 したこμ 閻 して

(略 )

い D し A

′0狩

エ コ を実施すべき があったにもかかわらずDに し,CEA検 査 びΠ隻部
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エ コ 弁行わなかっナ‐キIのであり 禍美が記め 九 る ^

(略)

そして,上記認定事実のとおり,被告クリニックの医師は, CEA検査及び腹部エ

コー検査を行つていないのであるから,被告には,同月末頃, CEA検査及び腹部エ

コー検査を実施すべき診療契約上の債務不履行があると認められ,それについて責め

に帰すべき事由がなかつたと認めるに足りる証拠はないというべきである。 (略 )

被告クリニックの医師が,平成20年 7月 末頃にCEA検査及び腹部エコー検査を

行い, Dの上行結腸癌が発見され,同年 8月 にその確定診断がされたとしても,その

時点では, Dに対する有効な治療法が存在 しなかつた可能性が高く, Dが死亡 した平

成 21年 10月 16日 の時点において, Dが生存していた高度の蓋然性も,相 当程度

の可能性も認めることは困難であるといわざるを得ない。

しかし,他方 , 被告 に 上記のとおり, CEA検査及び臨部エコー検査 実施す

るという星休的に特定 さ た 診療i契約上 落 につ いての不履行があったことが認め

で あ て .それ に 上 し

'_察
際 に に 罹 黒 して しヽる と の 半年遅

られるの つ

れたので スす〕ヽ島_DIま . 烙ヽネ申的苦痛 非糖 つ キぅのと認め兆れるハこれは,一

般的抽象的に「患者が適切な医療行為を受けることができなかつた場合に,医師が ,

患者に対して,適切な医療行為を受ける期待権の侵害のみを理由とする不法行為責任

を負うこと」 (最高裁平成 23年 2月 25日 判決参照)を認めるものではなく,医師

(医療法人)と 患者との間の診療契約上,具体的に発生した債務の不履行責任の問題

として捉えられるべきものである。そして,被告の債務不履行の態様,結果, Dの症

状等の事情を総合勘案すれば,その精神的苦痛を慰謝するには180万円が相当であ

るというべきである。また,被告の債務不履行と相当因果関係を有する弁護士費用は,

20万円が相当である。

し づ 20

求権を していた と認め られる∩なお,被告は, Dに対する診療契約上の債務不履行

に基づき,原告らの固有の損害を賠償すべき責任は負わない。

2  ②本件カニューレ交換に関して

(略 ) 木件 カ 一レ交換にあたつて E医 師に過失 あったとは認 め られない。

3  ③本件ROM運動に関して

(1) 各項末尾記載の証拠又は弁論の全趣旨によれば,次の各事実が認められる。

ア  Dは 平成 18年 2月 2日 には骨粗慈症と診断されていた。

イ  Dに は,平成21年 2月 23日 の時点で,大腿骨頭頸部に骨折はなかつた。

外旋を実施し,下腿に対して,末梢から中枢へ係むようにマッサージを行い,_膝蓋畳

に対 して,左手で膝高を支えて,右手の平で膝蓋骨を包み込むように回転させる運軋

を行い!_膝に対しては,踵を左手で支え,膝を右手で支えて,膝の屈曲による抵抗と

感じない程度に5回程度屈伸を行つた。_

Dには,同月3日 ,左大転子部周囲の皮膚に10cm程 薄い黄色に変化した内出血

跡が確認された。(注 1)

t

ウ

′,0
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D こ と

て肉録 _肉怖 し 井、`し, 芹膝 葬 白ザ1で由げ兇れないこと弁確認 した (なお .

か い R軍

9 い

Cが い ノ ー

日 日 首 れ の 出市が幣詔され■ 旨 の 記載はあ 一方  同 月 9日 | 赤黒 い
い て 3

た C

は

は認められない。)

と C に は

こヽとか に

力  Dは ,
同 月 10日 , 1 IJ ックにおいて.左大腿部 部骨折 と診断され ,同 月

N幣形外科においてキ】同お美の診断弁竪けた (以下,D に生 じた骨折弁「本件

イ

(2)

ア

オ

(3)

14日 ,

骨折Jと いう。)。

医学的知見について,各項末尾記載の証拠によれば,次のとおり認められる。

関節可動域とは,四肢を動かしたときの関節の運動範囲のことであり,ROM(range

of motion)と 呼ばれる。関節可動域の測定の目的は,測定することにより関節の動き

を阻害 している因子を発見すること,障害の程度を判定すること,治療法への示唆を

あたえること,治療,訓練の評価手段となることが挙げられる。

高齢者の大腿骨近位部骨折の原因として,「寝ていて 日身体を捻つて」とするものが

1.40/o,「 立った高さからの転倒」とするものが 78.40/o,「階段 口段差の踏み外

し」とするものが 5.20/o,「転落 B交通事故」とするものが 7.90/o,「記憶なし」

とするものが 1.3%,「不明」とするものが5.8%と する研究報告が存在する。

寝たきりの入院高齢患者の場合,関節拘縮が骨折を引き起こす危険要因の一つであ

ること,患者のおむつを替え,体を拭き,歩行器に乗せて座らせるなどの際の僅かな

外力が骨を骨折闘値へ導く十分な強い変形力を生み出すことがある。

皮下出血の色の変化は,血色素 (ヘモゲロビン)が壊れ,変性していくことによる

もので,受傷から約 7日 はヘモゲロビンの紫～赤紫色,約 10日 でヘモジデリンに変

化して緑紫色となり,約 14日 でヘマ トイジンの緑黄色に変色 し,その後 2週間から

4週間で消失するとされている。また,出血の量と出血部位の深さによつて,色の濃

淡があるとされ,浅 くて量が多いほど濃い紫色になるとされている。

紫斑とは,皮膚内又は可視粘膜内の出血であり,何 らかの原因により,血球成分が

血管外に漏れ出ることによつて発生する。紫斑の色調は,表皮に近い浅い部位のもの

は赤紅色,真皮深層以下の深いものは紫赤色から青色となり,時間経過とともに赤色

から紫色,次いで黄色褐色 (注 3),淡黄色へと変化するとされている。

争点(5)(安全配慮義務連反及び説明義務連反の過失)及び争点(6)(因果関係)につ

いて

ア ROM 寺堅動 に よ 切太件昏新が生 じ ■ ザⅢヽIこつ いて る ^

上 OM 21 2 の で

の

常 を るのが相当と考えられる| もかかわらず,上 事実のとおり, 原告 ら

ウ

エ

/θ

`

大転子 の 日壼れ を設識 し の キ]日 日 (注 4 う μ 六件 ROM 運動か ら 1週間

D
のDの

し
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た後であ (注 5)また,上 事実の とお り,D は骨粗慈症に罹患 しており,上

謂 医学 的 甲 止れば _ ★ 鵬 吾 析 侍 部 骨 キ斤の 鷹 園 ル I´ て _「慮 て し、て ,身 1六 券

つ て 1.4% 「立 っ 78

「階段 日 踏み外しIと するものが 5 20/o「転落日交通事故」とするものが7.

90/0。 「 左 I´ 1 とするキぅのが 1.30/o _「不日月 I
甘 スキ1のが 5 80/o す ス石平安

錦各 ボ々存 r7う 石平空 錦 各 !士 昏 蝸 暑全』■ rTゝ 串 著 じJ 宣 齢 碁 手、全 ム Ⅲ 手1 不 ふ ス >
1 の

かJすれば,本件骨折は,おむつ交換やその他の行為が原因で生じた可能性も否め生

い。そうする 本件骨析が (注 6),本件 ROM運 動 によつて生 じた のと認めるこ

とはできない。

ウ  これに対し,原告 らは,平成 21 年 4月 3日 に Dの左大転子部周囲付近 | こ認められ

た内出血が確認されており, この内出血は,本件ROM運動によつて生じた本件骨折

を原因とするものであると主張する。しかし,上記認定事実のとおり, pに認めら豊

ナー肉 出 血の 色 は毯 1.ヽ 音官河不 ふス > ろ _上単 医 単 台′、1装B甲 I 止れ ば .責 の 肉 出血 I丈

受傷後約 14日 間が経過した場合にみられるものである。一方,内 出血が確認された

のは,本件 ROM 運動の翌 日で る平成 21年 4月 3 日である とからすると。この

内出血の 因 は  本 件 ROM 以前の活重力に求め I置 かはな く.内 出 あった事

室 I土 _六 件 R M→璽琶hi 止って大件吾キ斤が牛 iニ ナ‐ μ弁車付 t十 る事実
「土いラとない

^

(注 7)

ROM つ

から_原告らに謝罪したと主張する。しかし7 H看護師の謝罪は,骨折という診断結

の と ROM

)い 1士差 テ ヂ〕ミⅢ ヽ (I耳 H 整 白而が謝 ヨE 日 の に ないては .

DH

白詔する諏旨 し し

「骨折 とい う 異 II ついて謝罪する旨 されているにとどまっ いる。)。 した

が って .H 看 自而の 謝呈 I土 六 ROM 樫 動 よ りD が昏キ斤i´ と 弁 本世 る事

情 とはいえない。

さらに , 告 らは,D券 平成 2 1年 4月 14日 に診 察 した N整形外科の が.同

年 5月 19日 に原 告 島に 対 し.D して . すⅢつ 李極で生 じるの 昏 1斤 券紹 えて

いる旨述べナ‐>辛鴨 す る ^し か L 日 日 の 面 訟 率形外科の瞑 自而んミ「フトI土 N

ムツ交 なったかもしれな Iヽ旨発言 したとも されていることからすれば,

N整形外 医師が.木件 ROM 運動によってDが した と評価 し,又 Dの骨

キ斤がオ ム ツ`李 r,う 日営 重れイ生I kじ,牛 じた ),I士 しヽ テ左 い と言平イ面 して い μ は 詔められ

ないぉ し がって 同 日の面談 な 十る N率形外 肇言は.木 R OM揮の 戻 自而の

動により本件骨折が生じたこと井裏付けるものにはならない6

エ ROM に よ た で

を前提とす 争点(5〕及び (6)に 関する原告らの主張は,そ 提 を欠 く。

結  論

以上によれば, Dは,被告に対し,債務不履行に基づく200万円の損害賠 償請

求権を有しており,原告Aはその 2分の 1である100万円を,原告C及 び原告B

はそれぞれその50万円ずつを相続したものというべきである。したがつて,原告ら

の請求は,主文記載の限度で理由があり,その余は理由がないから棄却することとし,

仮執行免脱宣言については,相当でないからこれを付さないこととして,主文のとお

り判決する。

4
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※ 本判決についての控訴審判決である福岡高等裁判所平成27年 1月 30日 判

決は、本判決のうち被告敗訴部分を破棄し、原告の請求を棄却した。最高裁判

所平成27年 11月 27日 判決も原告の上告を棄却し、原告の敗訴が確定してい

る。なお、控訴審判決において、本判決の事実認定の一部が修正されているの

で、以下に、その修正箇所の一部をあげる

(注 1)の「確認された。」の次に「同月4日 から同月9日までは,被告看護ステーシ

ョンの看護師による訪問看護が毎 日行われている(同 月9日 の訪問看護時

間は午前9時30分から10時20分まで)が ,その際,Aの脚部に異常が存す

るまたは左大転子部周囲に内出血跡が存する旨の記録は存在しない。」を

加える。

(注 2)「オ 被告看護ステーシヨンの看護師は,同 月10日 ,一審原告X3から,

昨夜からAの 足が開きにくくなつている旨の訴えを聞き,Aの様子を確認した

ところ,Aの 左大転子部の腫脹が著明であり,前面に向かい腫れて内転,内

旋しており,左膝を自力で曲げられない状態であることを確認した。

なお,一審原告X3は ,陳述書及び原審本人尋間において,同 月9日 の時

点で,Aの左足の付け根部分に赤黒い内出血跡が存しており,その内出血

跡は同月3日 に認められた内出血跡とは異なる位置であつた旨の陳述及び

供述をしている。

Aは ,同月¬0日 ,D外科クリニックにおいて,左大腿骨頸部骨折と診断され ,

同月14日 ,E整形外科においても同様の診断を受けた(本件骨折 )。 」

(注3)の「黄色褐色」を「黄褐色」に改める。

(注4)の「同日」を「同月10日 」に改める。

(注5)末尾の次に「他方,同 月4日 から同月9日 までの間,Aの脚部には特段

の異常は認められていない。」を加える。

(注6)の「本件骨折が」を「本件骨折は,時期 にみて同月9 頃に生じたもの

である可能性が高いものと推認され , た。その発生 因としてROM 運動 以

外の要因が考えられる以上」に改める。

(注7)末尾の次に「そして,一審原告X3の供述等によれば,同 月3日 にAの左大

転子周囲 付 近 I 認 め 島れ た 内出血 の 訴 I太 .同 月 9 存 していた れ とは

異 な 置であったとし 両者の連続 存認めること できなうヽのであるから

い。」を加える。

′0'
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○東京地方裁判所平成20年 1月 25日 判決

主  文

¬ 被告は,原告Xl,原告X2及び原告X3に対し,それぞれ16万 2182円 ,原告X4に対し,6

万9507円 ,原告X5及び原告X6に対し,それぞれ4万6337円 ,並びに上記各金員に対する

平成16年 10月 15日 から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告Xl,原告X2及び原告X3は ,被告に対し,それぞれ2万2052円 及びこれに対する平成

16年 5月 1日 から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

3 原告X4は ,被告に対し,9450円 及びこれに対する平成16年 5月 1日 から支払済みまで年6

分の割合による金員を支払え。

4 原告X5及び原告X6は,被告に対し,それぞれ6300円 及びこれに対する平成16年 5月 1日

から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

5 原告らのその余の本訴請求及び被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。

6 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。

7この判決は,第 1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1請求

【本訴請求】

被告は,原告X2,原告X3及び原告Xlに対し,各 1601万 9674円 ,原告X4に対し,686

万5574円 ,原告X5及び原告X6に対し,各457万7049円 ,並びに上記各金員に対する平

成16年 10月 15日 から支払済みまでそれぞれ年5分の割合による金員を支払え。

【反訴請求】(略 )

第2事案の概要

1

た こ

へ ′ 亡

づき総額6407月 8694円 の 求める事案である (以下、略 )

2前提事実

(1)ア 亡A(1914年 (大正〇年)Ott OO日 生)は ,在 日の韓国人であつた。

原告Xl(以下,2度目からは原告らを「原告Xl」のように名のみで表記する。)は亡Aの長

女,原告X2は長男,原告X4は亡Aの生前に死亡した次男訴外Bの妻であり,原告X5及びX6

は上記次男夫婦の子である。原告X3は亡Aの 3男であり,訴外Cは 4男である。

イ 被告は,介護保険法70条 1項の規定に基づいて東京都知事の指定を受けた居宅サービス事

業者であり,身体上の障害があるために入浴,排泄,食事等の日常生活の基本的動作の全部

又は一部について,継続して常時介護を要する要介護者に対して訪問介護等の居宅サービス

を行う事業者 (有限会社)である。
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(2)亡Aは,平成10年ころから関節リウマチ(慢性関節リウマチも同義である。)を発症し,平成

11年ころからはベッド上で常時起臥するいわゆる寝たきり状態になつた。

(3)原告X3は,平成16年 1月 29日 (以下,特記なき限り,月 日は平成16年のものである。),

亡Aの代理人として,被告との間で,被告が対価を受けて,歩行不可能な亡Aがその居宅にお

いて自立した日常生活を営むことができることを目的とする訪問介護を行う(住み込みで身体

介護 (食事介助,入浴介助,排泄介助,清拭,体位変換等)及び生活援助 (買い物,調理,掃

除,洗濯等)などをすることをいう。)旨の契約 (以下単に「訪問介護契約」という。)を締結し

た。

詰 簡介語 翠約 に づ★_亡Aのヘ パ
ー ー ど,1´て 1月 3 1 か 島D(以下「D 1ル い被告 は ,

う。)を派遣した。

全部介助によ 羽:泄 に閏する 的重

'l作

井毎回 ていたが,2月 9 日午後5(4)亡AIよ,

Dんミ

か べ

亡Aがベ

(以下「本件骨折」ということがある。)の傷害を負つた。

亡Aは ,救急車で東邦大学医学部附属大橋病院 (以下「大橋病院」という。)に搬送され,そ

のまま,同病院整形外科に入院した(以下「本件入院」という。)。

(5)亡Aは ,3月 7日午前5時45分,大橋病院で死亡した(死亡時90歳 )。 死亡診断書上,直接

死因はうつ血性心不全でその原因は高血圧とされている。

3争点

【本訴請求関係】

(1)本件事故に関するDの過失の有無 (争点1)

(2)本件事故と亡Aの死亡との因果関係 (争点2)

(3)損害の発生及びその数額 (争点3)

【反訴請求関係】

(4)入院前後を通じ,介護を有償で行う旨の合意の有無 (争点4)

(5)不当利得の成否 (争点5)

(6)債権放棄の有無及び相殺 (争点6)

4争点に対する当事者の主張(略 )

第3争点に対する当裁判所の判断

1事実経過 a診療経過等

前記前提事実,証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。

ア 本件事故以前の亡Aの体調等(略 )

イ 訪問介護契約の締結等

亡Aは ,かねてヘルパーの介護を受けてきたが,原告X3は ,平成16年 1月 29日 ,亡Aの代

理人として,被告との間で,訪間介護契約を締結した。訪問介護契約に定められたサービス内

容は,身体介護 (食事介助,入浴介助,排泄介助,清拭,体位変換等),生活援助 (買い物!調

理,掃除,洗濯等)などであつた。

被告は,訪間介護契約に基づき,亡Aのヘルパーとして,同 月31日 からDを派遣し,Dは契約

に基づくサービスを開始した。
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ウ 本件事故の状況

亡Aは,Dの全部介助によりり

'泄

に関する基本的動作を毎回行つていたが,亡Aが用便を希

のめ AAの

て い

て の

いてい ベ

トベ ベ レ

ド上 |

て い

Dが

た。

工 大橋病院への搬送とその後の診療経過等 (略 )

2書証の成立,上記認定に反する主張ヨ証拠について(略 )

【本訴請求関係】

3争点1(本件事故に関するDの過失の有無)について

(1)前記認定のとおり,亡Aは ,排泄後,自 らはベッド右側の柵に結びつけられた紐をつかんで

引つ張り,Dが亡Aの右側面を下にしてベッド上のビニールシーHこ乗せ,その臀部をベッドの

中寄りに向かつて押すことで,左側のベッド柵が外された状態にあるベッド上に乗せられたが ,

その後,Dが便器の位置を動かすために目を離していた間に,左側面を下にしてベツドから転

落したものである。

この転落の原因について,被告は,亡Aが握つていた組を離して左向きに勢いよく回転したこ

とにある旨の主張をし,Dも概ね同旨を述べる。しかしながら,Dの供述は憶測を述べるものに

過ぎず,寝たきり状態で排泄時には完全介護が必要であつて,関節リウマチを患つていた亡A

に勢いよく回転するなどといつた上記行動が果たしてとれたのかについては疑間の余地が大き

いし,証拠上,何らそのような行動をとるべき必然性もうかがわれず,左肩の化膿性関節炎の

後遺症もあつたことからすれば,亡Aが左側面を下側にするような行動をとるとは考えがたい。

むしろ,その後,Dの介助によつて下着の着替えが予定されていたことからすれば,ベツド上

に上げられた亡Aが仰向けになることは自然であるところ,他に転落の原因が想定しがたいこと

にも照らすと,亡Aは , Dが便器を移動するために亡Aから目弁離してしヽる間に下着 えの

と Aの左 ペ ー

ため,D ら目を離 ている間にベッドか兇転慈したもの 精詔するのが相 である。

亡Aの介 弁行うDとしては 亡Aがベッド上か 転落すること よヽうに,

ユ
'ガ

亡 DI

兆揮器側の床面 |

か べ
に ベ

D
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に同人が仰向けになるのに十分なスペースをとらず,柵も設置しないままで亡Aから目を離し上

のであるから,Dに上記注意義務を怠つた過失があることは明らかである。

(2)被告は,亡Aが自らの落ち度によリベッドから転落したことを自認していたとか,亡Aが Dの

付添いを強く希望したために本件事故後もDは付添いを継続したのであつて,この事実は本件

事故がDの過失によるものではないことの証左であるとの趣旨の主張をし,Dは同旨を述べる。

しかしながら,亡Aが本件事故の原因がDにあるとして同人を責めていたことや,D自 身,本件

事故の原因が自分にあるとして誠意を持つて亡Aに付き添うなどと述べていたことに照らして

も,被告の上記主張はその前提を欠くものというべきである。

(3)そして,Dは ,訪問介護契約についての被告の履行補助者であり,被告の被用者でもあると

ころ,自ちの過失により亡Aをベッドから転落させて左前腕骨骨折の傷害を負わせたものである

から,被告 [よ ,本件事故と因果関係を存する範囲内において亡Aに生じた損害について,訪問

介護契約上の債務不履行ないしはDの使用者としての不法行為責任を負うものというべきであ

る。

4争点2(本件事故と亡Aの死亡との因果関係)について

(1)本件に関連する医学的知見 (略 )

(2)ところで,原告らは,亡Aが死亡するに至つたのは本件骨折を原因とするものであるとして,

その機序につき次のとおり主張する。(以下、略)

(3)むしろ,これまで認定した事実を踏まえ,大橋病院消化器内科の」医師や内科医であるK医

師の各意見書等の証拠及び弁論の金趣旨を総合すると,亡Aの関節リウマチは,平成15年 1

0月 の東京専売病院への入院のころから活動性の状態にあつたのみならず,亡Aは ,プレドニ

ゾロンの長期投与による副作用や高齢も相イ央つて,本件入院以前から,低栄養,低蛋白血症

の状態にあるなど,全身の機能低下が見られていたところ,プレドニゾロンの副作用としての胃

陽障害による嘔気・嘔吐 B下痢や摂食障害の出現,免疫力の低下による感染症の合併等によ

り全身状態が悪化して,死亡するに至つたものと推認するのが相当である。(以下、略)

(4)そうすると,結局,本件事故と亡Aの死亡との間の因果関係は認めるに足りないものという

べきである。

5争点3(損害の発生及びその数額)について

(1)前述のとおり,本件事故と亡Aの死亡との間の因果関係は認められないが,本件事故によ

り亡Aが左上腕骨骨折の傷害を負つたことについては当事者間に争いがない。したがって,本

件事故が Dの過失に基づくものであると認められる以上,被告は,上記傷害に関する損害につ

いて賠償すべき責任を負う(なお,法の適用に関する通則法附則3条 3項 ,4項により,訪問介

護契約の債務不履行に基づく損害賠償の場合は法例7条によつて,不法行為 (使用者責任)に

基づく損害賠償の場合は法例 11条 1項によつて,いずれも日本法が適用される。)。

(2)そこで損害額につき検討する。

ア 治療費について

被告は,本件骨折に関する治療費について賠償の責めを負う。

(ア)(略 )

(イ)(略 )

(ウ)結局,治療費全体としては,合計4万 8727円 を損害として認める。

イ 付添看護費について

前述のとおり,亡Aは本件骨折により入院する必要はなかつたのであり,また,本件事故以

前から常時介助を要する状態にあつたのであつて,本件事故により全身が消耗状態に陥つたも

′′エ
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のとは認められないから,本件事故によつて付添看護費の損害が発生したものとは認められな

い 。

ウ 入院雑費について

この点についても,入院の必要がなかつた以上,認める余地はない。

工 葬祭費について

前述のとおり,本件事故と亡Aの死亡との間の因果関係は認められないから,葬祭費を損

害として認めることはできない。

オ 逸失利益について

これも上記工同様認めることができない。

力 亡Aの慰謝料について

亡Aが死亡するに至つたことについての慰謝料は認められないが,本件骨折自体やその治

療の必要等に対する慰謝料は認められてしかるべきである。

そこで検討するに,亡Aは ,かねて関節リウマチを患い,また,高齢かつ寝たきり状態で自由

に身体が動かないような状態にあつたところ,Dの不注意によリベッドから転落した際も,十分

な受け身も取れないまま骨折に至つたものと推認されること,本来Dはヘルパーとしてそうした

事態を防止すべき立場にあつたのにそれを怠つたのであつて,過失の程度も比較的大きいもの

というべきこと,一方,亡Aに本件事故について落ち度があつたとは認められないこと,だんだん

痛みは軽減していつたとはいえ,亡Aが2月 9日 の受傷から10日 以上も本件患部の疼痛を訴え

ていたこと,3月 フ日の死亡時においても未だ本件骨折は治癒しておらず,本来は引き続き治

療を要したものと推認されることなど,本件に現れた全ての事情を総合考慮すると,亡Aの慰謝

料としては,50万円が本目当である。

キ 家族ら固有の慰謝料について

本件事故と亡Aの死亡との間には因果関係を認めることができず,また,本件事故 (本件骨

折)自 体によつて,原告らが亡Aの生命侵害の場合に比肩すべき精神上の苦痛を受けたとまで

は認めるに足りないから,家族ら回有の慰謝料は認められない。

ク 弁護士費用について

本件事案の難易,請求額,認容額その他本件に現れた全事情を総合考慮すると,本件事故

と相当因果関係にある弁護士費用相当損害金としては,10万円が相当である。

(3) こつ 上 の 6 7

(なお,不法行為の場合も債務不履行の場合も同額となる。)。 ところで,亡Aは既に死亡し相続

が開始しているところ,亡Aは韓国人であつたから,その相続については,亡Aの本国法たる韓

国法が準拠法となる(法の適用に関する通則法36条 ,附則3条 1項 )。 (以下、略)

(4)したがつて,原告らの本訴請求については,原告Xl,同X2及び同X3は ,各 16万 2182

円,原告X4は6万 9507円 ,原告X5及び同X6は各4万 6337円 と,上記各金員に対する訴状

送達の日の翌日である平成16年 10月 15日 から支払済みまで民法所定の年5分の割合によ

る遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

【反訴請求関係】(略 )

6争点4(入院前後を通じ,介護を有償で行う旨の合意の有無)について(略 )

7争点5(不当利得の成否)について(略 )

8争点6(債権放棄の有無及び相殺)について

9結局,亡Aは ,被告に対し,訪問介護契約に基づき,8万 8206円 を支払うべき義務を負うこと

になる。(中 略 )
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そうすると,前述したところに照らせば,原告らの相続分は,亡Aの子である原告Xl,同X2,

同X3及び訴外Cは各4分の1,訴外Bを代襲相続する原告X4は28分の3,原告X5と同X6は

各14分の1となるから,被告に対し,原告Xl,同X2及び原告X3はそれぞれ2万 2052円 ,原

告X4は9450円 ,原告X5及び同X6はそれぞれ6300円 並びに上記金員に対する支払期限

経過後である平成16年 5月 1日 から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害

金を支払う義務を負う。

第4結論

以上のとおり,本訴請求については,原告Xl,同X2及び同X3は各16万 2182円 ,原告X4

は6万9507円 !原告X5及び同X6は各4万 6337円 と,上記各金員に対する平成16年 可0月

15日 から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

反訴請求については,被告は,総額8万 8206円 (原告Xl,同X2及び原告X3はそれぞれ

2万 2052円 ,原告X4は9450円 ,原告X5及び同X6はそれぞれ6300円 )と ,上記各金員に

対する平成16年 5月 1日 から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限

度で理由がある。その余の本訴日反訴の各請求は,いずれも失当である。

よって,主文のとおり判決する。

′,井
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O岡山地方裁判所平成26年 4月 23日 判決

主  文

1被告は,原告Xlに対し,2500万 円及びこれに対する平成23年 5月 22日 から支

払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2被告は,原告X2及び原告X3に対し,それぞれ1250万円及びこれに対する平成

23年 5月 22日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3訴訟費用は,被告の負担とする。

4この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第司 請求

主文と同旨

第2事案の概要

本件は,デイサービスセンターに介護員 して勤務していたA(以下「Alという6)が

自殺したことに関し,Aの相続人である原告らが,被告には安全配慮義務違反があ

り,これによりAは精神障害を発病し自殺したと主張して,労働契約上の安全配慮義

務違反に基づく損害賠償の一部請求として,被告に対し,Aの妻である原告Xl(以下

「原告Xl」 という。)につき2500万円,Aの子である原告X2(以下「原告X2」 という。)

及び原告X3(以下「原告X3」という。)につきそれぞれ1250万円並びに各金員に対

する訴状送達の日の翌日である平成23年 5月 22日 から支払済みまでの民法所定

の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

なお,本件は,岡山地方裁判所平成23年 (行ウ)第 9号事件の口頭弁論に併合し

て審理を行い,その後分離をした経緯があり,本判決で摘示する証拠番号は,特に

断りのない限り,上記事件の証拠番号である。

1前提となる事実 (当事者間に争いがない。)

(1)Aは ,昭和40年○月○○月生まれの男性であり,原告Xlは,Aの妻,原告X2

及び原告X3は ,Aの子である。

被告は,備前市が設置した特別養護老人ホームロロ(以下「特養□□」という。)及

びデイサービスセンター□□(以下「デイロロ」という。)につき,備前市から地方自治

法244条の2第 3項の指定を受け,その管理を行う社会福祉法人である。

(2)Aは ,平成15年 2月 ,被告に,特養□□の介護員として臨時採用され,同年5

月からはデイロロに異動となり,平成16年4月 には,被告の正職員となつた。

Aは ,デイロロにおしヽて _介藷 昌として バス I

′′r

介助,ケアプラン作成等の業務に従事していた。

よる利用者の 抑 .含事介助 .入浴
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(3)Aは ,平成 19年 9 3日 .焼身自殺を り,救急車で病院 Iこl般送され,入院治

療を受けたが,同月7日 ,死亡し性

2争点及び当事者の主張(略 )

第3当裁判所の判断

1前記前提となる事実のほか,証拠 (甲 2ないし甲5,甲 8ないし甲13,甲 15ないし

甲17,甲 19の 1,甲 19の 2,甲 57,乙 6の 1ないし乙12,平成23年 (ワ )第753号

事件の乙1,乙 2,証人B,証人D,証人E,原告Xl本人)及び弁論の全趣旨によれ

ば,次の事実が認められる。

(1)デイロ回の業務内容

デイロ回は,在宅で介護の必要な高齢者を対象に,通所により入浴や食事などの

各種サービスを提供する施設である。

デイロロには,管理者 (荘長)の下,生活相談員,看護師,介護員,調理師が配置

されていた。生活相談員は,利用者及び利用者家族の相談を受け,対応することが

主な仕事であり,生活相談員になるためには,社会福祉士の資格が必要である。デ

イロ回の荘長は,特養□国の荘長を兼ね,特養□□に常駐しているため,デイロロ

の業務は,生活相談員が中心となつて動いており,生活相談員が介護員等のその他

の職員に指示,指導をしていた。介護員は,利用者の食事,入浴,トイレの介助が主

な仕事である。介護員になるために特段の資格は必要ないが,利用者は介護の必要

な高齢者であり,転倒,誤飲等のおそれがあるため,介護員は,常に利用者に目を

配り,声をかけ,利用者の動静をある程度予測して,臨機応変に対応する能力が必

要であり,また,利用者の心身の状態を把握するために,利用者家族との情報交換 ,

同僚との情報交換をすることが必要である。

職員の所定始業時刻は午前8時30分,所定終業時刻は午後5時 15分 ,休憩時間

は正午から午後1時30分までの間に交替で45分間,所定休日は土曜日,日 曜日,

祝日と年末年始であつた。

デイロ回の利用者数は,定員を上回ることがあり(平成16年 3月 までの定員は25

名であつたが,実際は平均して月28名 の利用があつた。),デイロ国の職員司人にか

かる負担は大きく,手の足りないところがあれば,職員同士で,声を掛け合い.補い

合つて仕事をする必要があつた。

(2)Aの業務内容

Aは ,介護員としてデイロロに勤務していた。その具体的な業務内容は,午前8時 3

0分から職員同士のミーティングに参加した上,大型バスを運転して,利用者を送迎

し,降車介助を行つた後,午前10時頃から,施設内において利用者の入浴介助,食

事介助,レクリエーション等の介助,記録付けなどを行い,午後3時30分頃には,大

型バスを運転して利用者を各戸に送り届け,午後5時頃,施設に戻り,ミーティング,

記録付け,翌 日の準備などをして,業務を終えるというものであつた。
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(3)Aの人となり

Aは ,真面 目で.優しく.一生懸命であっ が .介誰の技術 I はやや劣った が あ

の こと

意であつた。そのため,利用者家族からのクレームなどもあり,その分,他の介護旦

に負担がか力とることがあつた

(4)Bの人となり

Bは ,平成 13年 10 月 からデ □で生 訟 として勤務してい 女性であり.イ□

社会福祉士の資格を持ち,介護員としての経験もあつた。デイロロの業務はBを中fい

に回つており,Bが介護員に指示 ,指導をしていた。

Bは ,仕事に対する音任感 が弓唸〈.利用者 の 状熊弁 甲.て .一つ つ んで,事

故が起こらないように素早く指示する能 の ある人物で,仕事もよく たが,その

4ヽ  41柏 入 ! T工.齢 Iど 守 壁 本 → あ 聞 !― ふ つた Bの 詈 名 ), 正 論 で ふぅ■対

が,その言い方についてIよ.厳しいと感じる職 目 が 多かった。

(5)Aに対するBの指導

Bは。Aが 昌ど'なつた 平 成 16年 5月 AI 対し厳しく指導 るようになっか レ ぅ _

た。Bは ,どの職 員に対しても厳しく指導してしヽたが .とりわけAは ,他の人と比べて仕

茎がで去てし ■ ■ お 指 道 す ス 同 hミ 2て み 言日 、羊l♂うナヽュ`ザ1ヽ つ の 口 キi蒔与i´し で ふ OB

による指導は,Aが報告事項を忘れたり,利用者に対して口調がきつくなつたりするな

ど,業務上のミスをきつかけに行われており,周りからみてAの仕事ぶりでは叱責され

ても仕方がないという側面もあつたが,叱責の態様はBの気分によつて波があり,とき

には,その時の失敗のみならず,過去の失敗を持ち出し,「どうしていつもあなたはそ

うなの」,「なんでできないの」などと問い詰めるような口調になることもあり,長いとき

は10分くらい叱責し続けることがあつた。また,叱責は,利用者にも聞こえる場所で,

職員間のミーティングの時にも行われることがあつた。Aは,Bに言い返すことはせ

ず,謝るだけであつた。また,AはBから質問されたとき,おどおどして,うまく答えるこ

とができず,そのためにBの口調が強くなつていくこともあつた。一方,Aがうまく仕事

ができたときには,Bは ,褒めることもあつた

Aは ,他の職員に対してBのことを悪く言うことはなく,自 分が悪いから仕方がないと

言つていた。

(6)Aの変化

平成18年 11月 頃,利用者が増え始めたことも重なり,Aの判断能力と作業能力は

落ちていき,自 分が担当すべき仕事ができず混乱するようになつた。そのため,他の

職員は,Aができない部分を担当しなければならなくなり,仕事が回らず,他の職員の

ストレスが溜まるようになり,Aの仕事ぶりにつき,Bに愚痴をいう職員もいた。Bも,A

にしつかりしてもらいたいという気持ちから,前にできていたのに何でできないのかと

更に叱責するようになつた。この頃から,Aは ,Bに叱責されたとき,顔色が変わり固

F′ ″
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まっているのがよく目につくようになり,Bから叱責された後は,いらいらして,送迎の

運転が荒いときがあつた。他の職員が声かけをしても,「僕が悪いんよ,僕にはできな

い」と落ち込んでいた。Bの叱責によっても,Aの仕事ぶりは改善することはなく,ます

ます仕事ができなくなつていつた。

また,家庭においても,怒りつぼくなつて,原告X2や原告X3に対して常にいらいら

し,原告Xlに対しても,「おまえもBと同じで俺を責めるんか」と怒ることが多くなつた。

弁当を食べずに帰ることもあり,夜遅くまで,テレビをつけた状態で,果然と考え事を

することが多くなつた。Aは ,以前からストレスがあると腰が痛くなり,コルセットをする

ことがあつたが,この頃からコルセットをするようになつた。

Aは ,平成19年4月 頃になると,注意しても,同じ失敗を繰り返すようになり,職場

の雑談にも加わらなくなつた。Bは,Aがあまりに同じ失敗を繰り返すため,ふざけて

いるとしか思えないと感じることがあつた。家庭においても,ひどく落ち込み,お笑い

番組を見ても笑わなくなり,原告X2や原告X3にも当たり散らし,会話を避けるように

なつた。休日も,何も言わずに急に出かけたり,一人で部屋にこもつたりするようにな

り,好きであった時計の本も見なくなつた。同年夏頃から,朝なかなか起きてこず,トイ

レからもなかなか出てこなくなつた。

(7)荘長の対応

平成18年 4月 に,デイロロの荘長がFからC荘長に代わつた。C荘長は,介護の知

識,経験がなく,職員の指導についてはBに任せきりであつた。同年11月 頃に,Bか

らAの仕事ができなくて困つていると相談を受け,Aらに対し,意識を高めるために,

野球のイチローの父親を題材にするなどして研修を行つたが,効果はなかつた。

平成 18年末頃 .介護 員らは.Aのフオロ~弁 tン なが兆自 ちの業務弁行うのが限

界に近くなったため,C荘長に相談に行き,Aか Bのどちらか券配置転換してもらえな

い か 西語 録 精とが 無 理 A :9 介 誰 ∩ T酷 痺羊お 一 人 入れ.T羊エ テナェ
｀いかとの由 出 井

した。その際に,Aはこれ以上できないのに t´ ろと,ると言ってはしヽけない.うつ I なっ

ても困るし,自 殺してもいけないという話も たが c荘長 は .BI は実績があるという

理由でBの異動には難色を示した。

(3)平成19年 4月期の異動

Aは ,Bの叱責に思い悩み,異動の希望を出すことを原告Xlに相談していたが,今

の職場の職員間の信用を取り戻したい,もう少し頑張りたいという思いで,最終的に

は異動の希望を出さなかつた。

C荘長は,被告の事務局長を兼務し,人事異動の立案権限を有していたが,平成1

9年4月期に,B及びAいずれについても,配置換えを立案せず,両名について配置

換えはされなかった。

(9)自殺に至る経緯

Bは ,Aに対し,「デイでは声かけをしながらじゃないと介護はできんよ」とよく言つて

′′
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いた。Aは ,平成司9年 8月 9日 ,原告Xlに対し,「 Bより,声掛けができんのなら,デイ

におる必要ないがJ… て言われた。落ち込むわ,もうダメなんか4。 上というメールを送

つた。原告Xlは ,すぐにAに電話をかけたが,Aの声は沈んでおり,「わしはもう無理

なんかな」と言つた。また,原告Xlは ,Aから,「 自分の顔をみるとイライラするか」と問

われたことがあり,なぜそのようなことを言うのかと間うと,Aは ,「 Bにあんたの顔を

見るとイライラすると言われた」と言つた。

Aは ,平成19年 9月 3日午後9時42分頃,原告Xlに対し,
「ゴメンね。やっぱり.B

に人間失格とか .あんたの腕 界.てるとストレスがナー主つて _仕事 手 Iが つかないとか。

Dさんもストレスたま とか・・・∩その言葉.けっこう,きつく たえました。気のきかない

ダメな亭主でゴメン。」とメールを送つた。原告Xlは ,心配で「何しとん」とメールを送っ

たところ,Aは ,「ゴメン」というメールを送り, その直後にガソリ かぶり。焼身白殺

を図つた。

Aは ,救急車で病院に緊急搬送されたが,その車内で,消防職員に対し,次のよう

に述べている。

「いつも職場で上司にいじめられているので毎日がとてもつらいです。今日もいじめ

られました。仕事が終わり家に着いたのは夜のフ時頃でした。それから食事をして,

地区の獅子舞の練習を約2時間しました。9時頃いつも職場でいじめられていること

を思い出し,自 殺しようかどうしようかと迷いました。2リットルほどの缶にガソリンを半

分ほど入れ,家にあったライターとガソリンの入つた缶を車に積んで吉井川の河川敷

に向かいました。その時は自殺するかしないかまだ迷つていました。時間は時計を見

ていないのでわかりません。到着してからもしばらくいろいろ考えましたがいつもいじ

められていることを思い出し子缶に入れていたガソリンを自分の体に掛けて家から持

つてきたライターを体から少し離れたところでつけました。」

2争点(1)(Aの精神障害の発病及び業務との因果関係の有無)について

前記認定事実によれば,Aは ,平成18年 1¬ 月頃から,判断能力,作業能力の低下

とともに,自 信も低下し,家庭においてもいらいらして,食欲の減退がみられるよ引こ

なり,平成19年 4月 には,ひどい落ち込みや,喜びの喪失,活力の減退等がみられ

ており,証拠 (甲 18,甲 36,乙 20)によれば,同月頃には,少なくともうつ病エピソー

ドを発病したことが認められる。

Aは ,平成16年 5月 頃から,Bによる厳ししヽ指導を受けるようになった。Bの指導

は,Aの仕事ぶりが不十分であり,Bが利用者のことを考え,責任を持つて仕事をして

いたがためにされたものであり.業務に 連 i´ナ…辛Bので 丈ある Bの指 導 は .口 調が

責し続けたり,他の職員の前で叱責することもあった。Bの指導は,Aの能力や性格

に応じた指導ではなく,平成 18年 11月 頃 Iこは.Aの判断能力や作業能力が低下し,

オ′ン
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ず,Aの判 力や作業能力が低下してしヽる原因 を十分見極めるこ (.仕事がで

きなくなつているAに対し,更なる比責を繰り返した。C荘長も,職員からAと Bの関に

性 .Aの異変について相訟ぬヾあり.どちら の星 動 等券末 め られた I ちヽ か わムず .

の Aに

責は止まるこ (。 これによりi平成19年4 月頃.上記精神障害を発病したというこ

とができる。

以上のとおり,デイロロが提供する通所介護サービスに過誤や疎漏があつてはなら

ないという強い責任感の下に行われたものであつたとはいえ,Aの能力や精神状態を

考慮することなく繰り返された叱責の態様に鑑みれば,Aの心理的負荷は,社会通念

上,客観的にみて上記精神障害を発病させる程度に過重であつたといわざるを得な

い。そして,Aには,業務以外の心理的負荷や個体側の脆弱性,遺伝素因など他に

発病因子となり得るような事情が証拠上明らかにはうかがわれない(Aの義母の薬物

事故や原告Xlとの関係による精神的負担が上記精神障害の発病に寄与したものと

は認められない。)ことからすれば,上記精神障害の発病と業務との間に相当因果関

係を認めることができる。

3争 点 (2)(Aの業務についての被告の安全配慮義務連反の有無)について

使用者は,労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し,労働契約上

の安全配慮義務として,業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労

働者の心身の健康を損なう結果の生じないよう注意する義務を負うと解するのが相

当である。そして,使用者に代わつて労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有

する者は,使用者の上記注意義務の内容に従つてその権限を行使すべきであり,そ

の者がその権限の行使を誤り,上記結果を生じさせたときは,使用者において,上記

安全配慮義務違反による債務不履行責任を免れないものというべきである。

これを本件についてみると,前記のとおり, デイロ国の管理者 あったC荘長は1被

告の事務局長も兼務して人事異動の立案権限を有していたところ,遅くとも,介謹員

らからAの状態やAと Bの 係 ついて相談存受けた平成 18年末頃の時点までに

し

は,Bの宇旨導により 的 I 落ち込み.仕事ができなくな ている状態であるこ

と,このまま放置するμ _ Aが心 身 f&幸康弁糧なうおそれがあるの と井認識 し得たとい

うべきであり,それにもかかわら

神障害を発病することを回避するための対策を何ら採つていなかつたことが認められ

る。これは,使用 ある‡産告 代わって職 員 I 対し業務上の指橿鷲督井行う権限

を有 していたC荘長が .俺用者の前記注意義務の内容に従ってその権限存行使すべ

きであったところ,これ弁誤ったものであり,その人事異動等 I する権限の行使が

適切に行われていれば,前記精神障害の発病を回避することができた可能性1よ十分

にあったものと認められる。したがつて,被告は,労働契約上の安全配慮義務違反に

′ユ
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賠償する責任を免れないものというべきである。

4争点(3)(原告らの損害の有無及びその額)について

(1)過失相殺について

被告は,Aには業務以外においても義母の薬物事故による心理的負荷があつたこ

と,Aの労働能力が劣つていたこと,A自 身の性格や脆弱性も自殺の一因になつてい

ること,A及び原告XlはAの心身の変調に対して心療内科へ通院するなどの適切な

対処を怠つていたことなどの事情を考慮すれば,過失相殺をすべきであると主張す

る。しかしながら,Aの義母の薬物事故による精神的負担が前記精神障害の発病に

寄与したものとは認められないことは先に指摘したとおりであり,また,Aについて同

種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れる労働

能力の低さや脆弱性などの特性を有していたことを認めるに足りる証拠はなく,さら

に,精神障害が一般に通院への動機付けが困難な疾病である上,Aの場合は心身

の変調から5か月程度で発病に至つていることを考慮すれば,被告の主張する事情

はtヽずれも損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり考慮すべき債権者側の過

失に当たらなし μ うヽべ書 あるぉで

(2)Aに生じた損害

ア 休業損害 O円

証拠 (平成23年 (ワ )第753号事件の乙6,乙 7)によれば,Aが休業した平成19年

9月 4日 から同月7日までの間についても,被告から給与が支給されていることが認

められるから,Aに体業損害は生じていない。

イ 入院慰謝料 10万円

Aが発病した前記精神障害は,一般的に強い自殺念慮を伴うICD-10の F3に分

類される精神障害であると認められることから(甲 40,乙 5),Aは ,上記精神障害に

より,正常の認識,行動選択能力が著しく阻害され,又は自殺行為を思いとどまる精

神的抑制力が著しく阻害されていた状態で自殺を図つたと推定でき,上記精神障害

が原因となつて入院,死亡に至つたと認めることができる。

入院4日 間の慰謝料としては,10万円が相当である。

ウ 死亡による逸失利益 2967万 0455円

前記認定事実のほか,証拠 (甲 16,平成23年 (ワ )第753号事件の甲20)によれ

ば,Aは,死亡の前年である平成司8年中に350万8664円の給与収入を得ていた

が,妻である原告Xlも ,生命保険会社の外務員として稼働していたことが認められ

る。

これらの事実に現れた諸事情を総合勘案すれば,Aには,基礎収入を350万 866

4円 ,就労可能年数を死亡時(42歳 )から25年 (ライプニツツ係数14.0939),生活

費控除率を400/oと して計算される2967万0455円 の逸失利益が生じたものと認め

られる。

し
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ェ 死亡慰謝料 2800万円

前記認定の各事実に現れた諸事情を総合勘案すれば,死亡慰謝料としては,280

0万 円が相当である。

(3)相続による取得

前記(2)アないし工の金額を合計すると,5777万 0455円となり,原告Xlはその2

分の1(2888万5227円 )を ,原告X2及び原告X3は 4分の1(1444万2613円 )ず

つをそれぞれ相続により取得したものと認められる。

(4)弁護士費用

本件事案の難易,請求額,認容額その他諸般の事情を総合考慮すると,被告の債

務不履行と相当因果関係のある弁護士費用としては,原告Xllこつき288万 8522

円,原告X2及び原告X3につきそれぞれ144万 4261円が相当である。

これらの金額と前記(3)の金額との合計額は,原告Xlにつき3177万 3749円 ,原

告X2及び原告X3につきそれぞれ1588万6874円となる。

5よって,原告らの請求(一部請求)はいずれも理由があるから認容することとし,主

文のとおり判決する。

′ユた
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O苦情対応についての一般的な留意点

1  法令上の留意点

□ 苦情窓口を設置すること。

□ 苦情処理の体制を定めていること。

□ 苦情処理の手順その他必要な措置の概要を定めていること。

国 以上を、重要事項説明書に記載して説明し、同意を得ていること。

□ 同じく、事業所に掲示していること。

□ 苦情の内容等を記録していること。

□ 苦情の内容等の記録を契約終了の日 (サービス完結の日)から0年

間保管していること。

□ 苦情に迅速かつ適切に対応すること。

◇ 利用者又はその家族等から事情を聞くこと。

◇ 苦情に係る問題点を把握すること。

◇ 改善策を検討すること。

◇ 改善策を実施すること。

◇ 利用者に説明すること。

□ 苦情の内容を踏まえ、サービスの質向上に向けた取り組みを自ら行

うこと。

国 市町村への協力等

◇ 市町村の職員からの質問又は照会に応じること。

◇ 市町村の調査に協力すること

◇ 市町村から指導又は助言を受けた場合は、それに従つて改善を

行うこと。

◇ 市町村からの求めがあつた場合には改善内容を報告すること。

□ 国民健康保険団体連合会への協力等

◇ 同連合会の調査に協力すること。

◇ 同連合会から指導又は助言を受けた場合は、それに従つて改善

を行うこと。

◇ 同連合会からの求めがあつた場合には改善内容を報告すること。

◇ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービスに位置付けたサービ

スに対する苦情の申立に関し、必要な援助を行わなければならな

い 。
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2  実際上の留意点

佃) 予防上の留意点

①  重要事項説明書 B契約書の内容が不十分であると、事業者側の説

明不足と利用者側の理解不足を招くリスクがある。

②  l回説明した後、即時に契約を締結するときは、事業者側の利用

者に関する状況把握不足と利用者側の理解不足を生むリスクがある。

③  契約の締結と初回の訪問看護を同時に行うときは、利用者側がサ

ービス利用の認識を持てないことがある。

④  契約内容だけでなく、制度の内容及び認知症等の疾患の特性につ

いてもできるだけ説明し、理解を得ておく。

⑤  主治医のほか、サービス担当者会議等を通じて他のサービス事業

者との連携を図からずに、事業者と利用者の一対―の2当事者関係

だけを続けていると、両者間の認識又は理解に餌鱚が生じやすくな

つたり、他の事業者との間でも誤解等を生み、また、苦情発生時に

解決が困難になつたりすることがある。

⑥  通常の営業地域外からの利用申込み時には、他のサービス事業者

との連携が図れるかについて検討が必要である。

②  訪間看護の提供過程においては、口頭による説明のほか、できる

だけ書面による情報提供を行い、サービスの内容を可視化、透明化

する。

③  記録は原則開示であることを理解した上で、口頭による説明及び

書面による情報提供の内容と記録内容との間で食い違いが生じない

ようにする。

③  連絡又は説明等の利用者側の窓口となる中心人物 (キーパーソン)

を予め確認又は確保する。ただし、苦情をこの者に限定することは

できない。利用者に認知症がある場合であつて、家族が保護できてい

ないとき (ひ とり暮らしで身近な親族がいないとき、家族はいても虐

待を受けているとき等)サービス開始前又は開始後に、成年後見の利

用を市町村又は地域包括支援センターに促すべきときもある。

⑩  法令又は「適切な看護技術」(居宅基準第68条第3号参照)に反

する訪間看護サービスは行なわない こと。違法又は不適正なサービ

スの提供は、「誤つた期待」を生み、苦情の種となる。
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121  対応上の留意点

①  予断をもたない。

②  まず傾聴する。

③  苦情の申立「人」で即断せず、苦情の「内容」にまず注意を払う。

④  苦情の申立「人」の立場に立って、苦情の「背景」を想像する。

⑤  苦情の「内容」のうち「評価」よりも、「事実」にまず注意を払う。

⑥  「事実」の調査と「評価」、必要に応じた「改善策」の立案を行う。

②  調査結果を苦情申立人に説明する際は、まず、「事実」を丁寧に説

明する。

③  調査の結果、苦情申立人の「評価」と反対の「評価」に至つた場

合でも、苦情申立人の「評価」に対し、事業者側の「評価」だけを

対抗させない。

③  法的判断、特に事故に係る法的責任の判断については、損害保険

会社、弁護士の判断が示されるまで、独自の判断を示さない。

⑩  感情的にさせない、感情的にならない。

①  苦情の際の利用者側の暴力又は暴言は黙過しない。

⑫  苦情に係る職員を支援又は交替する。

⑬  苦情に対応する職員も支援又は交替する。

①  事業者相互間で協力して解決すべき苦情もある。

○  行政の協力又は対応を得ながら解決すべき苦情もある。
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O改正個人情報保護法の概要

1  個人情報保護法の改正と施

1  平成27年改正個人情報保護法

個人情報保護法は平成27年 9月 3日 に改正され、同月9日 公布、平成29

年5月 30日 から改正法が全面施行されている。

2  主要な改正法令及び新ガイドライン等

(1) 主要な改正法令等

①個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)

②個人情報の保護に関する基本方針(基本指針)

③個人情報の保護に関する法律施行令(施行令)

④個人情報の保護に関する法律施行規則(規則)

⑤行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律(番号法)

⑥自治体の個人情報保護条例

(2) 主要な新ガイドライン等

①個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)

②個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確

認口記録義務編)

③「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」(平成2

9年告示第1号 )

④個人情報保護委員会B厚生労働省「医療日介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年 4月 )

3  主 な改正点

①「個人情報」の定義規定の改正:法第2条 1項及び2項

②「要配慮個人情報」の定義規定の新設:法第2条3項

③「匿名加工情報」の定義規定の新設:法第2条 9項

④「匿名加工情報取扱事業者」の定義規定の新設:法第2条 10項

⑤ 小規模事業者の適用除外規定の削除:法第2条5項、附則第11条

⑥ 利用目的の変更可能範囲の改正:法第15条2項
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⑦「要配慮個人情報」の取得制限:法第17条 2項

③ 不要となつた個人データの消去の努力義務:法第19条

③「要配慮個人情報」のオプトアウト方式禁止:法第23条 2項

⑩ オプトアウト方式の事前届出制度:法第23条 2～4項

① 外国にある第二者への提供制限:法第24条

⑫ 第二者提供に係る記録の作成日保存義務:法第25条

① 第二者提供を受ける際の確認、記録の作成E保存義務:法第26条

① 開示請求権の明確化(法第28条 )

⑮ 訂正等請求権の明確化(法第29条 )

① 利用停止等缶第二者提供停止請求権の明確化(法第30条 )

① 開示等の請求後、2週間経過後に出訴可能と規定(法第34条 )

⑩ 匿名加工情報取扱事業者の義務を規定(法第36～39条 )

⑩ 新設の個人情報保護委員会による監督(法第40～ 43条、第5章 )

⑩ 事業所管大臣への監督権限の委任(法第44、 46条 )

I 『個人情報」等の用語の定義

1 「個人情報」の定義

「個人情報」は、次のいずれかに該当するものである(法第2条第1項 )。

第1項第1号に該当する個人情報 :生存する個人に関する情報であつて、当

該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識

別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより

特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

第1項第2号に該当する個人情報 :生存する個人に関する情報であつて、個

人識別符号が含まれるもの

2号の個人情報

個

号の個人情報

個人に関する情報

９

“
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(21

(1, 「生存する個人に関する情報」

死者に関する情報は、個人情報保護法上の「個人情報」ではない。遺族に

対ずる診療情報の提供については、「診療情報の提供等に関する指針」(平

成15年医政発0912001)によつて従つて行うものとされている(前掲「医療日

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」)。

個人番号 (マイナンバー)も、個人情報 (個 人情報保護法上は「2号個人識別

符号」であつて、番号法上は「特定個人情報」)であるが、死者の個人番号は、

個人情報ではない。しかし、番号法上は、死者の個人番号も個人番号であつ

て、同法上の安全管理義務等の対象である。

『当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識

別することができるもの」

「記述等」とは、文書、図画、電磁的記録に記載若しくは記録され、又は音

声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項 (個 人識別符号を除く。)

をいう。「電磁的記録」とは、電磁的方式 (電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によつては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。

「特定の個人を識別することができる」とは、「情報単体又は複数の情報を

組み合わせて保存されているものから社会通念上そのように判断できるもの

をいい、一般人の判断力又は理解力をもつて生存する具体的な人物と情報の

間に同一性を認めるに至ることんミできるかどうかによる」(ガイドライン:匿名力田

工情報編4頁 )ものと解されている。

(3) 「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別するこ

とができることとなるものを含む。」

「特定の個人を識別することができる」とは、「事業者の実態に即して個々の

事例ごとに判断されるべきであるが、通常の業務における一般的な方法で、

他の情報と容易に照合することができる状態をいい、例えば他の事業者への

照会を要する場合等であつて照会が困難な状態は、一般に容易に照合するこ

とができない状態であると解される。」(ガイドライン:通則編6買 )と説明されて

いる。

(4, 「個人識別符号」

「個人識別符号」とは、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の

符号のうち、施行令で定めるものをいう(法第2条第2項 )。

1号個人識別符号 :特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供す

るために変換した文字、番号、記号その他の符号であつて、当該特定の個

3
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人を識別することができるもの。

2号個人識別符号 :個 人に提供される役務の利用者しくは個人に販売される

商品の購入に関し割り当てられ、 又は個人に発行されるカードその他の書

類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その

他の符号であつて、 その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに

異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されること

により、 特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別すること

ができるもの。

①  l号個人識別符号

施行令は、1号個人識別符号の「身体の特徴」として、下欄記載のものを掲

げる(施行令第1条第1号 )。

また、施行令は、1号個人識別符号は、「当該特定の個人を識別すること

ができるもの」として規則で定める「基準」に適合するものであると規定し(施

行令第 1条第 1項 )、 これを受けて、規則は、「基準」について、「特定の個人

を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法に

より電子計算機の用に供するために変換することとする」と定めている(規則l

第2条 )。

②  2号個人識別符号

施行令は、2号個人識別符号の「文字、番号、記号その他の符号」

として、下欄記載のものを掲げる(第 1条2～ 8号 )。

4

胞から採取されたDNAを構成する塩基の配列

Θ顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の

び形状によって定まる容貌

顔の部位の位置及

○虹彩の表面 の 形 状 I よ り形 成 され る線状の 模様

○発
士

戸 の 際の
士

戸
世

爾 の 振動
士

戸 F司 の 開閉 並 び I

士

戸 道の 形 状及びそ の 変イヒ

歩行 の 際の 姿勢及 び両腕 の 動作 歩幅 その 他 の 歩行の 態様

○手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び地点によつ

て定まるその静脈の形状

○指紋又は掌紋

①旅券の番号

②基礎年金番号

③運転免許証の番号

④住民票のコード
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⑤個人番号 (マイナンバー)

⑥国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は介護保険

法の被保険者証に記載された個人情報保護委員会規則で定める文

字、番号、記号その他の符号

規則は、⑥の「文字、番号、記号その他の符号」について、国民健

康保険法の被保険者証については、「記号、番号及び保険者番号」
とし、高齢者の医療の確保に関する法律又は介護保険法の被保険

者証については、「番号及び保険者番号」としている (規第3条 )。

②その他個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他
の符号

規則は、②の「文字、番号、記号その他の符号」として、④健康保

険法施行規則の被保険者証の記号、番号及び保険者番号、Θ健康

保険法施行規則の高齢者受給証の記号、番号及び保険者番号を定
めている (規第4条 )。

2 「要配慮個人情報」の定義

「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪

の経歴、犯罪により害を被つた事実その他本人に対する不当な差別、偏見そ

の他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして虫
令で定める記述等が含まれる個人情報をいう(法第2条第3項 )。

「政令で定める記述等」について、政令 (施行令)は、下欄記載の事項のい

ずれかを内容とする記述等 (本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除

く。)とする。

①身体障害、知的障害、精神障害 (発達障害を含む。)その他の個人情

報保護委員会規則で定める心身の機能の障害

「その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害」については、規

則が、④身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害、◎知的障害者福祉法にい

う知的障害、⑥精神保健福祉法にいう精神障害 (発達障害者支援法の発達障害を

含み、◎の知的障害を除く。)、 ○治療の方法が確立していない疾病その他の特殊

な疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の

程度が同項の あるものと定めている (規則第 5条 )。

障害者総合支援法第 4条第 1項の政令で定める特殊の疾病は、治療方法が確立し

ておらず、その診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まつており、かつ、

当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものであ

つて、当該疾病の患者の置かれている状況からみて当該疾病の患者が日常生活又

は社会生活を営むための支援を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が

定めるものとするとされている (障害者総合支援法施行令第 1条 )。

5
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障害者総合支援法第4条第 1項に規定する厚生労         は、障害者

総合支援法施行令第 刊条に基づき厚 生曽 1重九大 Fボ‡め る持映の疾病 27平 成 年

厚生労働 第 292号 )に掲げる疾病による障害により継続的に日常生活又

は社会生活に相当な制限を受ける程度とするとされている (平成 25年厚生労働

省告示第 7号 )。

は 、次

の各号 に掲 げ る とお りとされ て いる。

アイカルディ症候群、アイザックス症候群、IgA腎症、lgG4関連疾患、亜急性硬化性全脳炎、アジツシ

病、アッシャー症候群、ア トピー性脊髄炎、アペール症候群、アミロイ ドーシス、アラジール症候群、

有馬症候群、アルポー ト症候辞、アレキサンダー病、アンジェルマン症候群、アントレー・ビクスラー

症候群、イソ吉草酸血症、 ―次性ネフローゼ症候群、一次性膜性増殖性糸球体腎炎、lp36欠 失症候

群、遺伝性ジス トニア、遺伝性周期性四肢麻痺ひ、遺伝性膵すい炎、遺伝性鉄芽球性貧血、 VATER症

候群、ウィーバー症候群、ウィリアムズ症候群、ウィルソン病、ウエス ト症候群、ウエルナー症候群、

ウォルフラム症候群、ウルリッヒ病、HTLV-1関連脊髄症、ATR X症候群、ADH分泌異常症、エーラス・

ダンロス症候群、エプスタィン症候群、エプスタイン病、エマヌエル症候群、遠位型ミオパチー、円錐

すい角膜、黄色靭 じん帯骨化症、黄斑ジストロフィー、大田原症候群、オクシピタル・ホーン症候群、

オスラー病、カーニー複合、海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん、潰瘍性大腸炎、下垂体前葉機能低下

症、家族性地中海熱、家族性良性慢性天疱,蒼 ぽうそう、化膿のう性無菌性関節炎・壊疸えそ性膿のう皮

症・アクネ症候群、歌舞伎症候群、ガラクトースー1-リ ン酸ウリジル トランスフエラーゼ欠損症、加

齢黄斑変性、肝型糖原病、間質性膀脱炎(ハンナ型)、 環状 20番染色体症候群、関節リウマチ、完全大

血管転位症、眼皮膚白皮症、偽性副甲状腺機能低下症、ギヤロウェイ・モワト症候群、急性壊え死性脳

症、急性網膜壊え死、球脊髄性筋萎縮症、急速進行性糸球体腎炎、強直性脊椎炎、強皮症、巨細胞性動

脈炎、巨大静脈奇形 (頚けい部口腔R囚頭びまん性病変)、 巨大動静脈奇形 (頚けい部顔面又は四肢病変)、

巨大膀脱ぼうこう短小結腸腸管婦ぜん動不全症、巨大リンパ管奇形 (頚けい部顔面病変)、 筋萎縮性側

索硬化症、筋型糖原病、筋ジス トロフィー、クッシング病、クリオピリン関連同期熱症候群、クリッペ

ル・ トレノネー・ウェーバー症候群、クルーゾン症候群、グルコース トランスポーター1欠損症、グル

タル酸血症 1型、グルタル酸血症 2型、クロウ・深瀬症候群、クローン病、クロンカイ ト・カナダ症候

群、痙攣けいれん重積型 (二相性)急性脳症、結節性硬化症、結節性多発動脈炎、血栓性血小板減少性紫

斑病、限局性皮質異形成、原発性局所多汗症、原発性硬化性胆管炎、原発性高脂血症、原発性側索硬化

症、原発性胆汁性肝硬変、原発性免疫不全症候群、顕微鏡的大腸炎、顕微鏡的多発血管炎、高 IgD症候

群、好酸球性消化管疾患、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性副鼻腔炎、抗糸球体基底膜腎炎、

後縦靭じん帯骨化症、甲状腺ホルモン不応症、拘束型心筋症、高チロシン血症 1型、高チロシン血症 2

型、高チロシン血症 3型、後天性赤芽球磨ろう、広範脊柱管狭窄さく症、抗リン脂質抗体症候群、コケ

イン症候群、コステロ症候群、骨形成不全症、骨髄異形成症候群、骨髄線維症、ゴナ ドトロピン分泌丸

こう進症、5p欠失症候群、コフィン・シリス症候群、コフイン・ローリー症候群、混合性結合組織病、

饂さい耳腎症候群、再生不良性貧血、サイ トメガロウィルス角膜内皮炎、再発性多発軟骨炎、左心低形

成症候群、サルコイ ドーシス、三尖せん弁閉鎖症、CFC症候群、シエーグレン症候群、色素性乾皮症、

自己貪食空胞性ミオパチー、自己免疫性肝炎、自己免疫性出血病XⅢ 、自己免疫性浴血性貧血、シトス

テロール血症、紫斑病性腎炎、脂肪萎縮症、若年性肺気腫、シャルコー・マリー・ トウース病、重症筋

無力症、修正大血管転位症、シュワルツ・ヤンペル症候群、徐波睡眠期持続性棘きよく徐波を示すてん

かん性脳症、神経細胞移動異常症、神経軸索スフェロイ ド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症、神経線

維腫症、神経フェリチン症、神経有棘きよく赤血球症、進行性核上性麻痺ひ、進行性骨化性線維異形成

症、進行性多巣性白賢脳症、心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症、心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖

症、スタージ・ウェーバー症候群、ステイーヴンス・ジョンソン症候群、スミス・マギニス症候群、ス

モン、脆弱 X症候群、脆弱 X症候群関連疾患、正常圧水頭症、成人ステル病、 成長ホルモン分泌克こ

う進症、脊髄空洞症、脊髄小脳変性症 (多 系統萎縮症を除く。)、 脊髄髄膜瘤りゆう、脊髄性筋萎縮症、

全身型若年性特発性関節炎、全身性エリテマ トーデス、先天性横隔膜ヘルニア、先天性核上性球麻痺

″゙′

ひ、先天性魚鱗癖 りんせん、先天性筋無力症候群、先天性腎性尿崩症、先天性赤血球形成異常性貧血、
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先天性大脳白質形成不全症、先天性風疹症候群、先天性副腎低形成症、先天性副腎皮質酵素欠損症、先

天性ミオパチー、先天性無痛無汗症、先天性葉酸吸収不全、前頭側頭葉変性症、早期ミオクロニー脳

症、総動脈幹遺残症、総排泄腔遺残、総排泄腔外反症、ソトス症候群、ダイアモンド・ブラックフアン

貧血、第 14番染色体父親性ダイソミー症候群、大脳皮質基底核変性症、ダウン症候群、高安動脈炎、

多系統萎縮症、タナ トフォリック骨異形成症、多発血管炎性肉芽腫症、多発性硬化症/視神経脊髄炎、

多発性嚢のう胞腎、多降ひ症候群、タンジール病、単心室症、弾性線維性仮性黄色腫、短腸症候群、胆

道閉鎖症、遅発性内リンパ水腫、チャージ症候群、中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群、中毒性

表皮壊死症、腸管神経節細胞僅少症、TS‖ 分泌克こう進症、TNF受容体関連周期性症候群、低ホスファ

ターゼ症、天疱塘ぽうそう、禿とく頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症、特発性拡張型心筋

症、特発性間質性肺炎、特発性基底核石灰化症、特発性血小板減少性紫斑病、特発性後天性全身性無汗

症、特発性大腿たい骨頭壊死症、特発性門脈圧克こう進症、特発性両側性感音難聴、突発性難聴、ドラ

ベ症候群、中條・西村症候群、那須・ハコラ病、軟骨無形成症、難治頻回部分発作重積型急性脳炎、

22ql1 2欠 失症候群、乳幼児肝巨大血管腫、尿素サイクル異常症、ヌーナン症候群、脳腱黄色腫症、脳

表ヘモジデリン沈着症、膿疱のうほう性乾癖せん、嚢のう胞性線維症、パーキンソン病、バージヤー

病、肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症、肺動脈性肺高血圧症、肺胞蛋たん白症 (自 己免疫性又は先天性)、

肺丹包低換気症候群、バッド・キアリ症候群、ハンチントン病、汎発性特発性骨増殖症、PCDH1 9関 連症

候群、肥厚性皮膚骨膜症、非ジス トロフィー性ミオ トニー症候群、皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色

体優性脳動脈症、肥大型心筋症、ビタミン D依存性くる病/骨軟化症、ビタミン D抵抗性くる病/骨

軟化症、ビッカースタッフ脳幹脳炎、非典型溶血性尿毒症症候群、非特異性多発性小腸潰瘍症、皮膚筋

炎/多発性筋炎、びまん性汎細気管支炎、肥満低換気症候群、表皮水疱ほう症、ヒルシュスプルング病

(全結腸型又は小腸型)

3 「個人 」の定義

「個人データ」とは、「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう

(法第2条6項 )。

7

②医師その他医療に関連する職務に従事する者 (医師等)により行わ
れた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の検査

(健康診断等)の結果

③健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を

理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための

指導又は診療若しくは調剤が行われこと

④本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の

提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと

⑤本人を少年法第 3条第¬項に規定する少年又はその疑いのある者と

して、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に

関する手続が行われたこと

要配慮個人情報

個人情報

′゙ユ
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(1) 「個人情報データベース等」

「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であつて、

次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ない

ものとして政令で定めるものを除く。)をいう(法第2条 4項 )。

① 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように 体系

的に構成したもの

② 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができ

るように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

(2) 「利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令

で定めるものを除く。」

政令 (施行令)は、「政令で定めるもの」こついて、次のいずれにも該当する

ものと定めている(施行令第3条 1項 )。 市販の電話帳、住宅地図等が例示され

ている(ガイドライン:通則編17頁 )。

①不特定かつ多数の者に発行することを目的として発行されたもので

あつて、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行

われたものでないこと。

②不特定かつ多数の者により随時購入することができ、又はできたもの

であること。

③生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に

供しているものであること。

(31 「前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができる

ように体系的に構成したものとして政令で定めるもの」

政令 (施行令)は、「個人情報を一定の規則に従つて整理することにより特

定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の

集合物であつて、日次、索引その他検索を容易にするためのものを有するも

のをいう。」と定めている(施行令第3条2項 )。

4 「保有個人データ」の定義

「保有個人データ」とは、「個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加

又は削除、利用の停止、消去及び第二者への提供の停止を行うことのできる権

限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他

の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める

期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。」(法第2条7項 )。

8
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佃) 「その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして

政令で定めるもの」

政令(施行令)は、以下のものを「保 有 個 人 データ」から除 外 している

(施 行 令 第 4条 )。

①当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は

第二者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの

②当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は

不当な行為を助長 し、又は誘発するおそれがあるもの

③当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安

全 が害 され るおそれ 、他 国若 しくは国際機 関 との信頼 関係 が

損 なわ れ るおそれ 又 は他 国 若 し くは 国際機 関 との 交 渉 上 不

利益 を被 るおそれ が ある もの

④当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪 の予

防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全 と秩序の維持に支障が

及ぶおそれがあるもの

(2) 「一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの」

政令(施行令)は、「期間」を「6月 」としている(施 行令第 5条 )。

Ⅱ  個人情報取扱事業者の義務

1 「個人情報取扱事業者」

「個人情報取扱事業者」とは、「個人情報データベース等を事業の用に供し

ている者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。」(法第2条5項 )。

9

保有個人データ

個人データ

個人情報
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①国の機関

②地方公共団体
③独立行政法人等 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関す

る法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行

政法人等をいう。)

④地方独立行政法人 (地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八

号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。

2 「小規模の事業者」

改正前の個人情報保護法は、「その取り扱う個人情報の量及び利用方法から

みて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者」を適

用対象から除外していた(改正前の法第2条3項5号 )。

しかし、改正法は、この適用除外規定 (同号)を廃上した。但し、「個人情報保護

委員会は、中B事業者等が講ずべき指針を策定するに当たつては、…B特に小規

模の事業者の事業活動が円滑に行われるように配慮するものとする。」(法附則

第11条 )とされている。

そして、ガイドライン(通則編)の別添「講ずべき安全管理措置の内容」は、「中小

規模事業者」について、安全管理措置の「手法の例示」を行つている(86頁以

下)。「中小規模事業者」とは、従業員の数が100人 以下の個人情報取扱事業

者とされている。但し、次に掲げる者を除く(ガイドライン:通則編86頁 )。

①その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報

によって識別される特定の個人の数の合計が過去 6月 以内のいずれ

かの日において5, OOOを超える者

②委託を受けて個人データを取り扱う者

3 個人情報を取り扱う際の基本的な考え方

佃)自分の情報は、原則として自分がコントロールできるという考え方が基本。

原 則

例外 2

本 人の意 思 又 は 同意 に基 づ いて取 り扱 うの が原 則

「同意」の前提として、利用目的の特定とそ

の通知、公表又は明示が必要

例外 1 法令に基づく場合

一種の正当防衛 日緊急避難的状況の場合

′1庁
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(2)「個人情報を取り扱う」(自 己情報コントロールが及ぶ範囲)とは、個人情報の取

得、加工、利用、提供、保存、開示、廃棄等の一切の行為である。

(3)個人情報取扱事業者としては、

① あらかじめ特定した利用目的のために個人情報を取得し、原則として、そ

の利用目的の範囲内で取扱うこと

② 要配慮個人情報を取得するときは、原則として、あらかじめ本人の同意を

得ること

③ 個人情報を第二者に提供するときは、原則として、あらかじめ本人の同

意を得ること

④ 本人から開示請求があつたときは、原則として、開示すること

等が必要である。

4 事業者としての 方金トの 作成及び公表

「個人情報保護を推進する上での考え方や方針 (いわゆる、プライバシーポリ

シー、プライバシーステートメント等)を明確化する」(閣議決定による個人情報の

保護に関する基本方針の6(1))。

5  利用目的の特定

第 15条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たつては、その利用

の目的 (以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2個 人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的

と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行つてはならない。

6 利用目的による制限

第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規

定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱

ってはならない。
2個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者か

ら事業を承継することに伴つて個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同

意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲

を超えて、当該個人情報を取り扱つてはならない。

3前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同

意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合

であつて、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

′,あ
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を遂行することに対して協力する必要がある場合であつて、本人の同意を得るこ

とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

7 適正な取得

第17条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得

してはならない。
2個 人 扱 事 業者 は .、  次 I 掲Iザ 合弁除 (ほ か 、あらか 人 の 同 意 存

得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

一 法令に基づく場合

二 人の生命 身イ六又 l衣 財 庵 倶 藷 の た 泳喜がムる場合 あって ^六 人の 同の め I で

意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な 成 の 推進のために特 | がある場合

であって、本人の同 る とが 難であるとき。

四引日の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

券遂行するこル I 対 t´て 十申h力する必要がある場 合で あ つて 、本人の 責 券得 る

とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

五 当該要配慮個人惜華限が、本人、国の機関、地方公共団体《第七十六条第一項

各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されて

いる場合

六 その他前 に掲 Iザる場合 I 準ずるものとし 令で定める場合

※「その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合」(第 2項 6号 )

本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情

報を取得する場合

法第23条第5項各号に掲げる場合において、個人データである要配慮個人

情報の提供を受けるとき。

8  取得に際しての利用 目的の通知等

第18条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利

用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、

又は公表しなければならない。

2個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結

することに伴つて契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において

同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接

書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に

対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財

産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

3個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的に

ついて、本人に通知し、又は公表しなければならない。

ガ〕″
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4前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第二者の生命、身

体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者

の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力

する必要がある場合であつて、利用目的を本人に通知し、又は公表することによ

り当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

9  データ内容の正確性の確保等

第 19条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個

人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなつたとき

は、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

10 安全管理措置

第20条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、減失又は

き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を

講じなければならない。

※ 講ずべき安全管理措置の内容

ガイドライン(通則編)41頁及び同別添の「講ずべき安全管理措置の内容」参

照。

11 従業者の監督

第21条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに

当たつては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対す

る必要かつ適切な監督を行わなければならない。

12 委託先の監督(第 22条 )

13 第三者提供の制限

第23条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人

の同意を得ないで、個人データを第二者に提供してはならない。

一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の

′P'
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〓
一
〓
一
一二

第

第

第

一
二

一二

同意を得ることが困難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場

合であつて、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事

務を遂行することに対して協力する必要がある場合であつて、本人の同意を得

ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 個人情報取扱事業者は、第二者に提供される個人データ(要配慮個人情報

を除く。以下この おいて同じ。)I ついて、本人の求め I 応じて当該本人

が識別される個人データの第二者への提供を停止することとしている場合で

あって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところ

により、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態I 看Lくとと

キ̀
I

^イ国人惜 錦 倶 姦 昌 会 F由 十出ナ‐ときは、前項の規定 I かか
'わ

らず、当

該個人データを第二者に提供することができる。

者への提供を利用目的とすること。

者に提供される個人データの項目

者への提供の方法

四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第二者への提供を

停止ずること。
五 本人の求めを受け付ける方法

3個人情報取扱事業者は、前項第二号、第二号又は第五号に掲げる事項を変

更する場合は、変更する内容について、個人情報保護委員会規則で定めると

ころにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に基

4

ばならない。前項の規定による届出があつたときも、同様とする。

5次 に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規

定の適用については、第二者に該当しないものとする。

一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人デー

タの取扱いの全部又は一部を委託することに伴つて当該個人データが提供さ

れる場合

二 合併その他の事由による事業の承継に伴つて個人データが提供される場合

特 申 ∩ 者 ルて7う 間 で 土 日 して 田 大,1、スイ国人T _々 hミ当 E修倦 申 ∩ 者 埠 性 六

れる場合であつて、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同

して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理

について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知

し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

6個 人情報取扱事業者は、前項第二号に規定する利用する者の利用目的又

は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する

場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易

に知り得る状態に置かなければならない。

〆
'P
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14 第二者提供に係る記録の作成等

第25条 個人情報取扱事業者は、個人データを第二者 (第二条第五項各号に掲

げる者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に提 したときは、個人情

報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月旦、

当該第二者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める蔓項

に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第

二十三条第一項各丹又は第五項各号のいずれか (前条 報 定 I よる個人デ

―夕の提供にあっては 第ヽ二十三条第一項各号のいずれか 該当する場合

は、この限りでない。

2個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情

報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

※「個人情報保護委員会規則で定めるところにより」(第 1項 )

(第三者提供に係る記録の作成 )

第 12条 法第25条第 1項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、

電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。

2 法第25条第 1項の記録は、個人データを第二者 (同項に規定する第二者を

いう。以下この条、次条及び第 15条から第 17条までにおいて同じ。)に提

供した都度、速やかに作成しなければならない。但し、当該第二者に個人デ

ータを継続的に若しくは反復的に提供 (法第25条第2項の規定による提供

を除く。以下この項において同じ。)したとき、又は当該第二者に対し個人デ

ータを継続的に若しくは反復的に提供することが確実であると見込まれると

きの記録は、一括して作成することができる。

3前 項の規定にかかわらず、法第23条第 1項又は法第24条の規定により、

本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人データ

を第二者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書そ

の他の書面に次条第 1項各号に定める事項が記載されているときは、当該

書面をもって法第25条第 1項の当該事項に関する記録に代えることができ

る。

※「その他の個人情報保護委員会規則で定める事項」(第 1項 )

(第二者提供に係る記録事項)

第13条 法第25条第1項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とす

る。
一 法第23条第2項の規定により個人データを第二者に提供した場合  次

のイから二までに掲げる事項

イ 当該個人データを提供した年月日
口 当該第二者の氏名又は名称その他の当該第二者を特定するに足りる事

)

′件つ
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項 (不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)

ハ  当該個人データによつて識別される本人の氏名その他の当該本人を特

定するに足りる事項
二  当該個人データの項目

二  法第23条第 1項の規定により個人データを第二者に提供した場合  次

のイ及び口に掲げる事項

イ 法第23条第1項又は法第24条の本人の同意を得ている旨

口 前号口から二までに掲げる事項

2 前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した

法第25条第 1項の記録 (当 該記録を保存している場合におけるものに限

る。)に記載されている事項と内容が同一であるものについては、法第25

条第 1項の当該事項の記録を省略することができる。

※ 「個人情報保護委員会規則で定める期間」(第2項 )

(第二者提供に係る記録の保存期間)

第15条 法第25条第2項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、

次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期

間とする。
一 第12条第3項の規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該

記録に係る個人データの提供を行つた日から起算して1年を経過する日

までの間
二 第司2条第2項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後

に当該記録に係る個人データの提供を行つた日から起算して3年を経過

する日までの間
三 前二号以外の場合 3年

※ ガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)参照。

15 第二者提供 彗ける際の確認等

第26条 個 情報取扱事業者 は、第 者 ,〕 らヽ個人データの提供弁受けるに際

しては、個人情報 語委 員会規則で定めると ろにより、次に掲げる事項の

確認を行わなければならい 。甘 ≧し、ただし、当該個人データの提供が第二

十二条第― I百各丹 又 は I画各号 のいずれか 言宏当する場合 I土 ヽ の 日邑り範 五

でない。

当該第二者の 名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者

(法人でない団体 表者 又は管理人の定めのあるものにあつては、その

代表者又は管理人)の氏名

当該第二者による当 個人データの取得の経緯

2前項の第二者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合

に係る事項を偽つて

′件′

において、当該個 情報取扱事業者 I 対して、当該確認
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はならない。
3個人情報取扱事業者意、子 項の規定による確認を行つたときは、個人情報

保護委員会規則で定めるところ1ミより、当該個人データの提供を受けた年月

日、当該確認 に係 事 I百子の 仙 の 個 人情報保護委 員会 国‖で ‡ め る事項 I

関する記録を作成しなければならない。

4個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情

報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

※ 「個人情報保護委員会規則で定めるところにより」(第 1項 )

(第二者提供を受ける際の確認)

第15条 法第26条第1項の規定による同項第1号に掲げる事項の確認を行

う方法は、個人データを提供する第二者から申告を受ける方法その他の適

切な方法とする。
2 法第26条第1項の規定による同項第2号に掲げる事項の確認を行う方法

は、個人データを提供する第二者から当該第二者による個人データの取得

の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方

法とする。
3前二項の規定にかかわらず、第二者から個人データの提供を受けるに際し

て既に前二項に規定する方法による確認 (当該確認について次条に規定す

る方法による記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を

行つている事項の確認を行う方法は、当該事項の内容と当該提供に係る法

第26条第1項各号に掲げる事項の内容が同一であることの確認を行う方

法とする。

※ 「個人情報保護委員会規則で定めるところにより」(第3項 )

(第二者提供に係る記録の作成 )

第 16条 法第26条第3項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、

電磁的記録又はマイクロフイルムを用いて作成する方法とする。

2 法第26条第 3項の記録は、第二者から個人データの提供を受けた都度、

速やかに作成しなければならない。但し、当該第二者から継続的に若しくは

反復的に個人データの提供 (法第23条第2項の規定による提供を除く。以

下この項において同じ。)を受けたとき、又は当該第二者から継続的に若しく

は反復的して個人データの提供することが確実であると見込まれるときの記

録は、一括して作成することができる。

3前項の規定にかかわらず、本人に対する物品又は役務の提供に関連して第

二者から当該本人に係る個人データの提供を受けた場合において、当該提

供に関して作成された契約書その他の書面に次条第1項各号に定める事

項が記載されているときは、当該書面をもつて法第26条第3項の当該事項

に関する記録に代えることができる。

′学ユ
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※「その他の個人情報保護委員会規則で定める事項」(第3項 )

(第二者提供を受ける際の記録事項)

第17条 法第26条第3項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とす

る。
一 個人情報取扱事業者から法第23条第2項の規定による個人データの提供

を受けた場合  次のイからホまでに掲げる事項

イ 当該個人データを提供を受けた年月日

口 法第26条第1項各号に掲げる事項
ハ  当該個人データによつて識別される本人の氏名その他の当該本人を特

定するに足りる事項
二  当該個人データの項目

ホ 法第23条第4項の規定により公表されている旨

二 個人情報取扱事業者から法第23条第1項の規定により個人データの提

供を受けた場合  次のイ及び口に掲げる事項

イ 法第23条第1項又は法第24条の本人の同意を得ている旨

口 前号口から二までに掲げる事項

三 第二者 (個人情報取扱事業者に該当する者を除く。)から個人データの提

供を受けた場合  第1号の口から二までに掲げる事項

2 前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した

法第26条第3項の記録 (当 該記録を保存している場合におけるものに限

る。)に記載された事項と内容が同一であるものについては、法第26条第

3項の当該事項の記録を省略することができる。

※ 「個人情報保護委員会規則で定める期間」(第4項 )

(第二者提供に係る記録の保存期間)

第18条 法第26条第4項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、

次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期

間とする。
一 第16条第3項の規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該

記録に係る個人データの提供を行つた日から起算して1年を経過する日

までの間
二 第16条第2項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後

に当該記録に係る個人データの提供を行つた日から起算して3年を経過

する日までの間
三 前二号以外の場合 3年

※ ガイドライン(第二者提供時の確認・記録義務編)参照。

〆守け

17 保有個人データに関する事項の公表等(第27条 )
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18 開

第28条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個

人データの開示を請求することができる。
2個人情報取扱事業者は《前項の規定による 求券受けたときは、本人に対し、

政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければな

らない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、

その全部又は一部を開示しないことができる。

一 本人又は第二者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあ

る場合

二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそ

れがある場合

三 他の法令に違反することとなる場合

3個 人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの

全部又は一部について開示しない旨の決定をしたとき又は当該保有個人デー

タが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならな

い 。

4他の法令の規定により、本人に対し室二項本文に規定する方法に相当する

方法により当該本人が識別される保有個人デエタの全部又は一部を開示する

こととされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、

第一項及び第二項の規定は、適用しない。

19 訂正等(第 29条 )

20 利用停止等 (第 30条 )

21 理由の説明

第 3¬ 条 個人情報取扱事業者は、第二十七条第二項、 十八条第 項、第

二十九条第三項又は前条第五項の規定により、本人から求められ、又は請求

された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合

又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理

由を説明するよう努めなければならない。

22 開示等の求めに応じる手続

第32条 個人情報取扱事業者は、第二十七条第二項の規定による求め又は第

二十八条第一項、第二十九条第一項 しくは第 十条第一項若しくは第 項

の規定による請求(以下この条及び第五十三条第一項において「開示等の請

求等」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付

ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従つ

一不
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て、開示等の請求等を行わなければならない。

2個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象とな

る保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この

場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請

求等をすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供

その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

3開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によつてすることがで

きる。
4個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手

続を定めるに当たつては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮

しなければならない。

23 手数料

第33条 個人情報取扱事業者は、第二十七条第二項の規定による利用目的の

通知を求められたとき又は第二十八条第一項の規定による開示の請求を受け

たときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。

2個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を

勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めな

ければならない。

24 事前の請求

第34条 本人は、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第二十条第一項

若 しくは第 三 I百 の表甲申 よる詰求 | ス訴 テ弁操き己しようとするμ去 衣、そ の

訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到

圭ヽ iⅢⅢ 日 か
~柵

闇 歩絡 褐 I■絡 不 ナェ` 十 )1 Iず 多 rTゝΞにテ券耀 縄 す ス 歩ボ r去

ない。ただし 当該 i報 え 被告となるの べ ★者 が 子 の 詰末を拒ん とき は の

限りでない。
2前 項の請求は、その請求が通常到 べきであった時 I 、至1 したものとみ

なす。
3第 二項の報 † は tヽ窮 十八条第 ― I百 堂ヽ 十九条第 一項又 は隻 十条第

―項若しくは筑 I百 の 報 申 よる請求 係るイ反処′刀`の申立てについて準用す

る
。一

25 個人情報取 による苦情の処理

第35条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ

迅速な処理に努めなければならない。

2個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に

努めなければならない。

′γす
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【参考私案 1】

個人情報の利用目的

○○法人○○○○は、ご利用者様、その代理人又はご家族様等の関係者の

個人情報を、以下の目的に必要な範囲で利用させていだたきます。

側)訪間看護、介護予防訪問看護及び居宅介護支援を提供するため

① 訪間看護、介護予防訪問看護及び居宅介護支援(以下「訪間看護サービ
ス等」と言います。)の利用申込みに係る調整及び利用に係る契約締結のた
め。

② 訪間看護サービス等を提供する上で解決すべき課題を把握するため。
③ 居宅サービス計画、訪間看護計画等の介護サービスに係る計画を作成する

ため。
④ 訪間看護サービス等の提供に関わる職員に対する情報伝達、指示監督のた

め。
⑤ 市町村、他の介護サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サー

ビスを提供する者との間で協議、照会その他連絡調整を行い、必要な連携を
行うため。

⑥ 利用者の状況及び訪間看護サービス等の実施状況を把握し、利用者又
はその家族に説明するため。

② 利用者の病状が急変した場合又は利用者に事故が発生した場合の関係
者への連絡、対応のため。

③ 訪間看護サービス等の評価を行うため。
③ 訪間看護サービス等の質の維持向上のため事業者内で調査研究及び職員

研修を行うため。
⑩ 以上のほか、訪間看護サービス等の提供に必要な事務のため。

(2) 介護報酬等を請求し、支払いを受けるため
① 市町村又は審査支払機関に介護報酬又は診療報酬を請求し、支払いを受

けるため。
② 市町村又は審査支払機関からの照会への回答のため。
③ 利用者に利用料等を請求し、支払いを受けるため。
④ 介護報酬等の計算管理その他会計及び経理事務のため。
⑤  以上のほか、介護報酬等を請求し、支払いを受けるのに必要な事務のため。

(3) 市町村等に対し法令で定められた報告等を行うため

① 訪問看護サービス等の提供により利用者に事故が発生した場合の市町村ヘ

の連絡又は報告のため。
② 市町村又は都道府県知事から報告、帳簿書類の提出等を求められ、又は 立

ち入り調査を受けた場合にこれに応じるため。
③ 国民健康保険団体連合会から利用者の苦情に係る調査への協力又は報告

等を求められた場合にこれに応じるため。
④ 以上のほか、市町村等に対し、法令で定められた報告等を行うため。

141 その他の目的のため
① 損害賠償保険の保険会社への連絡又は届出。
② 訪間看護サービス等を学ぶ学生等への実習の協力。

′学6
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【参考私案 2】

個人情報の取得及び第二者提供同意書

(事業者)○○法人OOOO  御中

(ご利用者様 )

住 所

氏 名 ⑪

(ご利用者様代理人)

住所

下記 1の私の個人情報を取得 し、下記 2の とおり私の個人情報を第二者に提

供することに同意 します。

言己

1  取得する個人情報

別紙「個人情報の利用目的」の達成に必要な個人情報 (次の①から④の要

配慮個人情報を含む。)。

① 病歴

② 身体障害、知的障害、精神障害 (発達障害を含む。)その他の個人情

報保護委員会規則で定める心身の機能の障害

③ 医師その他医療に関連する職務に従事する者 (医師等)に より行われ

た疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査 (健康診断

等)の結果

④ 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理

由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導

又は診療若しくは調剤が行われこと

2  個人情報の第二者提供

佃) 提供する個人情報

前記 1の個人情報 (前記 1の①から④の要配慮個人情報を含む。)。

提供先の第三者

市町村、都道府県、主治医、介護サービス事業者その他の保健医療サービ

ス及び福祉サービスを提供する者。

(2)

′学″
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【参考私案 3】

個人情報の第二者提供同意書

(事業者)○○法人○○○○  御中

(ご利用者○○○○様のご家族様)

件 所

下記の条件で、私の個人情報を第二者に提供することに同意 します。

仰) 提供する個人情報

別紙「個人情報の利用目的」の達成に必要な個人情報。

121  提供先の第二者

市町村、都道府県、主治医、介護サー ビス事業者その他の保健医療サー ビ

ス及び福祉サー ビスを提供する者。

以上

記

″筈r
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0東京地方裁判所平成27年 9月 4日判決

主  文

1 第1事件被告Ylは,原告に対し,150万 円及びこれに対する平成26年 7月 19日 から支払

済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 第2事件被告株式会社Y2は ,原告に対し,130万円及びこれに対する平成26年 7月 7日 か

ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

4 訴訟費用は,これを5分し,その1を第¬事件被告及び第2事件被告の負担とし,その余を原

告の負担とする。

5 この判決主文第1項及び第2項は,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1請求の趣旨

1 第1事件

第1事件被告Yl(以下「被告Yl」という。)は ,原告に対し,1000万円及びこれに対する平

成26年 7月 19日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2第 2事件

第2事件被告株式会社Y2(以下『被告会社」という。)は ,原告に対し,1000万円及びこれ

に対する平成26年 7月 7日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2事案の概要

本件は,原告が,原告が訪問介護サービス利用契約を締結した被告会社の従業員であつた

被告Ylが ,インターネット上に原告のプライバシーを侵害し,名 誉を毀損する記事を掲載し,こ

れによつて原告が損害を被つたと主張して,被告Ylに対しては不法行為に基づき,被告会社に

対して1ま不法行為 (使用者責任)又は債務不履行責任に基づき,それぞれ損害賠償1000万

円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事件である。

第3前提となる事実

本件の前提となる事実 (争いのない事実,証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる

事実)は ,以下のとおりである。

1 原告は,大正14年生まれの脚本家,映画監督である。

2 被告会社は,介護保険法に基づく宇旨定居宅介護支援事業等を目的とする株式会社である。

3 被告Ⅵ はと平 成24年 10月 16日 から平成25年 6月 23日 まで,被告会社の従業員であつた

者である(争いのない事実)。

4 原告は,平成2 5年 5日 21日 _被告会社 との で_指†訪FttR介誇サービス和1田 =翠約 (以下

「本件契約」という。)を締結した。

5 被告会社は,本件契約に基づき,平成25年 5月 27日 ,同年6月 3日 ,同 月6日 の3回 ,訪間

介護員として被告Ylを原告宅に派遣したが,その後,本件契約は解除された(以上について,

争いのない事実)。

6 被告Ylは ,インターネット上に開設した自己のブログサイト(「Yl(以下略)」 と題するもの。)

に,平成25年 6月 8日 午後7時36分ころ,「OO歳のXlと故A」との表題の記事 (以下「6月 記

事」という。)を ,同年9月 5日 午前0時47分ころ!「訪問介護の個人情報漏洩」との表題の記事

(以下「9月 記事」という。)をそれぞれ掲載した(争いのない事実)。

第4原告の主張(略 )

′″′
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第5被告Ylの主張(略 )

第6被告会社の主張(略 )

第7当裁判所の判断

1 認められる事実

前記前提事実のほか,各掲記の証拠及び弁論の全趣旨によつて認められる事実は下記の

とおりである。

(1)指定居宅サービスにおける利用者の秘密の保持に関する法令の概要は,別紙3記載のと

おりである。

(2)本件契約には,秘密の保持について別紙4の 1記載の定めがあり,被告会社は,本件契約

締結の際,原告の成年後見人に対し,同 2記載の内容のある重要事項説明書を交付した。

(3)被告会社の従業員のB(以下「B」という。)は ,平成24年 10月 12日 ころ,求人募集に応募

してきた被告Ylの採用面接を行つた。Bは,面接で,被告Ylが介護員養成研修2級の課程を

こと こと し,被告Y

1を採用することにした。

(4)被告会社では,新規に採用された者について座学等の研修は行わず,担当の引継ぎと研

修を兼ねて,キヤリアの長い従業員に同行して訪間介護を行わせることとしており,被告Yl

も,被告会社に採用されたあと,引継ぎも兼ねて,キヤリアが15年程度の従業員と一緒に3回

程度訪問介護を行つた。しかし,被告会社において,被告Ylに対し,利用者等のプライバシー

や 名 してはならないこと| つ しヽ て.研修弁行ったことを示 はない。

(5)被告Ylが,Bの指導を無視するといつたことがあつたことから,被告会社は,平成25年 6月

23日 ,被告Ylを解雇した。

(6)被告Ylは,平成25年 6月 8日 ,別紙1記載の各記述のある6月 記事をインターネット上に掲

載し,不特定多数の者が閲覧できる状態にした。

被告会社は,平成25年 8月 31日 ,O区役所から6月 記事の存在を知らされた。

Bは ,被告Ylに対し,6月 記事の削除を求めるとともに,原告宅に謝罪に行くよう求めた。被

告Ylは,Bから連絡があつた後,6月 記事を削除した。

その後,被告Ylは ,平成25年 9月 5日 ,別紙2記載の各記述のある9月 記事を掲載し,不特

定多数の者が閲覧できる状態とし,同 日中に同記事を削除した。

2被告Ylの不法行為責任について

(1)プライバシー侵害について

ア 人の私生活を公開することがプライバシー侵害として不法行為となるには,その公開された

内容が,私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれがあることがらである

こと,一般人の感受性を基準にして被侵害者の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認

められることがらであること,一般の人々にまだ知られていないことがらであることが必要であ

る。

イ 6月 記事は,原告が認知症に罹患していること,歯磨きや服の着替え等日常生活の動作を1

人でこなすことができないこと,服薬の理由がわからなくなつていること,部屋を歩き回つている

ことなど,認知症を患つている原告の自宅における日常の様子を公開するものであつて,その

内容は,原告の私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれがあるもの

で,かつ,一般人の感受性を基準とすれば,かかる事項は秘匿し,公開を欲しないであろうと認

められるものであるといえる。また,原告の養女である,Cの著害である「Aが愛した男」には ,

原告が「多少ボケた」旨の記載があるが (甲第4号証),これによつても,上記の原告の私生活

ガξ檸
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上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事実が一般の人々に知られて

いない事実でないとはいえない。

ウ 9月 記事についても,6月 記事と同様,原告が認知症に罹患していること,歯磨きを一人です

ることができないこと,部屋を歩き回つていることなど,認知症を患つている原告の自宅におけ

る日常の様子を公開するもので,その内容は,私生活上の事実又は私生活上の事実と受け取

られるおそれのある事実で,一般人の感受性を基準として被侵害者の立場に立った場合,公

開を欲しないものである。

工 被告Ylは,プライバシー侵害となる記事を自ら掲載し不特定多数の者が閲覧できる状態にし

ているのであるから,不法行為の故意が認められる。

オ したがつて,
精 告 Y 1が 6 日部室 乃イド9日 謂喜弁掲 L■待 ム l土 _原各 I 対 す プライバシー

侵害にあたり,一連の不法行為を構成する。

(2)名誉毀損について

ア 名誉毀損とは,公然と事実を摘示して,人の品性,徳行,名 声,信用等の人格的価値につい

て社会から受ける客観的評価の低下をもたらす行為であり,ある記事の内容が摘示している事

実がどのようなものであるか,また記事が人の社会的評価を低下させるか否かについては,一

般の読者の通常の注意と読み方を基準として判断すべきである。

イ 6月記事には,原告が名誉毀損に該当すると主張する別紙1「記述目録1」 2記載の各記述部

分があり,これは一般の読者の通常の注意と読み方を基準とすれば,原告が認知症に罹患して

いること,それが薬を月R用する理由がわからない程度に進行していること,の各事実を摘示する

ものと認められる。

そして,一般の読者の通常の注意と読み方を基準とすれば,上記の事実の摘示は,原告の社

会的評価を低下させるものである。

ウ これに対し,被告らは,6月 記事中には,「性格は出る。Xlは ,どこまでも穏やかな人」「天使

のように優しく穏やかなXlのことは」,「高名な方だけあつてい上品さは失われていない」,「こ

んな素敵な家で,養女やヘルパーのケアを受けて,何不自由なく余生を送るXl氏は,幸せで

すね。」の記載があり,6月 記事全体をみれば,原告の社会的評価を低下させるものではない

旨主張し,6月 記事中にそのような記述のあることは認められる。

しかし,一般の読者の通常の注意と読み方を基準とすれば,上記のような記述の有無にか

かわらず,6月 記事中における具体的な事実の摘示は,原告の社会的評価を低下させるという

べきである。

工 9月 記事にも,原告が名誉毀損に該当すると主張する男Ⅲ紙2「記述目録2」 2記載の各記述

があり,これは原告が認知症に罹患しているとの事実を摘示するもので,かかる事実の摘示

は,6月 記事と同様に,原告の社会的評価を低下させるものである。

オ したがつて,被告Ylが ,6月 記事及び9月記事を掲載した行為は,原告に対する名誉毀損に

あたり,前記(1)オと一連の不法行為を構成する。

(3)損害

上記のとおり,6月 記事及び9月記事の掲載は,原告のプライバシーを公開し, 社会的評

価を低下させる行為であり,これにより原告は精神的苦痛を被つたと認められる(このことは,

原告が成年被後見人であつても否定されない。)。

そして,原告が著名な脚本家,映画監督であること(甲 第3号証,第 4号証),6月 記事及び9

月記事中のプライバシー侵害又は名誉毀損に該当する記述部分の内容,6月 記事及び9月 記

事が原告から訪問介護の依頼を受けた被告会社から派遣された訪問介護員である被告Ylに
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よつて掲載されたことその他本件の経緯を考慮すれば,原告の精神的苦痛に対する慰謝料と

しては,150万 円が相当である.。

(4)結論

したがつて,被告Ylは ,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償150万 円及びこれに対す

る不法行為の日の後である平成26年 7月 19日 から支払済みまで民法所定の年5分の割合に

よる遅延損害金を支払う義務がある。

3被告会社の責任について

(1)不法行為責任について

ア 被告会社は,被告Ylの行為は,私的に開設したブログサイHこブログ記事を掲載したもの

まず,6月 ま 被告Ylが被告会社の原 当の訪闇介護 員として原 に3回 目の訪

々 こんヽ
コつ で

被告の事業である訪問介護中に知つたとする事実であり,被告Ylの行為は,被告会社の事業

の執行行為を契機としてなされたこれと密接関連性を有する行為であるから,事業の執行 1星つ

いてなされたものであるというべきである。

しかし,被告Ylが9月 記事を掲載した時点では,被告Ylは既に被告会社を解雇されていて

被告会社の被用者ではなく,もはや原告を担当する訪問介護員としての実態もなかつたのであ

り,被用者でなくなつてから2ヶ月以上経過した後の被告Ylの行為を被告会社の事業の執径

についてなされたとしヽうことは困難である。

イ 被告会社は従業員の私的な時間におけるブログの書込み行為まで制御することはできず,_

選任及び監督について,相 当の注意をした旨主張する。

しかし,訪問介護事業は利用者の私的領域である自宅にて介護を行う以上,必然的に不L

バ とI
卜上

信を行うことも容易にできる状況にあることを考慮すれば,訪問介護事業者としては,その従

業員の選任及び監督にあたつては,利用者のプライバシーや名誉を侵害することがないよ豊

従業員を十分に指導監督する必要があるというべきであるのに,被告会社においては,被告

4 こつ の し

したがって, 告会社 は .被告Ylの選任及 督 | ついて相当の注意を は認められ

可

‐

ま い 。

ウ I´ ナ‐れミって _ 粘 各 全 ネ十は 結 告 Yl ぶ ハ日部 車 券握 計 Lナ‐́ E子 ウ生! つ 去 イ市田者 其 づ 共

損害賠償責任を負うが,9月 記事の掲載については,使用者責任は認められない。

(2)債務不履行責任について

ア そこで,被告Ylによる9月 記事の掲載についての被告会社の債務不履行責任について検討

する。

イ 被告会社は,本件契約14条に基づき,従業員をして利用者の秘密を漏洩させない債務を負

つており,東京都指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営の基準に関する条例34

条2項の趣旨に照らせば′被告会社の上記義務は,従業員であつた者に利用者の秘密を漏洩

させない義務を含んでいると解釈できる。

また,守秘義務の性質上,被告会社は,本件契約が解除された後も,原告に対し,同様の債

務を負い続けると解すべきである。

しかし,前記2(1)ウのとおり,9月 記事が掲載されたことにより被告会社の従業員であつた被

告Ylが‡皮告会社の業務上知り得た利用者原告の秘密が漏洩しているのであるから,被告会

′,ユ
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キヽ] の とキ〕いえないぉ

ウ 他左,本件契約が,被告会社の元従業員が原告の名誉を侵害しないようにする債務を,被告

会社が本件契約の終了後も原告に対して負い続けるとの内容を包含するとまで解釈すること

はできず,9月 記事による原告に対する名誉毀損が被告会社の原告に対する本件契約上の債

務不履行となるとはいえない。

(3)損害について

以上のとおり,被告会社は6月 記事によるプライバシー侵害及び名誉毀損について不法行為

責任 (使用者責任)を負い,9月 記事による秘密の漏洩について債務不履行責任を負うゃ_

そして,原告が著名な脚本家で映画監督であること(前記2(3)),6月 記事中のプライバシー

侵害又は名誉毀損に該当する記述部分の内容,9月 記事中のプライパシー (秘密)侵害に該

当する記述部分の内容,6月 記事に関する不法行為が,訪問介護員である被告Ylにより行わ

れたこと,被告会社が指定居宅介護事業を営む会社であり本件契約上の秘密保持義務は重

要な義務であること,6月 記事と9月 記事の掲載の先後関係やインターネット上への掲載期間

の長短その他本件の経緯を考慮すると,6月 記事に関する不法行為に該当する慰謝料として

は,100万円が相当であり,9月 記事に関する債務不履行による原告の精神的損害に対する

慰謝料としては30万円が相当である。

(4)結論

以上によれば,被告会社は,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償 130万 円及びこれに

対する不法行為の日の後である平成26年 7月 7日 から支払済みまで民法所定の年5分の割

合による遅延損害金並びに債務不履行に基づく損害賠償30万円及びこれに対する訴状送達

日の翌日である同日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払う義

務がある。

第8結語

よって,原告の請求は,被告Ylに対し,150万 円及びこれに対する平成26年 7月 19日 から

支払済みまで年5分の割合による金員の支払並びに被告会社に対し130万円及び同月7日

から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容

し,その余はいずれも理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。

(別紙1)記述目録1

1 プライバシー侵害 (略 )

2名誉毀損(略 )

(別紙2)記述目録2

1 プライバシー侵害

(1)訪問介護の個人情報漏洩

訪問介護職の人 !もしお客さんが有名人だつた場合。その情報をインターネッHこ公開す

ると,こうなりますよ。参考に !!

※ この記事=他者例ですが,ひよつとして私例かもしれません。

文中使用名は,仮名ですが,ひよつとして実例かも知れません。どちらであるかは内緒に

しますが,勝手に察してください !話は99%実話です。便宜的に,私例的な表記にしてま

することができなし

′争
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す。

※ 文中の役所名を中央区役所としておりますが,こちらは仮名で実際はO区役所で

す。

私の登録している訪問介護事業所Dより連絡があつた。「ブログ記事が訪問介護客の個

人情報漏洩に当たる,と中央区役所から指摘されたので記事を削除して欲しい」とのこ

と。(その記事は★のところ)

(2)★記事内容★(略 )

(3)「 Xlちやん@認知症」の情報漏えいなんてさ,実害あるか?

SMAPほど有名な訳ではないし,Xlちやんなんて今回初めて知つたくらいだし。第一
,

当のXlちやんは認知症だから,損害賠償なんてしないわ !!

(4)本当に勉強になつたが,おしゃべりが過ぎるぞ,私。ちよい反省です。といいつつ,ここ

でもXlちやんなんて引つ張り出してるんだから,懲りてないね,私。なあに,Xlちやん

なんてジジイ,他にもたくさんいらあ。

2名誉毀損(略 )

(男1紙3)

1介護保険法 (平成9年法律第123号 )抜粋 (略 )

2指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準抜粋 (略 )

3東京都指定居宅サービス等の事業の人員!設備及び運営に関する条例抜粋

(趣旨)

1条 この条例は,介護保険法74条 2項の規定に基づき,東京都の区域 (八王子市を除く

地域をいう。)における指定居宅サービス等の事業の運営に関する基準を定めるものとす

る。

(秘密保持等)

34条 1項 指定訪問介護事業所の従業者は,正当な理由なく,その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2項 指定訪問介護事業者は,従業者であつた者が,正 当な理由なく,その業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならな

い。

(月1紙4)

1個人情報の保護及び管理 (第 14条 )

(1)事業者およびサービス従業者は,サービス提供上で知り得た利用者やその家族に

関する秘密,個人情報等について,利用者の生命,身体に危険が及ぶような正当なる理

由がない限り,個 人情報に関連する法令その他関連法令及び厚生労働省のガイドライン

を尊守 (ママ)し ,契約中および契約終了後も第二者に洩らすことはありません。

(2)事業者は,利用者およびその家族に関する個人情報が含まれる記録資料を厳重に

保管し,また保存期限が過ぎたものは,第二者への漏洩することなく処分いたします。

2当事業所は,お客様にサービスを提供するうえで知り得た情報は,決して第二者に漏ら

すことはありません。契約終了後も同様です。
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0「高齢者虐待」の定義

種

月1

いかなる行為をすることか

(虐待の態様)

誰が

(虐待の主体)

誰に対し

(虐待の客体 )

身体的

虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそ

れのある暴行を加えること

(第 2条第4項第1号イ)

ネグレ
クト

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長

時間の放置、養護者以外の同居人による身

体的虐待、心理的虐待、性的虐待と同様の

行為の放置等養護を著しく怠ること

(第 2条第4項第1号口)

心理的

虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的

な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷

を与える言動を行うこと

(第 2条第4項第1号ハ)

性的虐

待

養護者 (高齢者を現に養護す

る者であつて養介護施設従事

者等以外の者)が

(第 2条 2項、同条第4項第 1

1弓:)

その養護する高

齢者 (65歳 以上

の者)に対し

(第 2条 1項、同条

第4項第可号)

高齢者にわいせつな行為をすること又は高

齢者をしてわいせつな行為をさせること

(第2条第4項第1号二)

経済的

虐待

高齢者の財産を不当に処分することその他

高齢者から不当に財産上の利益を得ること

(第 2条第4項第2号 )

養

護

者
:こ

よ

る

高

齢

者

虐

待

養護者又は高齢者の親族が

(第 2条第4項第2号 )

当該高齢者

(第 2条第4項第2

号 )

身体的

虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそ

れのある暴行を加えること

(第 2条第5項第1号イ)

ネグレ

クト

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長

時間の放置、その他の高齢者を養護すべき職

務上の義務を著しく怠ること

(第 2条第5項第1号口)

心理的

虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的

な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷

を与える言動を行うこと

(第 2条第5項第1号ハ)

性的虐

待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢

者をしてわいせつな行為をさせること

(第2条第5項第1号二)

経済的

虐待

高齢者の財産を不当に処分することその他高

齢者から不当に財産上の利益を得ること

(第 2条第5項第1号ホ)

老人福祉施設、有料老人ホー

ム、地域密着型介護老人福

祉施設、介護老人福祉施設、

介

護老人保健施設、介護療養

型医療施設、地域包括支援

センター(養介護施設)の 業務

に従事する者が

(第 2条第5項第1号 )

当該養介護施設

に入所し、その

他当該養介護施

設を利用する高

齢者に対し

(第 2条第5項第

1号 )

※平成 24年 10月

1日 からは65歳未

満の者にも適用。

身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐

待又は経済的虐待を行うこと

(第 2条第5項第2号 )

養

介

護

施

設

従

事

者

等

に

よ

る

高

齢

者

虐

待

老人居宅介護支援事業、居

宅サービス事業、地域密着型

サービス事業、居宅介護支援

事業、介護予防サービス事

業、地域密着型介護予防サ

ービス事業、介護予防支援事

業(養介護事業)において業務

に従事する者が

(第 2条第5項第2号 )

当該養介護事業

に係 るサービス

の提供を受ける

高齢者に対し

(第 2条第 5項第

2号 )

※平成24年 10月

1日 から65歳未満
の者にも適用。
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0「養護者による高齢者虐待」への対応の仕組み

者虐待の防止及び高齢者の保護

の観点から、虐待を行つた養護

者との面会を制限できる。

市区村町長又 長は、高齢

肛

開始の審判等

成年後見人等

の

の法令の定めるところに

よる措置

養護者 高齢者 地域住民等

関係のある団体や人

の福祉 I

の負担軽減のための相談

齢者虐待の防止、養護者

の努力高齢者虐待を受ける

高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見

高齢者の生命又は身体に重大

な危険が生じている場合

届 出 通報

(通報努力義務)

通報

(通報義務 )

市区町村又は地域包括支援センター等

相談を受け、指導、 届出の受理 通報の受理

高齢者の安全の確認

届出・通報事実の確認

応協議

連携協力

関係機関

養護負担軽減に必要な

措置

受けるための居室の

確保 (市区町村 )

期間養護を

その他の介護事業者～
施設、主治医、保健所

その他の関係機関、

民間団体等

居

やむを得ない事由により介護

保険法に規定する介護サービ

スを利用することが著しく困

難であると認めるとき

認知症等により判断力が

不十分であつて、高齢者

の福祉を図るため特に必

要があると認めるとき

養護者による高齢者虐待に

より高齢者の生命又は身体

に重大な危険が生じている

おそれがあると認めるとき

後見開始の審判等の申立て措置によるサービス提供

入所 (委託)の措置の場合

居室の確保

家庭裁判所

立入調

援助要請 刑事手続

罰金30万

円以下
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0「養介護施設従事者等による高齢者虐待」への対応の仕組み

高齢者

従事者等

の

関係のある団体や人 地域住民等

高齢者虐待を受ける 発見の努力

高齢者虐待を受けた思われる高齢者を発見

高齢者の生命又は

身体に重大な危険

が生じている場合

同一事業者が運営する

施設又は事業における

養介護施設従事者等に

よる場合 (自 施設、自

届 出 通 報 通 報

市町村

届出の受理 通報の受理

報告

都道府県

老人福祉法又は介護保険法による

毎年度、高齢者虐待の状況等を公表
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O京都地方裁判所平成26年 7月 25日判決

主  文

被告人を懲役3年に処する。

この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。

その猶予の期間中被告人を保護観察に付する。

理  由

(犯罪事実 )

被告人は,子供の頃から学業が優秀であつたため,実母であるA(以下「母親」と

いう)の期待を一身に担い,大学卒業後もいわゆるキャリア官僚の道を順調に歩んで

その期待に応えていたが,平成11年頃,病気になつて欠勤がちとなるなどしたため ,

職場において降格させられるなどして,母親の期待に応えられなくなつたことなどから

挫折感を味わい,精神的に落ち込むようになつた。

そして,被告人は,その実家において母親と二人で暮らすようになつたが,平成 1

9年 12月 に母親が,凶内出血で倒れて以降は,介護を行いながら勤務を続けざるを得

ない状況となり,平成20年 12月 には,精神的に落ち込み職場に行けない状態にな

つた自分の苦しさを母親が理解してくれず,心ない言葉を投げかけられたとして母親

の首を絞めるといつた傷害事件を起こして執行猶予付きの懲役刑判決を受け,職も

失うことになつた。その後,被告人は,母親以外の者との交流を絶ち,母親と二人だ

けの生活の中で母親への依存を一層強めるとともに,母親の介護をする者は自分し

かおらず,母親も自分の介護を望んでいるとの思いから,強い義務感の下,一部ヘ

ルパーの援助などを利用する以外は,母親の介護を一身に引き受ける毎日を送って

いた。

ところが,平成25年9月 以降,母親の健康状態が悪化し,介護の負担が増す中
=

母親から「あなたが首を絞めたせいで,こんな体になつた」等の言葉を浴びせかけら

れたり,介護施設を利用することを拒否されたことなどから,次第に母親を介護するこ

とにストレスを募らせ,介護の限界を感じるようになつた。被告人は,訪間看護の看護

師等に対して介護疲れについて頻繁に相談したが,母親が介護施設への入居を強く

拒んでいたことや被告人自身も母親と離れがたく思つていたことなどから,状況が打

開されることはなかつた。

そのような中,平成26年 2月 5日 午前2時頃,被告人は,階下の物音に目を覚ま

し,母親を心配してその様子を見に行き,母親が床にこばした水を被告人において拭

いていた際,このようなことをしなければならないのは,母親が車いすを使つて欲しい

との自分の頼みに従わず,杖に頼つて歩こうとするせいだと情けなく思い,母親に対

し,「こんなことやつたら,入院するか,施設に入るか,どつちかにして」などと言つたも

のの,「嫌よ」とすげなく拒絶されたことから,いよいよ自分にできる介護の限界を超え

ていると感じ,このような生活を終わらせるため,母親を殺害しようと考えた。被告人

は,一度冷静になろうと思い自室に戻る等したものの,それでもなお,このような生活

rr,
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が続くことには耐えられないとの思いが頭から離れず,母親を殺害しようと決意し,同

日午前5時42分頃,京都府長岡京市 (以下略)の当時の被告人方の母親の居室に

おいて,ベッドで横になつていた母親 (当 時77歳 )に対し,殺意をもつて,その腹部に

馬乗りになつた上,その頸部にドライヤーのコードを巻き付け強く絞め付けたが,母親

の苦しむ姿を見るなどして自分の意思で犯行を中止したため,母親に加療約 1か月

間を要する頚部索状痕等の傷害を負わせたにとどまり,殺害するには至らなかつた。

(証拠)(略 )

(法令の適用)(略 )

(量刑の理由)

本件は,長年にわたり母親の介護を続けていた被告人が,自分のできる介護の

限界を超えていると感じながらも,その状況を打開できないまま,思い詰めて母親を

殺害しようとしたが,我に返つて犯行を自ら中止するとともに,110番通報して自首し

た殺人未遂の事案である。被告人は,本件以前にも母親の首を絞める傷害事件を起

こして執行猶予となつたり,その後,更に,母親の首を絞めて起訴猶予となりながら,

上記執行猶予期間が満了して2年も経たないうちに,更に犯行をエスカレートさせて,

確定的な殺意をもって,被害者を死亡させる危険性の高い本件犯行に及んでいる。

この点は強くJ仁難されなければならず,実刑に処すことも十分に考えられる。

しかし,前記のとおり中止未遂が成立することに加え,その経緯において,被告人

のみを非難できないところもある点を重視すべきであると考えた。すなわち,なるほ

ど,検察官の指摘するとおり,客観的にみれば,被告人は専門家の援助を容易に受

けられる状況にあり,本件犯行を避けるために取り得る手段はあつた。しかし,被告

人と母親が相互に強く依存し合い,母親が被告人と同居し,その介護を受けることを

強く望み,介護施設への入所を強く拒絶していた当時の状況に照らせば,被告人に

おいて,母親を介護施設に入れて別々の生活を歩むということは現実には相当困難

であつたと考えられる。それができず,本件犯行に至つたことについて,被告人のみを

強く非難するのはいささか酷である。

以上のほか,被害者である母親が被告人の処罰を求めていないことや,犯行直後

に自首し,以後,一貫して,罪を認めて反省の言葉を述べていること,本件を機に,被

告人と母親が長年同居していた実家を売却し,住居を別にする手段を講じるなど再

犯防止のための環境調整がある程度なされていること,被告人が約半年間身柄を拘

束されており,一定の制裁を受けていると評価しうることなども,被告人に有利に考慮

した。

そうすると,被告人に対し,実刑判決を科ずのは,若千のちゅうちよを覚えることか

ら,今回については,保護観察に付して,専門家の援助が得られるようにした上で,

社会内で更生する最後の機会を与えるのが妥当との結論に至つた。

(求刑 懲役5年 )
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運営管理総論② 看護管理概論 
看護管理に必要な知識体系、看護管理者の役割と活動 

 

 

オフィスＫＡＴＳＵＨＡＲＡ 代表 

勝原 裕美子 氏 
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勝原 裕美子（かつはら ゆみこ）先生 

 

学歴 

 

１９８５年 ３月  同志社大学文学部英文学科卒業 文学士 

１９９３年 ３月  聖路加看護大学卒業 学士（看護学） 

１９９７年 ３月  神戸大学経営学研究科博士課程前期終了 経営学修士 

２００３年 ３月  神戸大学経営学研究科博士後期課程修了 博士（経営学） 

 

職歴 

 

１９８５年 ４月  株式会社 京阪百貨店入社 

１９９３年 ４月  国立循環器病センター看護部 勤務 

１９９４年 ４月  兵庫県立看護大学 教育・管理看護学 助手 

１９９９年 ４月      〃             講師 

２００３年 ４月      〃             助教授 

２００４年 ４月  兵庫県立大学看護学部 看護基礎領域看護システム学 助教授 

２００７年 ４月  聖隷浜松病院 副院長兼総看護部長 

２０１６年 3 月  同病院 退職 

２０１６年１１月  京都岡本記念病院法人顧問 

          上尾中央総合病院看護顧問 

２０１６年１２月  オフィス KATSUHARA 代表 

 

主な研究テーマ 

 

・医療機関における倫理 ・看護師のキャリア発達 ・医療の質向上・ベンチマーク 

 

著書 

 

「組織で生きる：管理と倫理のはざまで」（医学書院）「看護師のキャリア論」（ライフサポ

ート社）、「語りと騙り間」（共著：ナカニシヤ出版）、「看護師になるには」（共著：ぺりか

ん社）、「看護サービス管理」（共著：医学書院）、「社会の中の看護」（共著：日本看護協会

出版会）、「ライフサポート」（共訳：日本看護協会出版会）、「臨地実習のストラテジー」

（監訳：訳 医学書院）、「困難に立ち向かう看護」（監修：エグゼビア・ジャパン）、「ビー・

アサーティブ」（医学書院）、「コード・グリーン：利益重視の病院と看護の崩壊劇」（翻訳：

日本看護協会出版会）、「看護理論の臨床活用」（編集：日本看護協会出版会）、「看護管理学

習テキスト：看護管理基本資料集」（編集：日本看護協会出版会）、「看護管理学習テキスト

看護組織論」（編集：共著 日本看護協会出版会）、「看護管理学習テキスト看護における人

的資源活用論」（共著：日本看護協会出版会）など  その他、論文は多数 

 

その他 

日本看護管理学会理事、日本看護倫理学会評議員、日本医療・病院管理学会社員他 
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訪問看護マネジメント論／情報管理論④ 
リスクマネジメントー２ 

（訪問看護ステーションのリスクマネジメントの実際） 

 
 

石心会在宅事業部統括所長 

宮本 祥代 氏 
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宮本 祥代(みやもと さちよ)先生  

 

 

 

１９８０年 ３月  国立療養所東京病院附属高等看護学院 卒業 

 

１９８０年 ４月  防衛医科大学病院 

 

１９８７年１０月  財団法人結核予防会 秩父宮記念診療所 

 

１９９５年 ５月  社会医療法人財団石心会 さいわい訪問看護ステーション 

 

１９９７年 ７月  社会医療法人財団石心会 さいわい訪問看護ステーション管理者 

 

２０１６年 4 月  社会医療法人財団石心会 在宅事業部統括所長 

                      地域コーディネーター 
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運営管理総論③ リーダーシップ論 
 

 

 

Ｒ＆Ｄ Nursing ヘルス・ケアマネジメント研究所代表 

深澤 優子 氏 
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深澤 優子（ふかざわ ゆうこ)先生  

 

株式会社プライムワークス 代表取締役 

Ｒ＆Ｄ Nursing ヘルスケア・マネジメント研究所 代表 

医療法人社団福寿会 副看護部長・営業統括部長・教育部長 

 

 

１９９１年 3 月 弘前大学教育学部特別教科（看護）教員養成課程卒業 

１９９１年 ４月 日本医科大学付属病院勤務（看護師） 

１９９５年 ４月 神奈川県立衛生短期大学（助手） 

１９９７年 ４月 米国ボストン日本人補習校（非常勤教員） 

２００１年 ４月 日本大学大学院グローバル・ビジネス研究科入学 

２００２年１１月 株式会社 Medical CUBIC 設立・代表取締役就任 

２００３年 ３月 日本大学大学院グローバル・ビジネス研究科修了 

（経営学修士・MBA 取得） 

２０１１年 ３月 株式会社 Medical CUBIC 代表取締役辞任 

２０１１年 ４月 Ｒ＆Ｄ Nursing ヘルスケア・マネジメント研究所 代表* 

２０１４年 ４月 株式会社プライムワークス 代表取締役就任* 

２０１５年 12 月 医療法人社団福寿会 営業統括部長* 

２０１６年 ２月 医療法人社団福寿会 教育部長*・副看護部長* 

 * : 現職 

 

その他 

 

日本医療バランスト・スコアカード研究学会理事・事務局長・企画研修委員長 

 

著 書 

 

・２０代ナースに伝えたい職業人としての心得（日本看護協会出版会） 

・看護事例でわかる部署目標・戦略策定 SWOT クロス分析(日総研出版) 

「看護」「ナースマネージャー」「臨床看護」など看護系専門誌への連載等多数あり 
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